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経済企業委員会会議録 

 

平成２８年９月１４日 水曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ５時５１分閉議（実時間３６９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９１号・平成２８年度八代市一般会

計補正予算・第５号（関係分） 

１．議案第１０９号・平成２８年度八代市一般

会計補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第９４号・専決処分の報告及びその承

認について（平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第３号（関係分）） 

１．議案第１０７号・八代市文化センター条例

の一部改正について 

１．議案第１０８号・八代市龍峯農業研修所条

例の廃止等について 

１．議案第８８号・平成２７年度八代市水道事

業会計利益の処分及び決算の認定について 

１．議案第８９号・平成２７年度八代市病院事

業会計決算の認定について 

１．請願第３号・八代市武道館建設について 

１．陳情第１５号・やまびこ公園上流砂防ダム

と公園横の貯砂池について・第１項・第２

項 

１．陳情第１６号・八代市立病院の早期再建に

ついて 

１．請願第１号・２０１６年熊本地震に伴う八

代地域圃場被害に対する公的整備による早

期復旧について 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

  （指定管理者の募集について） 

  （株式会社トーヨーについて） 

 ・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  大 倉 裕 一 君 

副委員長  笹 本 サエ子 君 

委  員  上 村 哲 三 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  矢 本 善 彦 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 農林水産部長     黒 木 信 夫 君 

  農林水産部次長   枩 島 道 則 君 

  農林水産政策課長  小 堀 千 年 君 
 
  農林水産政策課副主幹 
            柿 本 光 明 君 
  兼農事研修センター所長 
 

  農地整備課長    沖 田 良 三 君 
 
  農業振興課長兼 
            豊 田 浩 史 君 
  食肉センター場長 
 

 市民環境部 

  市民環境部次長   國 岡 雄 幸 君 

  環境ｾﾝﾀｰ建設課長  山 口 敏 朗 君 

 経済文化交流部長   宮 村 明 彦 君 

  経済文化交流部次長 福 元 章 三 君 

  経済文化交流部次長 桑 原 真 澄 君 

  観光振興課長    岩 崎 和 也 君 

  観光振興課長補佐  村 上 修 一 君 

  文化振興課長    吉 永   明 君 

  商工政策課長    豊 本 昌 二 君 

  スポーツ振興課長  下 村 孝 志 君 
 
  スポーツ振興課 
            本 村 秀 記 君 
  副主幹兼振興係長 
 

 企画振興部 
 
  東陽支所 
            松 岡   猛 君 
  地域振興課長 
 

 部局外 
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  水道局長      宮 本 誠 司 君 
 
  市立病院事務部 
            田 中 智 樹 君 
  事務長 

                              

○記録担当書記     土 田 英 雄 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（大倉裕一君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

それでは、定刻となり、定足数に達しておりま

すので、ただいまから経済企業委員会を開会い

たします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第９１号・平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第５号（関係分） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、予算議案

の審査に入ります。 

 まず、議案第９１号・平成２８年度八代市一

般会計補正予算・第５号中、当委員会関係分を

議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第５款・農林水産業費及び第１

０款・災害復旧費について、農林水産部から説

明をお願いします。 

○農林水産部長（黒木信夫君） おはようござ

います。農林水産部長の黒木です。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、議案第９１号・平成２８年度八代

市一般会計補正予算・第５号中、当委員会に付

託されております農林水産部関係分につきまし

て、枩島次長より御説明を申し上げます。よろ

しくお願いします。 

○農林水産部次長（枩島道則君） おはようご

ざいます。農林水産部の枩島でございます。座

らせて説明させていただきます。 

 別冊の一般会計補正予算書の１６ページをお

開きください。 

 下段の、款５・農林水産業費、項１・農業

費、目３・農業振興費で、補正額９億６２５１

万円を計上し、補正後の金額を３１億２９８８

万６０００円とするものでございます。 

 説明欄の事業ごとに御説明申し上げます。 

 まず、人・農地問題解決加速化支援事業とし

て、補正額１３万１０００円を計上しておりま

す。 

 本事業は、地域の担い手が安定的に経営発展

していけるよう、集落営農の組織化や、農業経

営の法人化等を支援する事業で、県の地域営農

組織法人化推進事業補助金を活用し、地域営農

組織の法人化を推進するため、設立初期の地域

営農組織法人に対して、適正な会計・経営管理

の実施による経営の早期安定化を図るために要

する経費の２分の１以内を補助するものであり

ます。 

 事業内容としまして、農事組合法人アグリサ

ポート北新地が、顧問税理士業務委託等の初期

運営費用を予定しております。 

 特定財源として、全額、県支出金を予定して

おります。 

 次に、農業生産総合対策事業として、補正額

２７３２万５０００円を計上しております。 

 本事業は、県の強い農業づくり交付金事業補

助金を活用し、生産性の向上及び生産・出荷環

境整備のための共同利用機械・施設の導入等に

対して、事業費の２分の１以内を補助するもの

であります。 

 事業内容としましては、株式会社Ｓｏｒａ

が、トマト生産に係る低コスト耐候性ハウス１

棟、３２.１アールを予定しております。 

 特定財源として、全額、県支出金を予定して

おります。 

 次に、経営体育成支援事業、地震災害関連と

して、６月２０日までの１次要望分と、今後の

要望見込み分を合わせて、補正額９億２２９５

万３０００円を計上しております。 
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 本事業は、被災農業者向け経営体育成支援事

業補助金を活用し、熊本地震による農業被害を

受けた農業者が、農業経営を維持していくため

に必要な農産物の生産・加工施設の再建・修繕

及び、農業用・加工用機械の取得・修繕並び

に、施設の撤去等の復旧に要する経費に対して

補助するものであります。 

 補助率は、再建・修繕につきましては、国・

県・市合わせて事業費の１０分の９以内、撤去

に関しましては、国・県・市合わせて１０分の

１０の定額補助となっております。 

 支援事業の内訳でございますが、事前に配付

しております、平成２８年度被災農業者向け経

営体育成支援事業総括表をごらんください。

（｢事前に配付してあった資料の中に１枚物

が」と呼ぶ者あり）１枚物の。ございますでし

ょうか。（｢クリップどめの資料の１枚目で

す」と呼ぶ者あり）それでは、御説明申し上げ

ます。 

 分類別に申し上げますと、農舎１０４件で補

助額４億９８４３万８０００円、畜舎２件で補

助額５７４万９０００円、園芸用ハウス４５件

で補助額２億４１７７万円、上記以外の生産施

設９件で補助額１０７３万２０００円、加工施

設８件で補助額３５１０万７０００円、農業用

機械１２件で補助額７９２万７０００円、そし

て施設の撤去が９４件で補助額１億２３２３万

円。合計しますと、２７４件で補助額は９億２

２９５万３０００円となっております。農家戸

数では１３２戸となっております。 

 今後の要望見込み積算に関しましては、相談

対応の内容によりまして、既に見積もりを提出

してあるものはその額で、未提出のものは、分

類ごとに第１次要望額の平均額を算出し、概算

額を積算しております。 

 特定財源として、県支出金７億１４１４万１

０００円を予定しております。 

 なお、地方負担額につきましては、再建・修

繕に係る部分の７０％、施設の撤去に係るもの

にあっては８０％が、特別交付税により措置さ

れることになっております。 

 次に、地域特産物支援事業として、補正額６

４万４０００円を計上しております。 

 本事業は、県の地域特産物産地づくり支援対

策事業補助金を活用し、お茶の品質向上を図る

ため、被覆資材の導入に対して、事業費の２分

の１以内を補助するものであります。 

 事業内容としましては、八代地域農業協同組

合茶業部会が、泉地区の生産者４戸、７１アー

ルの茶園に、新芽の生育中の茶株面に直接被覆

して光を遮る、ビニール製の資材の購入を予定

しております。 

 特定財源として、全額、県支出金を予定して

おります。 

 次に、農業生産総合対策事業、地震災害関連

として、補正額７４５万７０００円を計上して

おります。 

 本事業は、県の強い農業づくり交付金事業補

助金、平成２８年熊本地震被災施設整備等対策

を活用し、熊本地震により被害を受けた共同利

用施設や集出荷貯蔵施設などの復旧整備並びに

撤去に対して支援するものでございまして、国

が事業費の２分の１以内、県が事業費の１０分

の１以内を補助するものであります。 

 なお、後で御説明いたしますが、地方卸売市

場の復旧整備並びに撤去につきましては、国が

事業費の３分の１以内、県・市がそれぞれ事業

費の１２分の１以内を補助するものでありま

す。 

 事業の内容としましては、２つの事業を予定

しております。 

 １つ目は、八代地域農業協同組合が、東陽地

区のショウガ用集出荷貯蔵施設の一部破損によ

るパック詰め機械の再取得であります。 

 ２つ目は、八代青果食品株式会社が、八代地

方卸売市場の売り場施設、貯蔵・保管施設等の
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一部破損による施設の補修であります。 

 特定財源として、県支出金７１４万４０００

円を予定しております。 

 次に、被災住宅畳購入支援事業、地震災害関

連として、補正額４００万円を計上しておりま

す。 

 本事業は、熊本地震により被災された市民に

対し、八代産畳表を利用して住宅を再建する方

に、その費用の一部を補助するものでありま

す。 

 事業の内容としましては、今回の地震によ

り、居住されていた住宅に、全壊、大規模半

壊、半壊の被害を受けられた方が、本市内に住

宅を新築、改築、修繕を行う際に、八代産畳表

を使用した畳を新規に購入される際に、その費

用の２分の１、１畳当たり６０００円を上限と

して補助するものであります。 

 罹災証明の発行を受けていることなどを補助

要件とし、他市町村で被災された方であって

も、本市内に転居される場合は補助の対象とす

る予定であります。 

 住宅の再建には時間がかかることが想定され

ますので、本事業は、まず２カ年にわたっての

実施を想定しております。 

 続きまして、補正予算書の１７ページをごら

んください。 

 上段の、款５・農林水産業費、項１・農業

費、目４・園芸振興費で、補正額１８００万６

０００円を計上し、補正後の金額を２７５２万

８０００円とするものであります。 

 説明欄の事業ごとに御説明いたします。 

 まず、園芸・果樹振興対策事業、地震災害関

連として、補正額３００万円を計上しておりま

す。 

 本事業は、熊本地震により被害を受けた、氷

川町の吉野果実選果場の復旧整備に当たり、八

代地域の新たな特産物出荷体制の構築に向け

て、選果場の再編・統合を行い、選果機、光セ

ンサー等の機械導入、施設整備をすることによ

り、高品質果樹デコポンの出荷を可能にし、収

益力の強化、経営安定化を図るために要する経

費の一部を、選果場所在地の氷川町に負担する

ものであります。 

 事業の内容としましては、八代地域農業協同

組合が、農業生産総合対策事業、地震災害関連

を活用して、氷川町の吉野果樹選果場の復旧整

備に当たり、氷川町、八代市が上乗せ助成する

もので、補助対象事業費１億２０００万円の１

２.５％に当たる１５００万円を氷川町が補助

金として支出し、そのうち八代市が、本市生産

者の選果場での出荷量割合２０％相当分に当た

る３００万円を、氷川町に負担金として支払う

ものであります。 

 次に、攻めの園芸生産対策事業として、補正

額１５００万６０００円を計上しております。 

 本事業は、気象変動の激化やＴＰＰの大筋合

意による輸入農産物との競争など、厳しい状況

に対応し、攻めの園芸を展開するため、県の攻

めの園芸生産対策事業補助金を活用し、販売価

格・生産・出荷量の増大、生産経費の削減への

取り組みなどを進め、生産力の強化と、国内外

との競争に打ち勝ち、気象災害に負けない産地

づくりを推進するための、施設、機械、基盤整

備等の導入に対し、事業費の３分の１以内を補

助するものであります。 

 事業内容としましては、八代地域農業協同組

合などが６つの事業を予定しております。 

 まず、八代地域農業協同組合園芸部が、トマ

トハウスの谷自動換気施設整備と、炭酸ガス発

生装置の導入を予定しております。 

 次に、八代地域農業協同組合イチゴ部会が炭

酸ガス発生装置の導入、そして、八代地域農業

協同組合トマト選果場利用組合が高位環境制御

型養液土耕施設の導入を予定しております。 

 この高位環境制御型養液土耕栽培とは、外気

温度、ハウス内温度、湿度、日射、二酸化炭素
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等を測定し、それぞれ最適な状態にするため

に、暖房機や保温カーテン、換気や遮光を複合

的に自動制御し、養分と水を必要な量だけ、必

要な時間に与える栽培方法でございます。 

 次に、八代西部地区自走式散布機管理組合が

トマト生産における自走式散布機の導入、そし

て、株式会社Ｓｏｒａタマネギ部会がタマネギ

移植機、堀取機、畝立て整形機等の導入を予定

しております。 

 特定財源として、全額、県支出金を予定して

おります。 

 続きまして、１７ページの中段の、款５・農

林水産業費、項２・林業費、目２・林業振興費

で、補正額５６２万２０００円を計上し、補正

後の金額を１億７５１５万８０００円とするも

のであります。 

 説明欄の、森林災害復旧事業、豪雨災害関連

として、補正額５６２万２０００円を計上して

おります。 

 本事業は、６月１９日から７月１３日にかけ

ての豪雨により、森林作業道において崩土、落

石等が発生し、通行に支障を来したため、早急

に機能回復を図る必要があることから、補正を

お願いするものであります。 

 森林作業道は、間伐を初めとする森林整備、

木材の集材・搬出のため継続的に用いられる道

で、八代産材の安定的な供給体制を構築し、持

続的な林業を確立していく上でも重要な作業道

であります。 

 被災箇所としましては、坂本支所管内で板持

線など１３路線、泉支所管内で栗木井出線の計

１４路線となっております。 

 事業内容としましては、八代市林業関係事業

補助金等交付要領に基づき、作業道の倒木撤

去、路面整地及び敷き砂利補充などに係る経費

の１０分の７以内を補助するものであります。 

 なお、補助対象事業者として八代森林組合を

予定しております。 

 続きまして、１７ページ下段の、款５・農林

水産業費、項３・水産業費、目２・水産業振興

費で、補正額３０００万円を計上し、補正後の

金額を９６３４万３０００円とするものであり

ます。 

 説明欄の球磨川あゆ再生事業として、補正額

３０００万円を計上しております。 

 本事業は、最近、球磨川の稚アユの遡上量が

激減しておりますことから、球磨川の水産資源

保護の一環として、稚アユを安定的に放流し、

アユの増産に寄与するため、内水面漁業関係者

で立ち上げた球磨川鮎生産協議会に対し、中間

育成施設として、水槽を整備するために要する

経費の２分の１以内、上限３０００万円を補助

するものであります。 

 事業の内容としましては、球磨川鮎生産協議

会が１５メートル四方の水槽２基の建設に係る

設計委託料、建築・設備工事及び備品購入等を

予定しております。 

 続きまして、補正予算書の２０ページをお開

きください。 

 下段の、款１０・災害復旧費、項１・農林水

産業施設災害復旧費、目２・林道施設災害復旧

費で、補正額２億１０６２万円を計上し、補正

後の金額を３億２０８８万円とするものであり

ます。 

 説明欄の梅雨前線豪雨災害復旧事業として、

補正額２億１０６２万円を計上しております。 

 本事業は、６月１９日から７月１３日にかけ

ての豪雨により、林道においてのり面崩壊等が

発生し、通行に支障を来したため、早急に機能

回復を図る必要があることから、補正をお願い

するものであります。 

 被災箇所としましては、坂本支所管内で林道

深水走水線など８路線１２カ所、泉支所管内で

林道菊池人吉線など８路線９カ所、合計１６路

線２１カ所となっております。 

 経費の内訳としましては、のり面や路側の復
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旧工事として、工事請負費２億１０００万円、

工事に伴う立木補償２１カ所の補償金６２万円

を予定しております。 

 特定財源としまして、県支出金１億１１００

万円、市債８８２０万円を予定しております。 

 以上で補正予算に係る説明は終わりますが、

６月１９日から７月１３日にかけての梅雨前線

豪雨関連では、これまで御説明した以外にも、

農業や林業関係に被害が発生しておりますの

で、お許しをいただければ、引き続き被害状況

を別添資料により御報告させていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

○委員長（大倉裕一君） どうぞ。 

○農林水産部次長（枩島道則君） ありがとう

ございます。 

 それでは、別添の経済企業委員会資料、梅雨

前線豪雨に係る農林水産部関係の被害状況につ

いてをごらんください。ございますでしょう

か。 

 それでは、まず農業関係被害についてであり

ますが、農作物被害では、東陽地区のショウガ

１.２ヘクタールで、土砂流入による茎葉埋没

や、土壌病害による収量減の被害があっており

ます。 

 また、千丁・鏡地区の葉たばこにおいて、冠

水による葉枯れの被害が発生しております。 

 次に農地被害では、宮地地区での石積み崩壊

の被害があり、農道、排水路の農業用施設につ

きましては、坂本、東陽、二見、龍峯及び宮地

地区等におきまして、路肩の崩壊、土砂の流

入、そしてコンクリート矢板の崩壊など、４４

カ所に被害があっております。 

 続きまして、林業関係についてであります

が、林道被害として、坂本、泉地区において、

崩土、落石及びのり面崩壊など、３２５カ所に

被害があっております。 

 次に山地崩壊が、坂本、泉、二見地区におい

て１７カ所発生しておりますが、復旧に関しま

しては県が行う予定となっております。 

 次に作業道施設については、坂本、泉地区に

おいて、崩土、落石等、１４路線に被害があっ

ております。 

 以上、簡単ではございますが、農林水産部関

係の被害状況の報告とさせていただきました。 

 これをもちまして、一般会計補正予算・第５

号中、農林水産部関係の説明を終わります。御

審議のほど、どうかよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（矢本善彦君） 被災農業者向け経営体

育成支援事業総括表をいただきましてありがと

うございました。まあ、よければ少し具体的

に、担当課でお願いしたいと思います。機械の

どんな種類か。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 農林水産

政策課の小堀でございます。 

 ただいまの御質問は、被災農業者向け経営体

育成支援事業の記載内容というようなことでよ

ろしいでしょうか。（委員矢本善彦君｢はい」

と呼ぶ）概要につきましては、先ほど次長が一

覧表で説明したとおり、一番農舎が多いわけで

ございますが、今御質問の機械関係につきまし

てはですね、トラクターのロータリー関係です

ね、そういった農舎の中に格納してあったロー

タリー関係、それからイグサの移植機とか、あ

とは管理機、それから田植え機、こういった機

械が今回の被災で申請が上がっております。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） 私たちも経済企業で視

察に行ったときに、昭和、郡築だったかな、昭

和だったかね、山田さん宅に行ったんですけれ

ども、あの当時、被害を見たときに、ちょうど

地震で割れて、ダンプで１７台ばかり泥を入れ

るけどもという話で、そんなのも被害対象にな
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ったのかなって私たちは思っているんですけ

ど、いかがだったんですかね。これは農地整備

課かな。来とらんと。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 今回の震

災では、海岸部、沿岸部におきまして液状化の

被害が見られたところでございます。で、この

経営体育成支援事業につきましては、その上物

といいますか、ハウスの部分につきましては対

象となりますが、圃場ですね、田んぼの液状化

部分についての対策といいますか、支援という

のは対象になっていないところでございます。

（委員矢本善彦君｢はい、わかりました」と呼

ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか、は

い。ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 今、小堀課長から説明

があったので、対象になっていないという中

で、何かの要望はされたですか、県なり。八代

市としての自己判断をして、その対象以外だっ

たからということで、もうそれで処理をしたと

いうことなんですか。ちょっと聞かせてくださ

い。 

○農地整備課長（沖田良三君） おはようござ

います。農地整備課の沖田でございます。 

 農地関係の災害復旧事業に関連してお答えを

いたしますが、農地の災害復旧の要件としまし

ては、地割れその他陥没等が発生している場

合、これは国の採択要件でございますが、あく

までも整地工のみが補助の対象となっていると

いうことで、まあ、１７台から２０台ぐらい土

砂を入れられたということですが、国の補助の

採択には乗らなかったということでございま

す。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） まあ、そこで、我々経

済企業も、先ほど来、矢本委員が言われたよう

に、担当部の部長もおったんかな、課長あたり

と担当職員と一緒になって、先ほど上村委員か

らも、事前にこの会議の前に話があったんです

けど、あの現場を見たときに、じゃあ、我々経

済企業委員会として、行政、執行部に対して、

その地権者の方々の意向というのをどう反映し

たらいいのかというのは、このきょうの場所し

かないんですよね。 

 今、矢本委員からも、そういう一つの現状を

踏まえた中での質問だと思うんですが、その

後、担当職員はいろいろと県内でその対象にな

らない、要件を満たさないところの対応という

のは、どこの箇所、どこの自治体なら八代市は

どうするのかということを、私は検討している

んだろうかなということも含めての質問なんで

すけども、まあ、そこらあたりについては個人

的に言うんじゃなくてから、整地をされる中

で、何カ所の方々からも聞いた中で、何人かの

職員がその現場に行って、この箇所がこういう

段差がありまして、液状化がありましてってい

う説明があったんですね。職員が、担当職員が

説明をしたんですよ、その場で。 

 じゃあ、それをどうするかという。要件を満

たしたからはっきり言って、今の農業者の農業

再建というのに向けてですね、市としてどう単

独としてどう取り扱いするかというのは検討さ

れた中での今の回答だったらですね、じゃあ、

どういうことにしたらいいのかということを、

私たちも提言を、意見を述べなきゃいけないん

ですけれども、まあ、そこらあたりについては

説明の、検討をされたと、そういうふうに理解

をしてよろしいですか。 

○農地整備課長（沖田良三君） 一応、被害の

状況を受けまして、現地のほうも確認をさせて

いただいております。実際のところ、圃場災害

の補助事業にかけるタイミングといいますか、

スケジュールもありまして、通常、災害にかけ

た場合には、災害の査定等期間を要するという

こともございまして、一作あけにゃならんとい

うような事情もあって、自力で復旧をされた方
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も多数いらっしゃいます。 

 その中で行政としてどういう支援ができるの

かということでございますが、今、数名の方に

御紹介をしておりますのは、他の補助事業、土

地改良区が主体となって進めております客土事

業等、そちらのほうへのお申し込み等も今お勧

めをしているところでございます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 沖田課長、ありがとう

ございます。 

 そこで被災をされたという被災者向けという

ことでありますので、やっぱり、一部損壊、一

部半壊等とですね、一部損壊という一つの言葉

が今物すごく出て、その解決策というのが見出

せていないというのが、物すごい市民の方々か

ら不平不満というのが出ているのが現実なんで

すね。 

 で、今回については被災者の農業者向けとい

うことでありますので、よろしければ、今、沖

田課長が言われましたように、やはりその被災

を受けた農業者の方々、特に昭和地区なり郡築

地区の方々に対してはですね、徹底した、いろ

んな事業を含んだ中で、今、沖田課長は、土地

改良事業の中でということで、私は物すごくい

い取り組みだったと評価はしたいと思います。 

 そういう中で、やはり土地改良は土地改良と

して、市債の中でですね、市の対応というよう

な、やはりその市単独という、補助もする気構

えでですね、今回の被災者に対してはしっかり

した、自治体の中で、担当部の中で提案を執行

部にもしてください。 

 総務関係、財政も総務も一緒なんですけど

も、これから一つは、今は補正でありますけど

も、当初予算に向かっていく中でもですね、こ

の被災者向けというのはしっかりして皆さん方

が捉えて、そして当初に、この被災者のいろん

な意見を集約しながら、それは商工も農業も土

木も一緒なんですけど、市民の方々の、今回の

被災された方々の気持ちをしっかり行政が受け

とめて、そしてまた当初に反映していくという

ことをですね、強く要望して終わりたいと思い

ます。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） これは質問じゃなかで

すが、攻めの園芸生産対策事業で、炭酸ガスの

発生装置の導入が上がっとっとですが、何か生

産者あたりと話してまして、炭酸ガスを入れた

けれどもあんまり効果が見えないというような

話もございます。短絡的に収入がふえたとか、

生産量がふえたとか、そういうことじゃないと

いうような話もございます。もちろん、こうい

う新しい技術というのはどんどん取り入れてほ

しいですし、補助も欲しいんですけれども、技

術面といいますかね、県あたりとちょっと提携

して、もうちょっと技術面を何か高めてもらえ

ればなというような思いがございます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） 今のは要望でよろし

いですか。（委員村川清則君｢はい」と呼ぶ）

じゃあ、執行部のほうはよろしくお願いしてお

きます。 

 ほかにありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 今の村川委員が言われ

た攻めの農業も、これも一緒なんですけれど

も、やはり施設と機械と基盤整備をするため

に、経費の一部を補正するということなんです

けども、あえて、今回の補正ですので予算は認

めたいと思います。ただ、今後のことをです

ね、しっかりその現場を捉えて、ＪＡ組織団体

だけじゃなくして、やはり出荷団体、たくさん

の出荷団体があるわけですね。八代一円とした

農業者に対して、そしてまたいろんな、今、法

人化をどんどんしております。その法人化に対

してもですね、徹底した、この補正に組んだ攻

めの農業というのをですね、その要旨というの
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をですね、末端浸透していただきたい。これが

ですね、行政の役割なんです。 

 ほとんど見ても、やはり八代市農業協同組合

ですね。ですから、そこらあたりについても、

やはりいろんなところの一部出荷団体なり、そ

してまた法人化なされた方々にも、今回のこの

事業についてはですね、対応されたと私は理解

をしたいと。けれども、それ以上に末端の浸透

説明等をですね、どういう一つの手法でしてい

くかということをですね、私からも要望してお

きますから、もう説明は要りません。まあ、説

明できれば説明してください。お考えでも結構

です。 

○農林水産部次長（枩島道則君） 先ほどの液

状化のお話もございますし、今回のそういった

部分につきまして、確かにいろんな液状化につ

きましても、いろんな他の手法をすればいいよ

と、できます、可能性がありますよという方に

つきましては、やはり今後積極的な周知をして

まいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。 

○委員（山本幸廣君） 森林の災害の対策の件

もありますが、先ほど来、次長のほうから説明

がありましたですね、箇所的にも、坂本から泉

からありましたけども、まあ災害復旧でありま

すので、常日ごろから言われている、林道であ

ろうが市道であろうが、坂本なり泉なり東陽な

り、その山間部についてのですね、不便さとい

いますか、何かあったら雨が降ったら必ず落石

があっとるという状況は常に聞くわけですね。 

 今回はたまたまこういう一つの自然の災害の

中で、そういう箇所が崩落をしたり、のり面が

崩落をしたりしておりますので、よろしかれば

積算とかそういう中でですね、やはり、それに

該当するような、はっきり言って見積もりとい

うか、そういうのをですね、まあ私があえて言

えば、回り道じゃありませんけど、車を利用し

ないところはたくさんあります。そのときに、

やはり崩落をするときには、離合する場所とか

ですね、そういうのを事前に、やっぱり担当技

術者が考えた中で、この災害に結びついていく

と、災害の補助に結びつけていくという、そう

いうことも考えていかなければ、ただ、そのの

り面ばしたけんでからそれで終わりということ

じゃなくてから、それに対して離合場所なり、

そしてまた安全性等々もですね、今回の災害の

中でですね、私は検討してほしいと、そのよう

に思います。それについて黒木部長、地元でも

ありますから。 

○農林水産部長（黒木信夫君） ただいま山本

委員のほうからのお話ですが、前回、一般質問

の中でもお答えしておりますが、山間部におけ

る林道というのは、今、委員からもお話があり

ましたように、生活道路として迂回路になった

り、時と場合によってですね、そういう側面が

ありますので、まとめの中でも言いましたよう

に、今の意見を踏まえて、私たち、言葉では災

害に強いという言葉を使ったんですが、そうい

うのも含めて、今後やっていきたいと思ってお

ります。 

○委員（山本幸廣君） まあ、ぜひともそうい

うことに取り組んでいただきたいと思います。

特に個人的な問題もたくさん出てきていると思

うんですけども、それについてもですね、ただ

道路だけじゃなくして全般に、水が出ないとこ

ろもあるし、そしてまた家が少し崩落している

ところでも対象になっていないというところに

ついてもですね、やはり気配りをしながら調査

をしてください。よろしくお願いします。 

 それと、先ほど来の２８年度の熊本地震の被

災農業者向けの経営体の育成、先ほど説明があ

りましたが、次長が説明した中で１つ気がかり

なのは、一番下段の米印のところなんです、私

が心配するのはですね。米印のところで、最終

的に１次要望と、それから未提出のものの分類
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ごとに第１次要望額の平均額を概算額と積算し

たということでありますですね。これについて

は米印でしっかりうたってありますので、私も

その数字についてはですね、しっかり受けとめ

たいと思いますけれども、この数字以外にです

ね、出てくるという可能性は十分あると思うん

ですけど、そこから説明してください、今の現

状の中で。 

 まあ、あえて、いいですか、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） １３２戸という説明が

あってですね、それ以上に出てくる可能性があ

るかないかということをちょっとお伺い。それ

だけのことですから、あとは聞きません。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 山本委員

さん御指摘のように、真ん中のブロックです

ね、ここは見込み額ということで、１次要望分

と合わせて９億という数字になっております。

今、この２次要望分以降の分を取りまとめてお

る段階でございますが、新たに相談件数で、こ

のペーパーをまとめました後、新たに相談とい

いますか、申請に来られた方々もいらっしゃい

ますもんですから、またこれよりほかにふえて

くる可能性は十分にあるというふうに考えてお

ります。 

○委員（山本幸廣君） まとめられたのは、小

堀課長のところでまとめられたものですけれど

も、やはりまとめる中とまとめる時期等々につ

いては、スピーディーな対応というのが一番大

事だと思います。そこはやっぱり強く要望して

おきます。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） 球磨川あゆ再生事業に

ついてお尋ねいたします。これは清掃センター

の９項目の一環だろうと私は推測しているんで

すけれども、この中間育成施設整備、ちょっと

詳しく説明をお願いします。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 環境

センター建設課、山口でございます。 

 水槽の規模といたしましては、先ほど次長の

ほうから説明がありましたように、１５メート

ル四方の水槽２槽で、約６０万匹の稚アユを育

成できる規模というところで整備をされるとい

うところでございます。事業費といたしまして

は、整備としては６０００万かかるというとこ

ろで伺っております。 

 以上でございます。 

○委員（矢本善彦君） これまで４６万９００

０匹とか放流されておりますけれども、そうい

う経済効果なんかはどのようなあれでしておら

れるのか、教えてください。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 経済

効果という前に、現在、アユの遡上量というの

が３年連続で激減していると。で、球磨川漁協

さんとしては３００万匹を大体、年間放流を予

定されているところが、今は１５０万匹程度の

放流量しかないと。八代でのすくい上げ量が、

平成２６年３７万、２７年４７万、２８年３５

万と、２８年が一番最低だったというところ

で、これ以上遡上が少ないと、球磨川での資源

確保、それから漁業関係、そういったものに全

部影響してくるというところで、それを回復さ

せるためにというところで、今回事業を立ち上

げられるということでございます。 

 経済効果については試算をしておりませんの

で、ちょっと把握していないところでございま

すけれども、今後の八代市のアユというのが、

球磨川アユというのが全国的に有名でございま

すので、そこの資源確保に重要であるというと

ころでございます。 

○委員（矢本善彦君） これは荒瀬ダムの撤去

のやっぱり影響があるんですかね。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 荒瀬

ダムの撤去の影響というふうにはお伺いしてお
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りません。いろんな要因があるというところで

お話を聞いているところで、荒瀬ダムの影響だ

というふうにはお伺いしておりません。（委員

矢本善彦君｢はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） 関連で質問は。 

○委員（上村哲三君） １つ尋ねたいけど、八

代市の場合は３０００万補助という対応だけ

ど、流域のほかの自治体でも同じような補助を

しているんですか、漁協に対しては。というの

はね、八代で放流したからといってね、八代で

とれていないよね。アユというのは遡上するも

んだから。 

 だから、どっちかというと、本当に大きいア

ユというのは川辺から、人吉から上流のほうで

とれているというようなことを、解禁当初から

ですね、大体この下流域のアユよりもね、１.

５倍ぐらい大きいですよね。そして量的にも安

定していますよね。だから、よく地元漁協の人

たちから言われるのはね、放流するといって

も、全然地場には放流しないで、上にばっかり

持っていくからね、地元では解禁当初とれない

んですよと。 

 まあ、入れ方というのは漁協さんが考えてや

るんだろうけどね、こんだけ補助を出すならた

い、そういうのをやっぱり確認してからね、そ

の放流事業に対してはね、少し出すときのね、

やはり考えを、少し漁協に伝えるべきじゃない

かなというふうに思いますね。 

 で、現実的には、だから大きく貢献されてい

るのは、逆に利益が上がっているちゅうか、そ

の利便が一番上がっているのはね、球磨村から

上流のほうだというふうに思いますね。八代の

ほうが例年取れ高が少なくなっている、取れ高

が少なくなっているというような話ばかり聞き

ますんで、だったら八代市ばかりがこういうの

を補助していいもんか。よそにも流域にもね、

これはまあ、球磨川漁協さんに求めるべき話な

んだけど、そういうやっぱり指導もね、市とし

てはしていくべきじゃなかろうかというふうな

ことを思うんですが、いかがですか、そういう

ところ。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） この

お話を伺っていく中で、まず６０万匹のその数

字の根拠というのが、ある程度の上流というこ

とで葉木地区から下のほうに３００万匹遡上し

たときには６０万匹放流していたと。その部分

で、葉木、それから坂本、八代、遥拝堰の下

流、その域に６０万匹を放流する計画で進める

というところでお話を受けておりますので、大

体、八代市域内の球磨川流域に放流する専用の

水槽であるということでお伺いしております。 

○委員（上村哲三君） はい、わかりました。

そういうことならね、少し理解がでくっとだけ

ど、実際、アユはどんどん遡上していく。瀬戸

石ダムもね、魚道があるから上がりますよ。

で、落ちアユの時期にね、おりてくるというの

は、今度は逆におりてくるのは、あそこはやっ

ぱり少ないって聞いているから、そういう面か

ら言うたら、やっぱり本当にこの八代市域内に

とどまるのかと。そこで漁獲高、今から抱卵時

期に入ってきてね、落ちアユのシーズンに入っ

てきて、本当にそれだけとれるのか、やはりこ

の検証もしっかり市のほうでも把握をしていた

だいて、まあ次年度からも続くでしょうから、

６０万じゃ済まんだろうからね、やっぱり年の

採捕量からしたら。だから、そういうところを

しっかり確認をしていただきたいというふうに

お願いしたいと思います。 

 それからね、荒瀬ダムの撤去がもうほとんど

９割方進んで、来年度いっぱいで終わるんだけ

ど、その中でね、やはり川が全然変わってきま

した。というのは、今まで淵が多かったのが、

今度は瀬ばかりになってしまった。だから大量

に、大量にというか、釣りよりも刺し網のほう

が多かったんだけど、刺し網が入れない状態が

たくさん出てきているという現状をね、これも
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確認しておいてください。 

 というのはね、川の流れが常に流れてね、速

くなってから網が流れるから、刺し網ができな

いという声をいっぱい聞きます。特に一番北の

ほうですね、八代市域の北のほうの球磨川では

そういうふうに聞いていますのでですね、そう

いうこともやっぱり聞いて、いわゆる県のほう

が、企業局のほうが、砂利は自然落下させます

ということでやっているけどですね、その中

で、砂利がいっぱいたまって、瀬ができ過ぎ

て、逆に漁獲に影響が出ているというのは聞き

ますよね。 

 これはもう荒瀬ダム対策協でも出てくるんだ

けど、環境関係で、そのときにも話をしたいと

思いますが、やっぱりそういうところもずっ

と、ダムがなくなってもね、見ていかなきゃい

けないところかなというふうに思っていますの

で、どうぞ、そのあたりの検証をしっかり、や

はりこれだけの金額を出していく担当課はしっ

かり把握をしてから、次年度にも臨んでいって

いただきたい。今回は補正ですからいいですけ

ど、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（大倉裕一君） いいですか、要望

で。（委員上村哲三君｢はい、要望でいいで

す」と呼ぶ）質問をしたいと思いますので、副

委員長と暫時委員長を交代します。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委員

長。委員か。 

○委員（大倉裕一君） 今の球磨川あゆ再生事

業関係でお尋ねをいたしますけれども、球磨川

鮎生産協議会というのは、どこの団体、個人が

加盟をされているんでしょうか。その目的は何

なんでしょうか。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 構成

メンバーにつきましては、球磨川漁協さん、そ

れから郡築内水面漁協さん、それから北村養鯉

場、この３者で構成をされております。 

 それから目的は、やはり球磨川のアユの資源

保護、それから再生、そういったものを目指す

というところで、中間育成をして放流するとい

うことを事業の柱とされているというところで

ございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） ２団体に１企業という

ような協議会というようなところで理解をした

いと思いますが、この稚魚の養殖というのは、

ホームページあたりを見てみますと、球磨川漁

協で実際もうされている取り組みなんですよ

ね。で、それに合わせてまた同じようなますを

つくって取り組みをするということに、市のほ

うが認可を出されたというか、そういう取り組

みをしようというような考えになられたという

ことですけれども、どういった考えでこれに対

して、この事業に対して市の税金を使おうとい

うふうな判断に至ったのかということを教えて

ください。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） ま

ず、球磨川漁協さん独自の水槽をお持ちですけ

れども、これは上流域、先ほど上村委員さんか

らの御質問に、この水槽は八代地域の専用です

よということでお話ししましたけれども、球磨

川漁協さんがお持ちの水槽は、上流域での放流

用の水槽であるということでなっているという

ところですので、そちらの球磨川漁協さんが独

自にされている分については、八代の坂本から

下の下流域には放流されないというふうにお伺

いしております。そういう関係で八代地域のほ

うに必要な水槽であるというふうにお伺いして

いるところでございます。 

○委員（大倉裕一君） 今のその上流域とか下

流域とかっていうのは、変更が可能なのかなと

いうふうに思うんですけど、誰がそういうふう

に上流域って決められたんですか。先ほど、下

流域でも放流をしてほしいというような要望が

委員さんから上がっておりましたけど、そうい

うふうな取り組みはできないんですか。 
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○環境センター建設課長（山口敏朗君） 申し

わけございません。そのあたりにつきまして

は、ちょっとこちらのほうでは把握をしていな

いところでございます。申しわけございませ

ん。 

○委員（大倉裕一君） 先ほど、数を多くすれ

ば、下にですね、下にというか、球磨川流域で

とれるアユがふえるんじゃないかというような

話、方針的なところもあったようなんですが、

答えをされるのが環境センターなんですよね。

環境センターの建設課なんですよ。担当課は水

産林務じゃないのかなというふうに思うんです

けど、なぜ環境センター建設の山口課長がお答

えになって、水産林務課長は手を挙げられない

んですか。範疇は水産林務じゃないんですか。 

○市民環境部次長（國岡雄幸君） おはようご

ざいます。市民環境部の國岡でございます。 

 今、委員さんお尋ねの、今度のですね、事業

についての答え方がですね、なぜ農林水産部じ

ゃなくて市民環境部なのかというお尋ねかと思

いますけれども、先ほどちょっと話がありまし

たように、私たちにつきましては環境センター

建設を担当しております。その建設を進めるに

当たってですね、関係する漁協関係の皆さんと

以前から協議をいたしまして、外水面の関係に

つきましては、前より水産の振興ということ

で、荷さばき施設の整備とか行ってまいりまし

た。 

 そのほかにですね、内水面の関係で、球磨川

の南側のほうからですね、遡上するアユがいる

関係で、内水面のほうも絡んでくるということ

で、現在この環境センターの建設を進めるに当

たっての水産振興の関係で、協議会というのが

立ち上がってございます。その中でですね、球

磨川漁協さんも入れてくれという要望が、たし

か以前ありましたけれども、その協議会の中に

入っていないということで、別途ですね、いわ

ゆる内水面の漁協に対しても、水産振興のほう

のかかわりをお願いしたいという要望等が上が

ってまいりました。それをですね、２４年度か

ら協議を行ってきた経緯がございます。 

 それを受けまして、じゃあ、どういう水産振

興のかかわり方があるのかと。当然、水産振興

でございますので、農林水産部が所管でござい

ますけれども、まずは環境センターの絡みで、

うちが窓口となったかかわりでございましたも

んですから、うちのほうで関係の業者さんとい

いますか、漁業関係者とですね、協議を行っ

て、今日に至って、この事業の御提案をしたと

いう経緯でございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 環境センターを建設す

る経緯の中で、経過の中で、このような事業が

出てきたということは理解をしたいと思いま

す。その中で、理解する中で、じゃあ、これは

どこに設置をされるんですか。１５メーターの

四方の２基。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） 水槽

の設置場所につきましては、郡築のほうに北村

養鯉場がございますけども、管理の関係上、そ

ちらの敷地を借りて設置をするというふうにお

伺いしております。 

○委員（大倉裕一君） 北村さんの用地という

ことで理解をしたいと思いますが、これは北村

さんの資産になっていくんですか。それとも、

その協議会が資産分与してという形になるんで

すか。そのあたりはどのような取り組みになっ

ていますか。 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） それ

につきましては、それぞれの事業が独立してい

るというところで、独立するということになっ

ております。そういった全ての収支の会計、そ

ういったものも全然別物だということで扱って

いくというところでなっているところでござい

ます。 

○委員（大倉裕一君） 協議会がですね、どれ
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ぐらい存続していくのかというところもちょっ

と気になるんですけど、補助をして解散ってい

うことでいくと、その用地にですね、あるとこ

ろが管理といいますか、その資産を譲渡される

ような形にもなりかねぬとかなというような感

じにもとれるわけですけれども、その点はどの

ような管理を行政としてはかかわっていこうと

思っていらっしゃるのか。たびたび出てきてで

すので大変ですので。 

 あと、今後の補助について、今回限りという

ことで考えていらっしゃるのか、いやいや、ま

だ、この環境センター建設をするに当たって補

助はまだ出す部分があるかもしれないというよ

うな考えでおられるのか、そのあたりをお聞か

せいただきたいと思います。 

○市民環境部次長（國岡雄幸君） 補助を今後

何らかの形で市は出すのか、支援していくのか

というお尋ねにつきましてはですね、今回ので

すね、水産振興の一環ということで、この協議

会が立ち上がって、それが水槽整備で２基つく

られますので、まずは環境センターを所管する

市民環境部としてはですね、今回の補助でまず

は一件落着というふうに考えております。 

 それと、協議会が立ち上がってですね、今年

度は一応、水槽の整備をすると。資本投資をし

て整備をするというのが２８年の事業でござい

まして、２９年からですね、実質的な中間育成

施設での事業が展開してまいります。それをで

すね、着目しながら、その協議会のほうからで

すね、毎年収支報告書とかを挙げていただい

て、そこについて目を通して、適正な指導を行

っていくという役割を担っていくというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） あと済みません、最後

にしますけれども、補助の出し方として、今回

も市の一般財源からの補助になっていますけ

ど、国の補助とかそういったものに乗っかるこ

とができなかったのか、活用することができな

かったのか。あと、水産林務のほうから答弁が

全くありませんけれども、水産林務と調整がど

の程度されているのかというところだけお聞か

せください。 

○市民環境部次長（國岡雄幸君） なぜ単独事

業となったのかというお尋ねでございますが、

私たちのほうもですね、有利な補助メニューが

あるかどうかというのを大分模索しました。た

だ、現状の補助メニューにですね、つきまして

は、単純にいわゆる水槽整備だけに限っての補

助メニューはあり得ないということで、複数の

ですね、事業メニューが重なって、例えば雇用

が生まれるとかいうふうな、いろいろな面での

ですね、プラスアルファがなければですね、国

庫補助がないということをですね、随分探しま

したけれども、なかなか難しいという判断で、

今度、市単独補助ということでお願いをしてご

ざいます。 

 現状を踏まえると、今申しましたように、国

・県の補助事業を活用することは今のところな

かなか難しいということでございますけれど

も、協議会でですね、水槽を整備し、放流事業

を行うということにつきましては、球磨川ので

すね、水産資源の保護と、内水面漁業の振興策

につながるということと、球磨川のアユ、尺ア

ユですね、を全面的にですね、全国にＰＲしな

がら、観光面の充実に努めていきたいというふ

うで、いろんな検討を加えた結果、今回の提案

となったところでございます。よろしくお願い

いたします。 

○委員（大倉裕一君） 最後に、もう意見とい

うような形にしますけれども、先ほど上村委員

のほうからもあっておりましたけれども、今か

ら落ちアユで卵を産みつけてあれするわけです

けど、川の環境というのはですね、やっぱりア

ユの、魚ですけど、やっぱり生態系のあれがあ

るわけで、水温が非常に影響すると。卵を産み
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つけてから３日ですかね、以内ぐらいで孵化し

なければ、その卵が死んでしまうとかっていう

水温があると私は聞いております。 

 そういった、やはり水環境の部分も改善をし

ていただきたいというふうな思いもあります

し、熊本県下のですね、白川とか緑川とか球磨

川とかを比較してみると、球磨川がかなりやっ

ぱり優秀なんですよね。全体的に落ちているけ

れども、八代にある球磨川はまだアユが残って

いるというような状況もあるみたいですので、

この取り組みが、ただ税金を使っただけという

ふうにならずですね、その成果として、やはり

川のほうでアユがきちんととれるようにといい

ますか、泳いでいる姿が見られて、漁獲とか私

たちの生活のほうにも非常によい方向にです

ね、動くようになることを期待をしておきたい

というふうに思います。 

 それから、委員長。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、大倉委

員。 

○委員（大倉裕一君） 質問を、済みません、

変えます。被災住宅畳購入支援事業についてお

尋ねをしたいんですけども、半壊以上の判定を

受けた方に支援を限られた、その背景をお聞か

せいただけますか。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 農業振興課、豊田です。 

 今回ですね、被災を受けられた方々の被災内

容を検討しまして、半壊の方々はやはり、壁に

ひび、外壁とかそういった基礎にひびが入った

方々が多うございました。それ以下の方々、一

部半壊という方々はですね、まあ、そんなに畳

にまで被害が及ぶというようなものがないよう

に思われましたので、ですから半壊以上という

ことで全壊まで。 

 私どもの対象の戸数としましては、当時、こ

れは７月１１日現在の数字をもって計算をした

ところでございますが、全壊が１４棟、それと

大規模半壊が３３棟で、半壊が２０３棟という

ことで、その方々がまず畳に影響するような被

災があったかもしれないというところで想定い

たしました。そして、やはり全壊の方、大規模

半壊の方々をまずは新築なり建てかえ、改修が

急がれるんじゃないだろうかというところで検

討して、こちらの方々を優先して事業を構築し

たところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 一般質問の中でも市長

から答弁いただいて、原資が、財源が公費とい

う以上は、決まりをきちんとつくらなければな

らないというふうなお答えをですね、いただい

ておりますが、先ほど山本委員のほうからもあ

りました、一部損壊について何も支援のなかと

いう、やはり被災をされた方々の声が、やっぱ

り届いています。 

 こうやって八代市のですね、オリジナルの事

業をされるというのは、私は非常にいいことだ

と思うんですよ。そこに、やはり不満の部分を

解消するというのが、やはり負の部分をです

ね、解消していくというのが、やはり行政の役

割ではないのかなというふうな部分もあります

し、市長が現状としてはという言葉で含みを持

たせていただいたというふうに思っています。

現状ではということですので、今後検討をする

余地があるというふうな認識で私は捉えさせて

いただいております。 

 お隣の宇城市でも、１０月３日からでした

か、修繕の補助費、修繕をした金額の３０万、

５０万という中での１割補助ですかね、そうい

った補助が創設されておりますので、ぜひこの

あたりも八代市として独自の事業がさらにオリ

ジナル性を増すようにですね、取り組みを期待

したいと思います。そこは要望で終わりたいと

思いますので、よろしくお願いしておきます。 

○副委員長（笹本サエ子君） 交代します。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、委員長を
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交代いたします。 

○委員（山本幸廣君） 先ほどの球磨川のアユ

の問題で、関連でですね、私のほうからです

ね、質問させてください。 

 今の大倉委員、まあ今は委員長ですけども、

委員の発言の中で、環境部の山口、國岡君が説

明をしたんですが、それについては私も理解を

します。というのは、北村さんの方とも私もお

会いしたことがあるんですけれども、やっぱり

大変苦労なされておられたというのは、その現

状を知っておりますし、同時に球磨川漁協さん

が一緒になってから協議会を立ち上げるとい

う、私はこの手法というのは一番妥当だったか

なと思います。妥当だったというか、まあ、そ

ういうふうにしていただきたかったということ

なんですね。 

 それで問題は、水産部がこれにしっかりした

裏づけをしておかなければいけないんですよ。

ですね、水産部が。大倉、――今は委員長です

けど委員長が発言なされた中で、そこに、なぜ

市民環境部だけなのかと。國岡次長は大変説明

をされたですけども、それはインパクトがない

よな、はっきり言ってから。じゃあ、環境部だ

けの物語で今回予算づけをしたのかというふう

になるわけですから、やはり農林水産部が、こ

のアユの中間育成というのをどう位置づけてい

くかということをですね、行政として、そして

球磨川漁協に対して、これだけの、今回は協議

会ですけど、球磨川漁協イコール協議会という

ことを考えてください。 

 先ほど来、上村委員が言われたように、私も

家内の実家が鮎帰ですから、このアユのところ

を何か帰るか何かわかりませんけれども、ま

あ、そういうところで、常にアユをもらったり

して、また現場に行ったりするわけであります

が、ほとんどですね、中間育成だからいいんで

すけども、これが完全養殖だったらですね、ア

ユはそこに育たないそうであります。ですか

ら、そこにやっぱり習性があるそうですね、ア

ユというのは。 

 ですから、坂本で、地域で、その地で一回か

えって、卵にかえって、そしてからまた上がっ

てくるわけですけれども、そういう中ですれ

ば、今の下流部に対する放流というのも、上村

委員が言われたように、これはぜひともです

ね、考えてほしいと、私もお願いです。その地

域の方々からもたくさんいただいております。

ですけれども、それがなかなか難しいと。 

 前回、沖田課長が水産部におったときにお願

いしたときに、そのときは大変、４７万か、放

流されたということですけれども、やっぱり地

元でとれたのを地元の、坂本の周辺というので

放流していただければですね、物すごいそうで

す。これは育成が、我が家の家庭の中で生まれ

て、父親から育てていただいたという状況の、

それは環境ですよね。そういうことがあります

ので、私は中間の育成についてはですね、これ

はもう今、大倉委員が指摘されましたが、私は

本当にこれは大事だと思います。 

 これはもう今、アユはほとんどいないんです

よ。それについてはですね、水産部が、やはり

環境部は環境、この問題についてはやっぱり環

境部が主軸になってですね、そういう問題解決

をしなきゃいけないということで取りかかられ

たと思うんですけれども、これイコール、環境

センターイコール、農林水産部が入ってこない

かぬですよ。 

 それで、これから単独で、単費で終わるの

か、それともこれから継続は力なりで、この協

議会をどこまで中間育成の中で、その放流も含

めてですね、球磨川のアユが、先ほど國岡君が

言ったように、尺アユがとれるためにもです

ね、どういう一つの環境整備で、どういう育成

をしてから放流を、まあ３００万か４００万で

もいいんじゃないですか、そして球磨川に世界

中から来るようなですね、そういう一流のアユ
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の大会でも何でもできるような、そういうのを

長期的に考えて予算をですね、計上すれば、何

も問題ないんですよ。環境部だけの物語でする

からこういう問題が出るわけでしょう。 

 だから今回については私は賛成します。その

かわり、しっかりした裏づけの中でですね、こ

れから育成してください。継続してください。

そういうことですから、部長、いかがかな。 

○農林水産部長（黒木信夫君） ただいまの山

本委員の御質問とか御意見も含めてなんです

が、今回答弁に関しては、先ほどおっしゃるよ

うに、市民環境部のほうでお答えをいただいて

おりました。これはあくまでも、先ほど話があ

ったように、環境センターを建設する協議の中

で出てきたということで、主導権を市民環境部

のほうで握っていただいたんですが、もちろん

協議の中には私たちも農林水産部として入って

おります、事務方の打ち合わせにはですね。 

 で、先ほどおっしゃるように、この施設が球

磨川の水産振興には十分役立つものと理解して

おりますので、私たちからも、ぜひともという

考えを持って提案をさせていただいておりま

す。今後もこの施設が有効にですね、今後、球

磨川の振興のためになっていくように見届けて

いく必要がありますし、私たちも何らかの、こ

れからもですね、そちらのほうにも協力、あえ

て、こういう体制じゃないんですが、何らかの

組み立て、事業展開も図る必要があるかなと思

っております。 

○委員（山本幸廣君） アユの増産でというこ

とを掲げているでしょう。だから、アユは現状

と言うのは、上村委員が一番御存じのように、

もう坂本周辺なんかほとんどとれないんです

よ。今回、落ちアユなんて心配をずっと３年、

５年やっておられますよ、心配で、とれないと

いう状況で。あと組合員がどんどんどんどん減

っている現状の中でですね、球磨川漁協さんの

ほうが。それでもやっぱしアユがとれればです

ね、非組合員さんでも、私たちもやっぱし、今

は組合員さんはほとんどですね、加入できるん

ですよ、組合費を払いさえすれば。ところが、

払っても魚が、アユがとれぬとしゃがにゃ、な

かなか組合員がやっぱし多くならないというよ

うな現状であるわけですので、ぜひともこの中

間育成というのは必要ということをですね、私

は強く要望しておきますから、それについては

ですね、中身についても、先ほど指摘があった

ような状況の中で、しっかりした管理体制の中

で指導を、行政指導をしていくという、そこら

あたりを強く私から意見としてですね、強く望

んでおりますから、それについては農林水産

部、市民環境部はこれで終わったということじ

ゃなくしてから、やっぱしこれからもひとつ何

かの形でですね、問題が出てきたときには、お

互いに部同士がしっかりとなって、課題のです

ね、解決に向けて頑張っていただきたいという

ことで、私の意見でございます。 

○委員（上村哲三君） 今、山本委員のです

ね、意見を後押しする意味で、ちょっと私が地

元ですのでですね。 

 今、坂本町の住民自治協議会がですね、やな

場をつくろうということで、球磨川漁協のほう

が早く決まりました。これはもう上流部のほう

ですから全然関係ないところですね。で、あん

なふうですよ。だから上流しか見ていないんで

す。だから、住民自治でやろうという立ち上げ

で、地方創生関係のね、ハード予算、ソフト予

算をね、どんだけ使えるかわかりませんが、そ

ういうふうで今取り組みが始まっております。

そういうことでですね、何らかのそういうメニ

ューに合ったような分があればいいがなという

ふうに思うのが１つです。 

 それとですね、さっき山口課長の話では、ま

あ来年から中間育成ということで、ことしはも

う来年の遡上時期は期待できないわけですよ

ね、今からつくってもね。だから、もう来年の
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確保をするためには漁協と話をするしかないん

で。ローマは一日にして成らずでですね、アユ

は毎年やらんといかぬとです。で、自然環境が

大きいです。昨年は梅雨が２カ月間、大水が続

いてですね、誰一人網が入れられなかった、危

なくて。で、アユはですね、あの時期に一番体

力がないんで、弱って死んでいるんですよ。だ

から漁獲量がふえなかったという話がありま

す。物すごく自然に左右されます。 

 ことしはどうかというたら、ことしはです

ね、今度は水が煮やってしもうとる。梅雨明け

にですね、水温が上がってしまって、普通はき

れいなコケが生えるんですが、そのコケがね、

ないんですよ。で、アオノロみたいな、通称ア

オノロってよう言うんですが、そういうキクラ

ゲのね、ぬるぬるしたような部分がですね、い

っぱいできてしまって、それで悪化して網にか

かって、アユの食べるコケもできないというよ

うな状態でですね、アユも大きくなっていない

というふうに聞いております。量もとれていな

いと。一晩出ても一匹もとれなかった日が何日

もあるというふうに聞いていますので。 

 やっぱり自然にも左右されるから、やはりあ

る程度の放流のね、量は毎年確保していかなき

ゃ、この坂本町内でのアユの採捕というのは難

しいんじゃないかなというふうに思いますの

で、単年度事業じゃなくてですね、逆に漁協に

対してですね、委託料でも補助金でも構わぬか

ら、下流域の分で何十万は毎年確保して、アユ

の安定した生産増につなげるようにしてくれと

いうような気持ちでね、これは取り組んでいか

なければね、恐らく自然環境に左右される部分

って大変、とれる実というのは少ないと思いま

す。そういうことからしてもですね、環境部じ

ゃなくて、やっぱり農林水産部のほうでです

ね、しっかりそのあたりの、漁協からいろんな

資料をもらえるでしょうから、だからそういう

ところで一生懸命やってですね。 

 余談話ですが、私はもう１０歳ぐらいからで

すね、アユをとってきました。素手と足で押さ

えてとれるぐらいのアユがいました。そんな状

態でした。１時間もとればですね、袋いっぱい

です。晩御飯のおかずには十分。それぐらい、

昔は上から見たら真っ黒にアユが泳いでいまし

た。そういう姿を見てきて、今はですね、悲し

いです、実際。だから、そういうのを見ればで

すね、やっぱりそういうことは、またダムが１

つなくなったことでできるのかなとも思うし、

まだ再生の余地はあるのかなというふうな気が

しますのでですね。 

 で、これはどうせ皆さんが望んでいらっしゃ

ることなので、これを起爆剤に、八代はね、や

っぱりもうちょっと盛り上がらぬと。尺アユが

食える、球磨川の尺アユが食えるね、八代市と

いうことで、これもまた打って出せるじゃない

ですか。ＤＭＯが喜ぶような仕事もですね、み

んな横連携してからできるじゃないですか。だ

からそういう形で、部長、よろしくお願いした

いと思います。意見でよかです。（｢上村委員

さん、ありがとうございました」と呼ぶ者あ

り） 

○環境センター建設課長（山口敏朗君） ちょ

っと補足説明をさせていただきます。今回の水

槽整備、年内中に完成させて、１月から稚アユ

を入れて、５月の放流に間に合わせるように事

業を進めるというふうにお伺いしております。

２９年度の放流も実施できるように頑張ってい

くということでお伺いしておりますので、その

点を補足しておきます。（｢足らんだったな、

それは」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） 非常に熱心な討論が

あって、その後ですけれども、地域特産物支援

事業ということで、お茶栽培に、農地栽培から

ハウス栽培に切りかえるので支援金が出ていま
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すけれども、これは１つにまとめて言いますけ

ど、泉の特産地であるということが条件だった

のか、それとも八代管内にほかにもし希望があ

れば事業は拡大できるのか、聞かせてくださ

い。 

○農業振興課長兼食肉センター場長（豊田浩史

君） 地域特産物支援事業でございますが、お

茶をハウス栽培に切りかえるというものではご

ざいません。お茶の新芽が出ましたところで被

覆いたします。遮光ですね。遮光いたしまし

て、光合成をするのに必要な葉緑素、こちらの

増加を促すというもの。そして結果、お茶に必

要な渋みと、あと甘み、そちらをバランスよく

お茶の葉を、バランスのいいお茶の葉をつくっ

て、品質のいいお茶を生産しようという、その

ための遮光シートを補助するというものでござ

います。よろしいでしょうか。（委員笹本サエ

子君｢地域は」と呼ぶ）ああ、済みません、失

礼いたしました。地域は泉地区になります。

（委員笹本サエ子君｢泉ですね。はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。ほ

かにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で、第５款・農

林水産業費及び第１０款・災害復旧費について

終了いたします。 

 執行部入れかわりのため、小会します。 

（午前１１時２４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２７分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第６款・商工費、第９款・教育

費及び第１０款・災害復旧費について、経済文

化交流部から説明を願います。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 経済文化

交流部です。おはようございます。よろしくお

願いいたします。 

 議案第９１号・平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第５号の経済文化交流部分につきま

して、福元次長に説明させますので、よろしく

お願いいたします。 

○経済文化交流部次長（福元章三君） 御説明

の前に、ちょっと御挨拶をさせていただきま

す。本年４月にですね、九州地方整備局港湾空

港部より参りました福元と申します。 

 台風の関係でですね、なかなかこういう場で

御挨拶ができなくて申しわけございません。引

き続きよろしくお願いいたします。それでは、

着座にて御説明させていただきます。 

 議案第９１号・平成２８年度八代市一般会計

補正予算書・第５号の１８ページをごらんくだ

さい。 

 款６・商工費、項１・商工費、目３・観光

費、補正額３５４７万８０００円を計上し、補

正後の額が２億８５１７万５０００円となって

おります。 

 財源は、特定財源の国県支出金１００万円、

その他８６５万円の寄附金、そして、一般財源

２５８２万８０００円でございます。 

 この内訳としまして、右側の説明欄をごらん

ください。 

 まず、泉観光施設管理運営事業として１１２

万円、財源は、県支出金１００万円、一般財源

１２万円でございます。 

 本事業は、県の癒しの森整備支援事業補助金

を活用し、泉地域の観光施設でありますせんだ

ん轟公園の、轟の滝へ向かう遊歩道１８０メー

トルについて、転落防止柵の設置及び路面整備

を行う工事費でございます。 

 次に、観光施設復旧事業、地震災害関連とし

まして３６５万円、財源は寄附金でございま
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す。 

 本事業は、熊本地震により被災した織屋旅館

の屋根及び外壁の復旧を行う工事費でございま

す。 

 次に、着地型観光推進事業、地震災害関連２

５７０万８０００円、財源は一般財源でござい

ます。 

 本事業は、熊本地震により旅館・ホテルの宿

泊施設などの直接的な被害、さらに風評被害な

どによるキャンセルが多数発生しております。

他方、施設の復旧が進まず、国交付金を活用し

た九州ふっこう割の恩恵を十分受けていない宿

泊施設が多いことや、ふっこう割終了後の観光

客の急激な減少が予想されます。このため、熊

本地震による観光客の減少を抑えるため、宿泊

客への助成を行う経費でございます。 

 なお、助成宿泊客数につきましては、前年の

実績を踏まえまして８０００人分を予定してお

ります。 

 次に、全国花火競技大会事業５００万円、財

源は寄附金でございます。 

 本事業は、地震で被害に遭われ、今もなお不

自由な生活を強いられている子供たちを花火大

会に招待し、皆様の元気と希望につながること

を願って、特別な花火を打ち上げる経費でござ

います。 

 次に、２０ページをごらんください。 

 款９・教育費、項７・社会教育費、目６・文

化財保護費、補正額５１４０万８０００円を計

上し、補正後の額が１億６３２９万４０００円

となっております。 

 財源は、特定財源の国県支出金３７１２万９

０００円、その他１４２７万９０００円となっ

ており、その内訳は災害寄附金１１２５万円、

やつしろ文化振興基金繰入金３０２万９０００

円でございます。 

 この内訳としまして、説明欄をごらんくださ

い。 

 まず、指定文化財復旧事業、地震災害関連、

４８０２万９０００円でございます。 

 財源は、国庫支出金３１５０万円、県支出金

２２５万円、災害寄附金１１２５万円、やつし

ろ文化振興基金繰入金３０２万９０００円でご

ざいます。 

 本事業は、熊本地震で被災した指定文化財の

十三重塔、松浜軒の大蔵および茶室、浄信寺の

本尊、浄沢寺、六角堂、これら６件の石塔損

壊、壁面損傷など復旧経費に対し、文化財保存

事業費の補助金として３０２万９０００円を交

付するものでございます。 

 また、市が管理団体となっております八代城

跡の石垣の調査復旧の業務委託等を行う経費、

４５００万円でございます。 

 次に、指定文化財保存管理事業３３７万９０

００円でございます。 

 財源は全額、国庫支出金でございます。 

 本事業は、国の文化遺産を活かした地域活性

化事業補助金を活用し、地域の文化財をその周

辺環境も含め総合的に保存・活用していくため

の基本構想である、歴史文化基本構想を策定す

るための経費でございます。なお、本基本構想

は、２８年度から３カ年で策定する計画でござ

います。 

 続きまして、款９・教育費、項８・社会体育

費、目２・社会体育事業費、補正額５０万円を

計上し、補正後の額が２９４６万９０００円と

なっております。 

 財源は、特定財源のその他５０万円、これは

一般社団法人弘済会からの寄附金でございま

す。寄附金を受ける際に、弘済会からスポーツ

振興に役立ててもらいたいということでいただ

いたものでございます。 

 このため、スポーツ推進委員関係事業としま

して、子供から高齢者まで幅広く活用できるニ

ュースポーツのバルバレー、カローリング、ビ

ーンボーリングの用具を購入するための経費で
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ございます。 

 次に、２２ページをごらんください。 

 款１０・災害復旧費、項４・文教施設災害復

旧費、目３・社会教育施設災害復旧費、補正額

２００４万５０００円を計上し、補正後の額が

４５２９万７０００円となっております。 

 財源は、特定財源の国県支出金１０００万

円、その他１００４万５０００円の災害寄附金

でございます。 

 本事業は、熊本地震により被災した県指定史

跡大鞘樋門群の石垣の調査復旧の業務委託等を

行う経費でございます。 

 続きまして、その下段にあります目４・社会

体育施設災害復旧費、補正額１７３万円を計上

し、補正後の額が２５６５万１０００円となっ

ており、全て一般財源でございます。 

 本事業は、６月から７月にかけて梅雨前線の

豪雨により山林やのり面が崩壊し、グラウンド

に土砂が流出したため、グラウンドの使用に支

障を来しております、河俣山村広場及び泉運動

広場の崩落土砂撤去、樹木撤去の工事費でござ

います。 

 続きまして、款１０・災害復旧費、項５・そ

の他公共施設・公用施設災害復旧費、目１・商

工施設災害復旧費、補正額４２３万９０００円

を計上し、補正後の額が１４７８万８０００円

となっております。 

 財源は、特定財源の地方債３１０万円、一般

財源１１３万９０００円でございます。 

 本事業の内訳としまして、説明欄をごらんく

ださい。 

 熊本地震災害復旧事業２２４万１０００円、

これは、熊本地震により被災した商工施設及び

観光施設の復旧を行うものでございます。 

 これら復旧内容としましては、商工施設は、

サンライフ八代の内外壁など修理及び、働く婦

人の家の共同アンテナの修繕の２施設の復旧

費、１７９万３０００円でございます。 

 また、観光施設は、平家の里食堂の柱のひず

みの補修、左座家石垣崩落補修の２施設の復旧

費４４万８０００円でございます。 

 次に、梅雨前線豪雨災害復旧事業１９９万８

０００円、これは、６月から７月にかけて梅雨

前線の豪雨により被災した観光施設、黒島観光

のバイオトイレの復旧費でございます。 

 以上で御説明を終わります。御審議方よろし

くお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは以上の部分

について質疑を行います。質疑ありませんか。 

 じゃあ、委員長を副委員長と交代します。 

○副委員長（笹本サエ子君） 委員長の職務を

交代します。副委員長、笹本です。 

 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 商工費のですね、観光

施設復旧事業と、全国花火競技大会の事業で、

その他ということで財源を確保しておられると

思います。聞くところによると、寄附金という

ようなお話を聞いているんですが、この点につ

いて担当課のほうより詳細な説明と考え方を聞

きたいと思います。 

○観光振興課長（岩崎和也君） お疲れさまで

す。観光振興課の岩崎です。よろしくお願いし

ます。 

 １つは、日奈久温泉街にあります織屋の復旧

なんですけれども、この施設につきましては、

個人所有ではありますけれども、種田山頭火が

唯一泊まったという施設で、全国に唯一のもの

であるというようなことで、平成１９年から一

応、市との貸借契約を結んでおります。その中

で、天災等があったときには両者協議の上とい

うようなことで、協議しました結果、所有者に

おかれましても東京在住というようなこと、そ

れから資金がなかなか確保できないということ

で、協議の上、市として補修を決断したところ

でございます。 

 そこで、実は織屋を実際に利用されている方
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々、種田山頭火に非常に造詣が深い方々、今現

在、９月は日奈久で山頭火というイベントをや

っておりますけれども、そこのメンバーの方

々、あるいは山頭火にゆかりが深い方々、こう

いった方々から寄附の申し出も早い段階でです

ね、いただいているところでございます。それ

から所有者でありますその方からもですね、そ

ういったお話を聞いているところでありまし

て、そういった寄附の行為をですね、うまく活

用して事業を実施したいというようなことか

ら、クラウドファンディングという方法を選択

いたしました。 

 クラウドファンディングといいますのは、イ

ンターネット上を通じて、ある特定の目的のた

めに寄附を募るというような制度でございまし

て、現在、市におきましては、ふるさと納税で

皆さん方御存じかと思っております。今回、織

屋につきましても、このふるさと納税と同じ仕

組みで寄附をしていただきます。この予算額を

目標として寄附していただきますけれども、そ

の寄附された見返りとして、これまでふるさと

納税でやっております八代市の特産などを、そ

の見返りにお返しすると。あわせまして、法名

板といいますか、そういったものを織屋の施設

内にですね、掲示いたしまして、足を運んでも

らうような仕掛けも考えているところでござい

ます。 

 それから花火大会についてでございますけれ

ども、これについては先ほど説明がありました

とおり、今回の熊本大震災で被害を受けられ

た、主に大きく被害を受けました益城町だと

か、あるいは西原村、御船町のほうからです

ね、現在そういうお声がかかっておりまして、

団体の方あるいは家族連れの方が来られる予定

になっております。そういった方々の誘客、来

ていただくための費用、それから花火大会をこ

れまで以上にですね、元気に盛り上げて、八代

から盛り上げていこうと、熊本の元気を取り戻

していこうというような思いからですね、これ

まで以上の花火大会、当然、花火の数自体もふ

やしますし、復興を願った音楽に乗った花火を

打ち上げるというようなことで、熊本の元気を

取り戻していきたいというふうに思っておりま

す。 

 その中で、金額が５００万円というようなこ

とを目標を設定しているところでございます。

これにつきましては、なかなか、現在既に一般

財源といいますか、実行委員会の自主財源をも

って実施する予定もありますので、一部、既に

クラウドファンディングを進めております。９

月５日現在で８２万円の寄附が募っているとこ

ろで、今後、伸ばすためにいろんなメディアを

使いながら、あるいはふるさと納税サイトあた

りをですね、十分周知していただくような情報

発信をしていくというようなことを考えている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 日奈久の織屋のほうは

ですね、３６５万が寄附金の目標設定と、花火

大会のほうは５００万が目標設定ということ

で、ちょっと花火大会のほうはですね、私、心

配しているんですけども、既に何かもう事業は

進めておられるということで、実行委員会のほ

うの予算を当てにした取り組みだということで

理解をしたいと思いますが、もしこの寄附金が

集まらなかったということ、まあ自信を持って

集まるというふうな取り組みだとは思うんです

が、万が一のことを考えますと、この財源５０

０万に至らなかった場合の措置というのはどう

いうふうにされるのかなというところが気にか

かるんですが。 

 それからあと、子供さんたちの選択ですね。

被災地というとたくさんあると思いますので、

そのあたりの選考と、あと交通手段、そういっ

たところをどのように考えておられるのか、そ

のあたりをお聞かせいただけますか。 
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○観光振興課長（岩崎和也君） まず、目標を

５００万円としているが、それに達しなかった

ときはどうするのかということで、まあ基本的

に目標額に達しなくても、実際に寄附があった

額、それを実行委員会でやる予定の事業費、そ

れにその寄附額を上乗せした事業を展開したい

というふうに思っております。 

 それから、復興花火の中で、被災地の子供さ

んたちを招聘するといった事業についての選考

方法につきましては、熊本全域被害を受けられ

たと思いますけれども、主にひどかったところ

の自治体あたりにですね、お声をおかけして、

手が挙がったところに来ていただくということ

をやっております。 

 交通手段につきましては、バス、大型バスあ

るいは中型バス、マイクロバス、こういったバ

スをですね、手配して来ていただこうと思って

おります。当然、バス代金についても花火大会

のほうで、実行委員会のほうで負担するという

ことです。あと、家族ぐるみでですね、マイカ

ーでおいでになる方々は、それぞれの負担でと

いう形になります。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） ちょっと心配した交通

手段のところもですね、バスを確保しておられ

るということでしたので安心はしたところなん

ですけれども、バスに乗り切れず応募があった

とかですね、そういった方々が、ひょっとすれ

ば事業のですね、期待が大きくてからそういう

部分もあるかもしれませんので、交通手段とし

ては、公共交通網を活用するというところもで

すね、一部には考えていただきながら、取り組

みを進めていただければというふうに思うとこ

ろです。 

 以上で終わります。 

○副委員長（笹本サエ子君） それでは、委員

長の職務を委員長と交代いたします。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

でしょうか。 

○委員（橋本隆一君） 指定文化財復旧事業費

についてですが、個々の文化財はあれなんです

けども、全体として大体どういった期間で復旧

が見込まれるのか、ちょっとお尋ねしたいんで

すけれども。特に八代城の石垣ですね、再生が

どこまで進むか、それと大鞘の河川の崩落です

けども、石垣の崩落ですけど、ああいったとこ

ろがいつごろ完成するのかちゅうのが、よく市

民の方から質問として上がるもんですから、よ

かったらお尋ねします。 

○文化振興課長（吉永 明君） 文化振興課で

す。 

 一番被害の大きい八代城の石垣につきまして

は、まず崩れた石垣の調査とか、あるいは水堀

の、堀の中ですので、水切りをやったりという

作業がありますので、今年度、それから来年度

２カ年で計画しております。 

 それから大鞘樋門についても、小規模ながら

石垣が崩壊しておりますので、それは今年度中

に完了を予定しております。 

 その他の指定文化財については今年度中に、

ほとんど所有者は個人の方なんですけども、今

年度中に修理を終える計画でございます。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） はい、ありがとうござ

いました。そういったところの周知というのは

特にされずに、状況をただ、例えば広報でとい

うのは、そういうことはないですよね。 

○文化振興課長（吉永 明君） 八代城につき

ましては、解体修理の工程はですね、市民に公

開する修理の見学会ですね、そういったものを

考えております。実際、作業に入ります中で、

市報等を使って公開の場を設けたいと思いま

す。 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。 

○委員（橋本隆一君） はい、ありがとうござ

いました。理解できました。お世話になりま
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す。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 今、先ほど来、委員長

からも質問があったんですが、織屋さんの地震

災害の関連の中で、特定財源で寄附金というこ

とで、この寄附金と。地震災害で特定財源の寄

附金というのが、私は何かこれがひっかかって

ですね。そう思わないですか。一般財源は一般

財源なんですよ。だけども織屋さんの場合に

は、もうはっきり言って地震災害じゃないです

か。それを寄附金という中でですね、この補正

で組んでくる自体が私はおかしいと思うんです

が、いかがですか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 特定財源とし

て寄附金を充てるのはいかがなものかというこ

とだと思います。できるだけ、地震災害という

ことで、当然、一般財源ですべき事業だと我々

も考えております。しかしながら財政状況も鑑

みまして、できるだけ特定財源が確保できない

かなというものと、先ほど申し上げましたよう

に、寄附をしたいという方々もいらっしゃる中

で、ぜひそういった意向もですね、酌みなが

ら、事業が展開できれば、いわゆる行政と民間

の方で協働で行うという事業の一つにもつなが

るかなというようなことで、今回、特定財源と

して寄附金を充てさせていただいたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 岩崎課長、理解はしま

しょう。ところが、私たち議会人から言わせれ

ば、こういう上げ方というのは私はあんまり、

地震災害じゃなかったらいいんですよ。通常だ

ったら、私はそういうふうな、今の課長が言わ

れたようなやり方というのでいいと思います。

織屋さんというのはもう本当の、民間人の方々

も御存じのように、１カ月間のですね、ボラン

ティアで出てきておられるし、またいろんなこ

とでイベントをやっておられます。頭が下がる

思いですよ、私たちは。そういう中で、やはり

市としての考え方をですね、もう少し認識をし

ていただければなと、執行部として、私は思い

ます。 

 それはいかに一般財源というのをですね、位

置づけるのは、どこで区割りをするかというこ

とを考えればですね、この織屋さんの問題、こ

れだけ一生懸命頑張っておられる方々の中に

は、今回は地震災害ですから、特に補正でしょ

う、補正といったら必ず一般財源からですね、

きちっとした形の中で私は出してほしいと、出

してほしかったなと。だけども、今岩崎課長が

言われた、そのような考え方もあるということ

で、理解をさせてください。理解をいたしま

す。させてじゃなくて、理解いたします。 

 そこで、岩崎課長じゃなくてから宮村部長、

どうですか。私の今のその発言に対してお考え

を。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 委員の御

意見、ごもっともだと思います。ただ、課長が

申し上げましたとおり、少ない財源の中で復旧

させていただくという面から、今回のような寄

附金を募らせていただいていることを御理解い

ただきまして、ありがとうございます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 問題は部長、私は少な

い財源というのは、少ない財源じゃないような

気がするんですよ、最近は。オーバーホールじ

ゃありませんけどもね。やっぱりそこらあたり

はですね、今の発言というのは、少ない財源と

いうのは避けていただきたい、これは。なぜか

といいますと、やっぱり私が常に思っているの

は、１次産業、２次産業、３次産業という位置

づけというのはですね、財政部もしっかりした

位置づけをせないかぬとですよ。いかに市税に

反映して返ってくるかということをですね、彼

たちは考えなきゃいけない。これは強く私はで
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すね、この発言の中で言っておきますから。 

 答弁は要りませんけども、ぜひともそういう

中で、織屋さんの件についてはですね、一般財

源で捉えるべきだったという中で、課長が今言

われたような、そういう考え方もあるんだとい

うことをですね、特定財源で寄附を募ればいい

んですよということでは、そしたらば役所なん

か関係なく、民間の人が寄附を集めりゃよかこ

っですよ。そういう言い方にもなるんじゃない

ですか。そういうことは言いません。言いまし

たけれども、そういうことで今回は理解をいた

したいと思いますし、予算には賛成をいたした

いと思います。 

 もう一つ、委員長、よろしいですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 着地型観光推進事業

の、これも地震災害の関連ですね。まあ、２５

００万ぐらいの予算計上をしてありますし、こ

れも一般財源であります。こういうことの中

で、予算は賛成しますよ。だけども、そのやり

方、手法というのをですね、もう少し考えたら

よかったんじゃなかろうかなという気がいたし

ます。まあ一つは、質問しますけども、宿泊の

助成、そしてまたその助成のクーポンですね、

そういう中で、１人３０００円という形の中で

ですね、３０００円の中で、このクーポンの内

訳等をちょっと説明してください。３０００円

の内訳。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 宿泊クーポン

の内訳というようなことで、平均３０００円と

いうふうに考えております。現在、ある程度の

金額、宿泊の金額をボーダーラインを設定しま

して、ある設定金額より上の宿泊料金の場合は

３５００円、それより下の場合は２５００円を

というふうに考えております。 

 その場合に、３５００円の場合、あるいは２

５００円の場合も一緒なんですけれども、３５

００円の場合は３０００円を宿泊に充てて、５

００円を土産品の購入費あるいは観光施設等の

入場料、それから飲食店等でも利用されますの

で、この３つの目的のためのですね、費用とし

て５００円を予定しているところでございま

す。２５００円については２０００円が宿泊、

その他が５００というような計算で考えており

ます。 

○委員（山本幸廣君） はい、よくわかりまし

た。課長、ありがとうございます。 

 なぜかといいますと、今回については、旅館

等、ホテル等の宿泊施設に対する事業でありま

すので、これについては私はしっかりですね、

宿泊された方々がすばらしい日奈久温泉だった

と、どこどこの旅館であったと、ですね、そこ

まで今回ですね、調査をしていただければです

ね、それはいろんな課題が生まれてくると思い

ます。その課題の解決にまたですね、こういう

事業を、日奈久の旅館、ホテルにですよ、やは

り継続してできるような、今回限りじゃないで

すけど、やはり調査しながらですね、まだまだ

地震災害の中で、はっきり言って宿泊の方々が

少ないんだということならばですね、それを調

査していく中で、ならばどうしたらいいのかと

いう、その課題をですね、しっかり見据えて、

日奈久の旅館、ホテル、そして日奈久の観光地

のですね、活性化にですね、これが結びついて

いけばというふうに思います。 

 そういう中で、私は１つ、いつも考えている

んですけれども、旅館とホテルがやはりこれは

軸になりますけれども、その地域で物産を売っ

たり、そしてまた被災をされた物産を売ってい

る方々、そしてまたスナック、居酒屋さんもあ

ります。食堂もあります。そういう方々も被災

されているんですよね。そういう方々に対して

の何かのクーポンとかですね、何かそこあたり

を考えてみたらどうかなと思いますが、いかが

ですか。部長、宮村部長でも結構ですよ。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 先ほど課
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長がお話ししましたように、平均３０００円で

２５００円が宿泊費の補助と。あと５００円に

つきましては有効活用していただければという

ふうに思いますので、山本委員さんの御指摘の

活用もありなのかなというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございま

す、宮村部長。すばらしい英断をいただいて、

大変、日奈久の方々は喜んでおられると思いま

すよ、それは私は。観光というのは旅館・ホテ

ルが観光地じゃないんですね。観光というの

は、やはりそこに住んでおられる方々がその地

域形成の中で観光のまちを形成されたわけです

ので、本当に宮村部長の英断に心から感謝し、

実行に移していただくことを強く要望して終わ

ります。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） ちょっと関連ですけ

ど、グループの補助金、今回、何件が申し込ま

れて何件なんですか、採択されたのは。ちょっ

と教えてください。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） グループ

補助金は、私が済みません、記憶なので数字が

若干違うかもわかりませんが、日奈久の旅館さ

んと、それからお土産物屋さん等々で、２２件

の方々が第１期の申請をなさったというふうに

聞いております。全ての旅館さんがそのグルー

プ補助金の申請をされたかというと、そうでは

ないようです。ただし、その２２件の皆様方が

何度も何度も、旅館さん、手を挙げられなかっ

た、申請をなさらなかった方には、お声かけを

された上での２２件の申請になったというふう

に聞いておりますし、御承知のとおり、その第

１期目につきましては内示といいますか、グル

ープ補助金が使えるようになったと。今後、内

訳、さらに詳細についてはまた協議に入ります

けども、許可――、内示をいただいたというこ

との報告も受けております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（矢本善彦君） 日奈久だけじゃなくて

周辺市街地もね、そういうところに力を入れて

いただければと思います。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（上村哲三君） １つ聞きたいのがあっ

て、これは総務の所管なんだけど、今回、震災

でいろんなところの団体、それから個人、いろ

いろあるけど、寄附金が来ていますよね。今

回、歳入で３０００――、４４万５０００円

と、それから雑入で入った分がどういう意味な

のかよくわからんけど、こういう分からは、さ

っき言った寄附金を使うというのは、今、クラ

ウドファンディングで今から募集するんだとい

うようなことだけど、こういうのからも、まあ

金額的に小さいから、災害のほうがめちゃでか

いからね、でも補助対応の災害も、例えば農林

土木関係は多いわけだから、そういうのからし

たら、これから少しいただいてでも、この寄附

金を使う対応というのはできなかったのかどう

か、そこのところの話はどうですかね。部長さ

んだから、そういうふうな会議には出ているは

ずだから。でしょう。違います。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 今委員が

御指摘の寄附金につきましての詳細の使用につ

いては、済みません、私がまだ掌握しておりま

せん。ただし、義援金という形で寄附をされた

場合には、被災を受けた方々に配付を一定の割

合で、あるいは被害の状況に応じてお見舞いを

される、配付をされるというふうに聞いており

ます。 

 それ以外の一般の寄附につきましては、先ほ

ど次長のほうから説明いたしましたが、目的が

あって、例えばスポーツ振興に役立ててほしい



 

－27－ 

というような寄附金につきましては、使用させ

ていただいているところでございます。済みま

せん、答えになりませんが。 

○委員（上村哲三君） 今部長が言ったぐらい

のことはわかっとっとたい。ある程度向こうか

ら文化財に、スポーツにと言われたらね、それ

は特定基金に積み立ててから、それから繰り出

して利用するというような形の。でも、私が聞

いている寄附金の中にはね、ただ災害がありま

したからお見舞いに寄附金をあげますちゅうの

が結構な額あったんじゃなかろうかと思うけ

ど、これにはたった３０００万ぐらいしか乗っ

てきとらんもんね。（｢実態はな」と呼ぶ者あ

り）委員長、いいですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい。 

○委員（上村哲三君） じゃあ、寄附金、物、

金を問わずですね、宮村部長のところで確認を

して、その資料を請求したいと思いますが、よ

ろしいですか、市全体の。 

○委員長（大倉裕一君） 今、上村委員のほう

から資料請求の申し出がありました。 

 皆さんにお諮りいたします。本委員会として

資料を請求することに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。よろしくお願いいたしま

す。 

 ほかにありませんか。 

○委員（村川清則君） 参考までに、着地型観

光推進事業ということで、九州ふっこう割が延

長されて１２月までで、それ以降の支援をしよ

うということですけれども、さっき説明の中

で、九州ふっこう割がなかなか八代市内ではそ

の恩恵が少なかったということですけれども、

具体的に九州ふっこう割を八代市内で利用され

た数というか、人数とかはわかりますか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 九州ふっこう

割の利用状況なんですが、人数については県に

も問い合わせましたけれども、まだ第１弾につ

きましては集計していないという状況です。た

だ、我々が答えられるのは、わかっているの

は、我々が調査した４２件中２０件が、まだ受

け入れ体制が十分ではないので登録ができてい

ないというような状況がありまして、これはど

うしても八代版のふっこう割が必要だなという

ようなことで、提案させていただいたところで

ございます。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。 

○委員（村川清則君） もちろんいいんですけ

れども、何かこう、支援が重立って、何かもう

ちょっと旅館とかホテルのアクションも欲しい

なと思うところもございます。テレビのＣＭで

したか、大分県でしたか、おかみさんたちが何

か温泉に入って、同じようなことをせろと言う

わけじゃないんですけど、何か一肌脱いで頑張

っていますとか、そういうあれがありましたけ

れども、もうちょっとこう、何か宿泊施設のア

クションが欲しいなという気もいたします。こ

れはもう単なる意見です。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） それにつ

いて、お答えになるかわかりませんけど、先

日、五家荘の旅館組合の方が市長のところに表

敬訪問に来られまして、その理由といいますの

が、昨年と比較しまして１０分の１以下にお客

さんが減って、減少してしまったと。それで、

ぜひ市役所のほうにも御利用いただきたいとい

うお願いが１つと、それから自分たちもやっぱ

り動かないかぬだろうということで、福岡方面

に営業に行きたいと。営業に行くからにはやっ

ぱり目立たないかぬということで、五家荘の観

光地をプリントしたはっぴをつくられ、そして

それぞれ御自慢の料理がわかるチラシをつくら

れ、そういうものを持って行きますというふう

な、非常にうれしい御相談といいますか、報告

をもらったところでございます。報告をさせて
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いただきます。 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。

（委員村川清則君｢はい」と呼ぶ） 

 矢本委員。 

○委員（矢本善彦君） 済みません、今度の全

国花火大会にはクルーズ船な来るとかな。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 今のとこ

ろは、花火の当日には来ないということを聞い

ています。（委員矢本善彦君｢来ない。はい、

わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。ほ

かにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９１号・平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第５号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午後０時０７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０８分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。 

 午後は１時１５分に再開いたします。それで

は、よろしくお願いいたします。（｢お疲れで

した」と呼ぶ者あり） 

（午後０時０８分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時１２分 開議） 

◎議案第１０９号・平成２８年度八代市一般会

計補正予算・第６号（関係分） 

○委員長（大倉裕一君） 休憩前に引き続き、

経済企業委員会を再開します。 

 それでは、午後からは、議案第１０９号・平

成２８年度八代市一般会計補正予算・第６号

中、歳出の第６款・商工費について進めます。 

 経済文化交流部から説明をお願いします。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） お世話に

なります。議案第１０９号・平成２８年度八代

市一般会計補正予算・第６号の経済文化交流部

関係分を説明させていただきます。 

 第６款・商工費につきまして説明させていた

だきますが、福元次長をもって説明させますの

で、よろしくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（福元章三君） 午前中

に引き続きまして、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、着座にて御説明いたします。 

 議案第１０９号・平成２８年度八代市一般会

計補正予算書・第６号の９ページをごらんくだ

さい。 

 款６・商工費、項１・商工費、目２・商工振

興費、補正額７５７万８０００円を計上し、補

正後の額が９億６５７７万２０００円となって

おります。 

 財源は、特定財源の国県支出金３７８万９０

００円、一般財源３７８万９０００円でござい

ます。 

 説明欄をごらんください。 

 八代圏域ツナガルインターンシップ推進事業

は、国の地方創生推進交付金を活用しまして、

八代域内での特に若年層の雇用を促進して定住

・定着化を図ることで、人口減少に歯どめをか

けるとともに、地域内企業の人材不足の解消や

経営課題の解決を図ろうとするものでございま

す。 
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 手法といたしましては、従来、インターンシ

ップの考え方は、学生側は単なる就業体験、企

業側は社会貢献的なものとなっておりますが、

ここで計画しているものは、企業の経営課題解

決及び若年層雇用の確保につながることを目指

した、実践的なインターンシップを計画してお

ります。 

 また、本事業は、定住自立圏形成協定を締結

している氷川町、芦北町とも連携を予定してお

り、より有効性の高いものにしていきたいと考

えております。 

 補正予算の内訳としましては、このインター

ンシップ事業を進めていくための団体として一

般社団法人の設立を予定しており、その経費と

して２０万円、設立された法人への委託料とし

まして、センター長の人件費１１６万８０００

円、そのセンター長のスキルアップのための研

修費３００万円、全国的にセンター長を公募す

る広告費３２０万円などの７３７万８０００円

であり、合計７５７万８０００円となっており

ます。 

 このように今年度は、インターンシップの運

営主体となる法人の立ち上げ及び先進地にある

ＮＰＯ法人と連携して、センター長の選定や育

成を行うものであります。 

 続きまして、その下段にあります、目３・観

光費、補正額３３１８万８０００円を計上し、

補正後の額が３億１８３６万３０００円となっ

ております。 

 財源は、特定財源の国県支出金１６５９万４

０００円、一般財源１６５９万４０００円でご

ざいます。 

 説明欄をごらんください。 

 海外クルーズ船急増に伴う観光資源強化事業

は、国の地方創生推進交付金を活用し、海外ク

ルーズ船の寄港をチャンスと捉え、芦北町、氷

川町を初めとする県南地域と連携し、外国人観

光客受け入れの充実を行いながら、国内観光客

受け入れの充実を行い、国内外からの観光客の

誘致を図ることが目的でございます。 

 具体的には、八代城跡周辺において、お堀舟

めぐり体験、人力車乗車体験など、新たな観光

資源を開発するもので、舟めぐりの看板設置委

託費４５万円、桟橋設置工事費４００万円を市

整備分として予定しております。 

 ＤＭＯ補助金は、八代城跡周辺の新たな観光

資源開発の舟めぐり体験の受け付けなどの事務

所リース料、舟・人力車の購入費、スタッフの

研修費など１３１３万８０００円を予定してお

ります。 

 次に、八代城の城下町、日奈久温泉街を対象

として観光まちづくり計画の策定７００万円、

伸び悩んでいる宿泊客を促進させるため、花

火、サンセットクルーズなど通年型の体験イベ

ント開催費７００万円を予定しております。 

 また、ＤＭＯやつしろの機能強化としまし

て、教育機関等との連携による観光人材育成費

１００万円を予定しております。 

 さらに、八代市、氷川町、芦北町の３市町の

共通点の１つとして、柑橘系の果物、いわゆる

シトラスを地域ブランドとして確立するための

ＰＲ経費６０万円を予定しております。 

 以上で御説明を終わります。御審議方よろし

くお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） ９ページの一番上、

八代圏域ツナガルインターンシップの項のとこ

ろでですね、設立後の一般社団法人への委託と

いうふうに説明を受けましたけれども、どこへ

委託されるんでしょうか。委託先。 

○商工政策課長（豊本昌二君） 一般社団法人

のほうをですね、予定しておりまして、今現在

はまだございません。今から組織化を、この補

正予算が通りまして、また国のほうに今、地方
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創生交付金の申請を今から上げていくわけなん

ですが、その後に一般社団法人を組織化して組

織を立ち上げていく中で、そこの一般社団法人

のほうに委託していくという形になります。

（委員笹本サエ子君｢これからですね」と呼

ぶ）これからです、はい。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 今、説明があったんで

すけれども、聞く中でちょっと不審に思うの

は、これから国に申請をするということなんで

すよね。地方創生の推進交付金というのは、こ

の補正の中で今考えたのか、それとも今年度、

当初予算のときに考えていなかったのか。今か

ら申請するのに補正というのはふさわしいのか

な。計画性はあるのかな、あったのかな。それ

をちょっと説明してください。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 今、委員

御質問の件なんですけれども、今度チャレンジ

といいますか申請を、今、９月のですね、６日

に国のほうに申請、提出をさせていただいてい

るところです。今回は２回目でございまして、

前回ですね、申請をさせていただこうと思った

んですけど、なかなか事業内容の熟度が低いと

いうことで断念せざるを得なかったということ

でございまして、その熟度を上げまして、今回

また国への申請をさせていただいているという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 常日ごろから地方創

生、人・まち・仕事というのは、これはもう私

たちが、私は前、自民党におったころからです

ね、前の担当部が来る前のときに、大変、きょ

う上村委員も自民党の方おられますけれども、

議論し、また勉強をたくさんいたしました。期

待は、本年度、２８年度後半ごろにはですね、

人・まち・仕事というのがですね、国として方

針が決まるだろうと、決定するだろうというこ

との経緯というのは、常日ごろから私たちはそ

の情報というのは聞きながら、それを待ってお

る状況なんですね。 

 そういう中でこのような予算が出てきたとい

うのはですね、私はやっぱりその先の見通しな

り情報、市・県・国の連携、パイプという一つ

の状況の中でですよ、これは私は、今すべきか

なと思うんですよ。予算を上げるのかなと。そ

れによって、その設立後の、先ほど副委員長が

質問された、社団法人への委託については今か

ら考えますよということ。そんなに補正で組む

ような、補正で組むこと自体が私は間違ってい

ると。計画性をしっかり持っていただきたいと

思いますが、いかがですか。 

○観光振興課長補佐（村上修一君） 観光振興

課の村上でございます。私のほうから地方創生

交付金の制度について、ちょっと御説明をした

いと思います。 

 そもそも地方創生交付金、これにつきまして

は、平成２６年度に地方版総合戦略の策定の段

階ということで、２６年度から補正による基礎

交付があって、その後、２６年度上乗せ交付

金、その後に地方創生の加速化交付金というこ

とで、地方創生を国のほうが押し上げて、いわ

ゆるまち・人・仕事で地方の活力を上げるとい

うことで、今回、地方創生交付金が立ち上がっ

たわけですけれども、今回は２８年度の地方交

付金の制度の立ち上がりが、今年度の６月議会

に地方創生交付金を募集する場合は補正に組み

なさいというのが、そもそもの制度でございま

した。 

 で、６月議会で補正に計上する予定だったん

ですけれども、先ほど部長が申しましたとお

り、まだまだ熟度が足りなかったということが

ございましたので、次の第２次募集で今回手を

挙げるということで、その準備を行いまして、

２次募集での提案を今回させていただきまし

た。ただ、２次募集に手を挙げる場合は、国の
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ほうから９月補正に計上しなさいという、こう

いった御指導がございましたので、このたびの

９月補正に計上させていただいたということで

ございます。 

○委員（山本幸廣君） なかなかよくわかりま

した。よくわかったんですが、まあ２次審査と

いうのを熟度したということで、それはもう理

解いたしましょう、熟度したということでです

ね。そういう中で、期待をする中で、この補正

の中で私は議論をしっかりしてもらわないかぬ

と、せないかぬと私は思うんですよ。今、村上

君がやっぱりそういう、今の回答の説明の中で

ですね、まさに熟度したということで理解をし

てよろしいですか。 

○委員長（大倉裕一君） 誰が答えられます

か。 

○商工政策課長（豊本昌二君） 今、山本委員

がおっしゃったとおりでございます。熟度を重

ねた上で、この２次募集のほうに応募している

ところでございます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） ２次募集の結果はいつ

出るんですか。予定ですが。 

○商工政策課長（豊本昌二君） 交付決定は、

１１月中旬の予定になっております。 

○委員（山本幸廣君） １１月中旬ということ

で、大変期待をいたしております。同時に協力

をせないかぬと思っておりますので。 

 なぜ今、私がこういう発言をしたかというの

は、大変私たちは期待をした中で、いろいろと

議論をしてきた経緯があります。そういうこと

を踏まえて、今回の補正予算の意味はわかりま

したので、了といたしたいと思います。 

 まあ意見としてですね、よろしいかな。要望

でいいかな。要望でですね。 

○委員長（大倉裕一君） 要望、はい。 

○委員（山本幸廣君） まあ要望ですが、設立

を、１１月中旬に国からの内示といいますか、

決定というのが通知が来た場合、その後、社団

法人への委託をするということになるわけです

ね。委託をするときに、委員会報告はせぬでも

いいと思うんですけども、なるべくならば、そ

の委託するときには委員会に報告をできればな

と思いますけれども、その要望は、それに対し

てどうですか。要望じゃなくしてから、ちょっ

ともう一回説明してください。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 委員から

の御指摘でございますが、委員長と御相談させ

ていただきながら、報告をさせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○委員（山本幸廣君） じゃあ、そういう執行

部の答弁でありますので、委員長にはその委託

先に関して報告があったときには、委員会でひ

とつよろしくお願いをしておきます。 

 じゃあ、もう一つよろしいですか、委員長。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） その下の海外へのクル

ーズ船についてでありますが、観光費の中で３

３００万、それから特定財源も含めてから、国

県支出金が１６００万、それに一般財源が１６

００万、１６５９万４０００円ですが、あえて

私がこのクルーズ船についてですね、この補正

で、これだけの補正が上がってきたわけであり

ますが、その下をずっと見てください。私たち

の市の整備分４４５万、遊覧船の停泊用の桟橋

の橋の設置の工事、計画性が突然補正に出てき

てから、その工事をすぐ着工すると。委員会に

今まで報告がありましたか、この件について。

まずそこからスタートしてから、説明してくだ

さい。 

○観光振興課長（岩崎和也君） クルーズ船対

応の具体的な事業内容については報告させてい

ただいていないというのが現状です。ただ、Ｄ

ＭＯやつしろを中心に観光地経営を進めると、

そういった事業の中で、新たな資源を見出すの

と、既にある資源を磨き上げる事業をやるとい
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うようなことで、非常に抽象的な表現で報告さ

せていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 今の報告で、ほかの委

員さんがびっくりしておられると思うんです

ね、今回補正で出てきたこの分については。こ

れもまた突然な、前のと同じで工事を、設置工

事をなされるということなんですけれども、じ

ゃあ、どういう船を浮かばせて、内容的にどう

いうことをやられるのかということをですね、

予算を計上したからいいですよということじゃ

なくて、私はこれは賛成じゃありません、反対

です。はっきり言って反対します。 

 なぜ反対なのかということは、後のＤＭＯも

一緒なんです、補助金も一緒なんですけれど

も、ここのＤＭＯの補助金について２８００万

ぐらい計上してありますよね。これについて

も、永原副市長はもともと競争心を持って、こ

れから柔軟性の中でという、いろんなところで

説明をされております。これはもう決まってお

るんですかね、ＤＭＯ補助金というこの事業に

ついては。まずはそこを説明してください。 

○観光振興課長補佐（村上修一君） 観光振興

課、村上でございます。 

 今、国のほうと、ちょうど申請書のほうを出

したばかりでございまして、国のほうと調整を

行って、その後１１月に交付の決定が行われる

といったスケジュールなんですけれども、でき

るだけですね、交付決定がおりるように、今、

県と協議を行いまして、できるだけ認めてもら

えるような調整作業を今行っているところでご

ざいます。ですので、この申請を行ったから必

ず採択ができるというわけじゃないんですけれ

ども、しっかりとですね、県と連携しながら、

どういった事業であれば国のほうから認められ

て、八代市内の中で雇用が生まれて、そして稼

げる取り組みができるかということ、そして大

事な、ＤＭＯが最終的には自立をするという、

そういったシナリオがないことには、交付金の

決定がおりないというようなことなので、そう

いったシナリオができるように、今、鋭意努力

を行っているところでございます。 

 今回の八代城の周辺整備事業につきまして

は、ＤＭＯやつしろの新たな雇用の確保、そし

て稼げる取り組みですね、そういったことで、

八代城は、外国人の方で一番影響力のあるＳＮ

Ｓなんですけれども、トリップアドバイザーと

いうのがあるんですけれども、八代の中で一番

アクセス数が多いという、こういった統計デー

タが出ていますので、ただ八代城に来て見て帰

るだけじゃなくて、やはり体験するということ

がこれから大事になってきますので、八代城に

来て、柳川みたいに遊覧船に乗って、八代城の

歴史について学ぶ、そして体感する、そして八

代城の遊覧船をおりた中で、城下町である八代

を人力車に乗って周遊するという、こういった

体験ルートをつくっていかないと、これから観

光地経営を行っていく中では、温泉があるから

人が来るとかじゃなくて、いろんな体験事をつ

くって、そしてたくさんの方に来ていただくよ

うなアクションをこれからどんどんつくってい

かないといけないということ。 

 そういうことがあったもんですから、八代城

を重点的なエリアとしまして、稼げる取り組み

というか、自分たちでまずはできることを今回

検討してですね、遊覧船、そして人力車で周辺

を散策するという、こういった体験型観光を今

回盛り込んだということでございます。 

○委員（山本幸廣君） 村上課長補佐が言われ

るのは、重々わかります。目的というのはです

ね。 

 私は、これは事前着工にひっかかるんじゃな

かろうかと思うんですよ。交付金が決定しない

中で、説明はいただきましたよ。国が出してく

れると。国は９月補正で出さなければ、申請の

中で１１月下旬には交付決定をできない。でき
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るかできないかわからない。そういう状況の中

でですよ、もしできなかったときにはどうなる

んですか。国が決定しなかった場合にはどうな

りますか。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 今の質問

は、国の国庫支出金が２分の１いただけること

を予定させていただいていますが、その２分の

１が来なかった場合のお話かと思いますが、そ

の場合は我々、経済文化交流部としましては、

この掲げている事業を全て行いたいと思ってお

りますが、全てが財源が一般財源になりますの

で、それは国の決定を見て、財政課と打ち合わ

せをさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 行政というのは、私は

思うんですけども、これは私は一般財源で計上

すべきだったと思う、一般財源で。あえて言わ

せればですよ。それは自信を持って、今、村上

課長補佐が言われたような、その整備であろう

が、やはりそういう体制づくりをせないかぬ

と。あるいは自前でですよ、もしも、これがは

っきり言ってから、１１月の中旬、３１日には

交付決定をしてから来ますよと、内示が来ます

よと、決まりましたと、決定しましたならば私

は何も言わないんですよ。 

 これはもう私たちのですね、いろんな１次産

業の中で、この事前着工でやられてですね、国

から、総務省から立入検査が入って、大変なこ

とになった事例というのはたくさんあります

よ。そうならないためにも、この計上というの

は私はあんまりよくない予算の、補正の予算の

出し方だなというふうにですね、不審に思った

から、今その発言をしているんですけれども。 

 村上課長補佐が言われたのは重々わかりま

す。それだけの、やっぱり観光という中では、

私はそういうのは事前的にですね、担当職員な

り、そのインテリジェンス、知恵をしっかり出

し合ってから、計画性のある目標を持っていか

れたというのは、私はそれは評価したいんです

よ。ところが、これがもしもですよ、交付決定

ができなかった場合のときにどうするのかとい

うことになるわけですよね。 

 これはもう国がそういうことで、９月定例会

でそういう方向性を目指さなければ、そういう

通知が、決定じゃありませんけども、それが条

件ですよと、そういう報告があったわけですけ

ども、国自体もおかしいんですよね、私から言

わせれば。９月定例会って何か、地方創生とい

うのはもともとが出してあるわけですから、こ

の件にだけなぜ９月定例会という、今の答弁の

中で。何か不審でなりません、補助事業を私た

ちがずっと取り扱ってきた中ではですね。やっ

ぱり、確かな数字と確かなことで出さないか

ぬ、それはわかりますよ。計画性を出さないか

ぬと。だけども、それならば何もその、はっき

り言ってから、あと１６００万上乗せして一般

財源でいけばですよ、何の心配もしなくていい

んじゃないですか。そう思わない、岩崎課長。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 御心配のこ

と、お察しいたします。先ほど村上補佐のほう

からありましたとおり、この地方創生の推進交

付金、この事業の補助要綱の中で、６月補正、

また９月補正に計上された事業を申請対象とす

るというような条件がありまして、どうしても

今回の９月補正に提案させていただかなければ

ならなかったというような事情がございます。 

 補助の交付決定が１１月中旬というふうに先

ほど申し上げてありますけれども、実は事業に

よっては前倒しして事業も可能であるというよ

うな国からの報告もあっておりますので、その

あたり事業を精査しながら、議会を通過した

後、その後、順次、事業ごとに、事業の着手時

期、そのあたりを見きわめて実施していきたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 要はまあ、計画性を持



 

－34－ 

って進んでほしかったというのだけは、私は強

く強調しておきますから。 

 なぜかといいますと、やっぱりこれだけの事

業をするならば、ハードであろうがソフトであ

ろうがですよ、やっぱり時間をかけて、１年間

かけて、当初予算もあるし、当初予算の前まで

にはいろんな、３・６・９・１２の補正がある

わけですね。だけども、やっぱり１年間を通じ

て、２年間、やっぱ村上君あたりは一生懸命頑

張って、こういう事業をやろうということを私

は計画してきたと思うんですけども、その中

で、補助事業でするのかしないのか、たったこ

れだけのことなんですよね。 

 だけども補助事業でして、補助決定がまだ１

１月にということで、申請をしてもう補助事業

が決定するならば、私は何も言いませんよ。し

なかった場合は、申請できなかった場合はどう

なるのかということなんですよね。あえて１０

０％、２００％、じゃあ、あとは代議士たちが

一生懸命頑張ってからしてくれるけんでから

て、保証が、担保があればいいですよ。担保が

あればいいんですよ。担保ないですよ、まだ。

いや、それはもう岩崎課長が、もうそれだけ言

って、担保はありますよって言ってもらえば、

私はもうこの予算を通過したいと思います。い

や、本当ですよ。 

 やっぱり我々議会というのは、そういうとこ

ろをチェックするところじゃないですか。それ

をあえて、やっぱり担当の職員というのは、一

生懸命に計画をしてきて、どうしても今言われ

た、もう村上課長補佐が言った内容は全部、本

当に理解しますよ。あえて言えばですね、すば

らしい計画だと思います。ところが我々は、や

っぱりこの予算を計上したなら、予算の審査を

する義務と権利があるし、またそれをやっぱり

要望なり意見としてですね、確かな中で事業を

進めていく、そこまで確認する義務があるわけ

ですので、強調をしておるわけでありますが、

ぜひともその前、１１月の中旬じゃなくしてか

ら１０月の下旬ぐらいにですね、申請の内示が

来るということならば、それは理解をしたいと

思います。 

 ただ、ＤＭＯの当初予算はほとんどまだなか

ったんですけども、今回、理由づけとして、Ｄ

ＭＯに委託されるということの中で、競争心は

そこあたりについては、岩崎課長、副市長は大

変強調されとったわけですね。だから、あえて

言えば、じゃあ、これは副市長の発言とはまる

っきり反対だなという感じがして、職員の方々

がこういう一つの予算編成の中で、ある事業所

に単独であえて指名されたのか、それとも副市

長のところまで、これは予算ですけんでから、

しっかりと副市長の考え方も入っての予算計上

だと思うんですけど、そこあたりはどうです

か、確認をしておきます。 

○観光振興課長（岩崎和也君） 申請に当たり

ましては、十分、庁内で当然、市長まで含めた

ところで協議いたしまして、申請させていただ

いているところでございます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 結構です。後からまた

質問させてください。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（矢本善彦君） 今の山本委員の関連で

すけど、まあ、クルーズ船が来ましてですね、

１００台近くバスが来るんですけれども、ほと

んど松橋の免税店とか、熊本市内の大きいスー

パーなんかに行っているんだけれども、八代に

は十二、三台でしょう、バスがとまるのはです

ね。今、山本委員が言いなったように、やはり

もう少しですね、知恵ば働かせてですね、どう

にかとどまるようなですね、施策をしていただ

きたいと思いますね。 

 それから、クルーズ船の中で、一般質問で言

われるように、八代の特産物を活用していただ
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きたいという意見がありましたね。その後の進

捗状況はどうなっているのか、ちょっとお聞か

せください。 

○観光振興課長（岩崎和也君） まず、市内へ

の立ち寄りのバス台数、先ほどちょっと質問で

はなかったんですけれども、参考までに申し上

げますと、平成２７年度１７５台、４０人の７

０００人。それから現在までの、平成２８年度

の予定が２８６台の４０人で１万１４４０人と

いうことで、４月１０日から６日間の八代市、

例えば、先ほど議題に出ています八代城周辺、

こちらのあたりに来ておるところでございま

す。 

 それから、食産業との関連ということでござ

いますけれども、これは実は今回の地方創生の

テーマといたしまして、海外のクルーズ船をチ

ャンスと捉えて、観光産業を通じた食産業の振

興というようなことで考えております。そうい

ったことで、今回推進しているのは今回予算上

では観光の部分だけが上がっておりますけど

も、フードバレーの振興、こちらともタイアッ

プしての事業展開ということでございます。こ

れまでの実績については、今ちょっと資料のほ

うを持ち合わせておりませんけども、そういっ

た政策間連携をしながら事業を展開していこう

というふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 関連ですけども、今の

担当部は商工部が担当部なんですけれども、海

外のクルーズ船と今のコンテナ船と石油基地の

タンカーの、そのクルーズ船がいかに、言った

ようなそこに影響しているのかと。それプラ

ス、漁業者の方に影響している。それプラス、

遊漁船の方々にどう影響しているのかというこ

とはですね、私が今ちょっと調査をしている真

っ最中なんですよ。 

 というのはですね、熊本新港、ちょっと今調

査しております。で、八代港と今のクルーズ船

も含めてですけれども、この計画というのは担

当部がしっかりした計画の中でされたと思うん

ですけれども、それ以前にですね、クルーズ船

が遊覧船と、つい最近ですけども、遊覧船の方

が２人こっちのほうにおられて、それはなぜか

というと、クルーズ船ははっきり言ってわがま

まみたいな、石油基地の方々、タンカーの方々

に言わせれば、早く着かないかぬ、時間帯にい

つも着かなくていいそうですよね。タンカーは

必ず時間にはしなければ、タンカーは着かなき

ゃいけないということで、クルーズ船はすーっ

と、時間が遅くなったらばーっと、３００メー

トルの航路から少し、――波でですね、この前

２人こうしてから、近いうちにまた市のほうに

もそういう要請があると思います。遊覧船が

今、本当に大きなクルーズ船が来るもんですか

ら、自然に行きよったところが、潮波が立たな

いそうです。わーって、３メートルとかのが来

るそうですよ。 

 そういうことが現実に起きているというの

と、それと漁業者の方々が言われるのには、魚

の漁獲量が少なくなったと。なぜといいます

と、やっぱり大型クルーズ船ですので、スクリ

ューが回る中で濁ったりしてですね、航路を少

しはみ出たならば物すごく濁ってくるとかです

ね、そういう状況で、漁獲高が少なくなり、そ

してまた危険性が最近物すごいと。夫婦で漁師

に出られますけども、前のほうで旦那さんが機

械をいじって、奥さんが下を向いてされると。

ところが、その中でですね、クルーズ船が物す

ごいのがですね、まあ龍峰山みたいな、山みた

いなのがばーっとできてですね、もう恐ろしく

てから、奥さんがわーっとおめかすそうです

よ。そうしたら、漁師の旦那さんがばーっとし

ていかれると、ハンドルを切ってから逃げると

いうのも、現実起こっているという。 
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 それと、貨物船との時間帯のすり合わせ等々

が、大変今、危険性を持って。近いうちに、貨

物船が八代港からある港に行きたいという話が

あっているそうですよね。クルーズ船が多く来

るからということで、大変危険性があるという

ことで。そういうのもあると。だから大分のほ

うに、最近また多くなっていくみたいでです

ね、コンテナ船とかそういう貨物船が八代港は

少なくなるだろうと、クルーズ船が来れば来る

ほど少なくなるだろうというふうな今の情報を

聞いております。これは保安庁も含めてですけ

どですね。 

 私もその調査を今しておりますので、正式な

調査が出たらですね、皆様方に御報告したいと

思いますが、そういうことの環境というのがあ

るという前提の中でですね、私はこのクルーズ

船については、まあ蒲島知事は７０隻という、

７０という目標をですね、掲げておりますけれ

ども、これから八代にはどれくらい来るかわか

りません。ポートセールスも含めて、この前、

市長がアメリカに行って、クルーズ船の話もで

すね、されてきたと思うんですけれども、あ

と、今は受け入れ体制をこの予算で、村上課長

補佐が言ったように、クルーズ船の受け入れ体

制をどうするのかという、これは観光の問題が

一番でありますので、それについては今指摘を

したとおりでありますから、それ以前のことも

ですね、皆さん方が少し把握しておいていただ

ければなと思います。 

 そういうことでありますので、ぜひともです

ね、しっかりした整備をしながら、観光の資源

の強化に努力していただきたいなということ

で、これはもう要望でございますので。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

 委員長をかわります。 

○副委員長（笹本サエ子君） 委員長を交代い

たします。 

○委員（大倉裕一君） １点だけ考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 海外クルーズ船急増に伴う観光資源強化とい

うことで、市整備分で、八代城跡においてお堀

舟めぐりということで上げてあるんですけど

も、今のお堀、見られてわかりますよね。もう

緑色の水ですよ。やっぱり、ここの水、池の環

境をですね、改善してやらないと、舟に乗って

お堀の中を遊覧するというようなことは考えら

れないんじゃないかというふうに私自身は思っ

ているんですが、そのあたりの取り組みという

のは何か考えてある分があるんでしょうか。 

○観光振興課長（岩崎和也君） お堀の浄化だ

というふうに思いますけど、これにつきまして

は、今、お堀内の一部が損壊しているというよ

うなところで、一応、球磨川の支流という形に

なっております。しかしながら今、流れがない

というような状況で、その流れを戻すことによ

って多少浄化につながるのかなというのが、現

在の状況でございます。 

 それから、お堀の確かに色は非常に、澄み切

っているとは言いがたいんですけれども、実は

つい最近、柳川のほうに個人的に見に行きまし

たら、やはり色的には非常に同様な濁り方だっ

たということでございます。ただ、それをその

ままにしていいのかというのは問題でありませ

ん、当然、そういった浄化も含めてですね、お

堀の舟乗り体験ですね、こういったものがスム

ーズに多くの方々に楽しんでもらえるように、

環境、そういったものも整備していく必要があ

るのかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 反論するわけじゃない

んですけども、柳川は町並みを恐らく見させて

いるんじゃないかなというふうな思いを私は持

っています。今度、八代お堀の部分で何を見せ

ようとされるのかですね、そのあたりをしっか

り、やはり考えていかないと、乗る人も確保で
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きぬような状況が見えてくるんじゃないかなと

いうふうな思いもありますので、そのあたりは

しっかりですね、御検討を今後いただきたいと

いうふうに要望しておきたいと思います。あり

がとうございました。 

○副委員長（笹本サエ子君） それでは、委員

長職を委員長にお返しします。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０９号・平成２８年度八代市一般会

計補正予算・第６号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため小会いたします。 

（午後１時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５２分 本会） 

◎議案第９４号・専決処分の報告及びその承認

について（平成２８年度八代市一般会計補正予

算・第３号（関係分）） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 議案第９４号・平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第３号中、当委員会関係分に係る専

決処分の報告及びその承認についてを議題と

し、説明を求めます。 

 それでは、歳出の第１０款・災害復旧費につ

いて、農林水産部から説明をお願いします。 

○農林水産部長（黒木信夫君） 皆さん、お疲

れさまです。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第９４号・専決処分の報告及

びその承認につきまして、内容は平成２８年度

八代市一般会計補正予算・第３号中、当委員会

に付託されました農林水産部関係分について、

枩島次長より御説明申し上げます。御審議方よ

ろしくお願いいたします。 

○農林水産部次長（枩島道則君） 農林水産部

の枩島でございます。座って説明させていただ

きます。 

 それでは、議案書の１３ページをお開きくだ

さい。 

 それでは、下段の款１０・災害復旧費、項１

・農林水産施設災害復旧費、目２・林道施設災

害復旧費で、補正額７１２１万円を計上し、補

正後の金額を１億１０２６万円とするものでご

ざいます。 

 説明欄の、梅雨前線豪雨災害復旧事業の経費

として、補正額７１２１万円を計上しておりま

す。 

 ６月１９日から７月１３日にかけての豪雨に

より、林道において崩土、落石等が発生し、通

行に支障を来したため、早急に機能回復を図る

必要があることから、対応するものでございま

す。 

 被災箇所としましては、坂本支所管内で、林

道袈裟堂深水線など３０路線の２０５カ所、泉

支所管内で林道福根線など１６路線の９９カ

所、合計４６路線３０４カ所となっておりま

す。 

 経費の内訳としましては、崩土、落石などの

処理経費として、需用費５７２１万円、国の補

助災害に係る測量設計委託費として、委託料１

４００万円を計上しております。 

 特定財源としまして、市債１２６０万円を予

定しております。 

 以上で、農林水産部関係分についての説明を
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終わります。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（大倉裕一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（上村哲三君） 一言。一般質問で行い

まして報告を受けた内容ですのでですね、専決

ということで一つ、今回やはり各農林水産事務

所、早期対応、初期対応というのが大変早くて

ですね、刻々と変わる道路情勢の中でですね、

市道関係の迂回路その他、一般質問で言ったと

おりですね、大変対応が早かったということで

ね、改めて感謝したいと思いますし、こういう

専決補正でですね、対応ができた部分だろうと

いうふうに改めて感じます。 

 このようなですね、やはりちゃんとした作業

が手際よくできていけるちゅうのをね、今後も

ぜひ、特に災害ですからですね、通常のやつは

通常のやつでまた頑張ってもらわんといかぬと

だけど、災害ということでですね、このような

対応ができていたちゅうことはですね、皆さん

の頑張りだったなというふうに思います。今後

もまた台風がですね、また週末にかけて迫って

きておったりしますのでですね、今後の対応も

しっかりしていただくように、御意見として申

し上げておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９４号・平成２８年度八代市一般会計

補正予算・第３号中、当委員会関係分に係る専

決処分の報告及びその承認については、承認す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

                              

◎議案第１０８号・八代市龍峯農業研修所条例

の廃止等について 

○委員長（大倉裕一君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第１０８号・八代市龍峯農業研修

所条例の廃止等についてを議題とし、説明を求

めます。 

○農林水産部長（黒木信夫君） ただいま議案

となっております、議案第１０８号・八代市龍

峯農業研修所条例の廃止等につきまして、農林

水産課、小堀課長より説明を申し上げます。御

審議方よろしくお願いいたします。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 農林水産

政策課の小堀でございます。 

 私のほうからは、議案書の８３ページになる

かと思いますが、議案第１０８号・八代市龍峯

農業研修所条例を廃止する等の条例の制定につ

いて、御説明させていただきます。座らせて説

明させていただきます。 

 今回の案件は、来年度のコミュニティセンタ

ー設置に伴い、これに係る当課が所管しており

ます施設、すなわち、八代市龍峯農業研修所、

八代市農村婦人の家、八代市農事研修センター

の３つの施設の条例の廃止または一部改正を行

うものでございます。 

 議案書の８４ページをお開きください。 

 第１条にございますように、八代市龍峯農業

研修所と八代市農村婦人の家の現行条例は、コ

ミュニティセンター条例の制定に伴いまして廃

止をいたします。 

 それから第２条以降は、現行の八代市農事研

修センター条例の一部改正となります。 
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 概略を申し上げますと、現行の八代市農事研

修センター条例には、地域活動のための会議室

等の貸し出しなど、いわゆる施設利用部分と、

農業振興の一環として行っております土壌分析

に関する事項などがうたわれております。 

 このたびのコミュニティセンター設置に伴い

まして、当該施設は農事研修センターとコミュ

ニティセンターが並立する形となりますが、施

設利用に関する部分はコミュニティセンター側

で受け持ち、農事研修センターでは土壌分析に

関する部分を行うこととなるため、今回、これ

に合わせた条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

 具体的には、別にお配りしております新旧対

照表のほうで御説明申し上げたいと思います。

お手元に、こちら、八代市龍峯農業研修所条例

の廃止等についてというタイトルの。表紙つき

の資料でございます。表紙に括弧書きで、八代

市農事研修センター条例新旧対照表と書かれ

て、括弧書きで書いておるものでございます。

よろしいでしょうか。 

 表紙のほうをめくっていただきまして、資料

には第５条から書かれておりますが、ちなみ

に、第１条から第４条は、施設の設置目的、名

称、住所、業務内容、職員の配置について書か

れておりまして、この部分は現在の条例のまま

変更がないため、新旧対照表には省略してござ

います。 

 そこで、第５条の休館日についてでございま

すが、コミュニティセンター側とそろえまし

て、開館日の範囲の中で農事研修センターを開

くということとしております。 

 それから、現行条例の右側のほうですね、第

６条から１２条までは、利用時間や利用の許

可、利用制限など施設利用にかかわる部分で、

この部分はコミュニティセンター条例に譲り、

農事研修センター条例からは削除いたします。 

 それから、現行の第１３条の使用料及び手数

料につきましては、施設の使用料の部分は同様

にコミュニティセンター条例に譲るため削除い

たしまして、新しい条例では第６条として、土

壌分析に係る手数料部分のみといたします。現

行条例では、資料の一番最後の４ページになる

かと思いますが、別表第２に分析項目と手数料

が掲載されておりますが、この別表は削除いた

しまして、改正案の第６条ですね、資料の１ペ

ージに戻りますけども、改正案の第６条に、分

析項目並びに手数料を条文の中に入れてござい

ます。 

 なお、この土壌分析でございますが、現在、

ｐＨやＥＣなど９項目の分析を行っております

が、２９年度からは（１０）にありますＣＥ

Ｃ、これは陽イオン交換容量と言われるもので

ございますが、この項目を加えまして、１０項

目の分析を行います。 

 これに伴い、手数料も、現在の９項目で合計

１７５０円になりますが、１０項目でワンセッ

トで２０００円といたします。 

 次に、資料の２ページにございます、現行の

第１４条ですね、使用料及び手数料の減免及び

第１５条の不還付の部分につきましても、施設

の使用料の部分はコミュニティセンター条例に

譲りまして、土壌分析に係る手数料部分のみと

し、それぞれ改正案の第７条、第８条といたし

ます。 

 現行の第１６条から３ページの第１８条まで

は、コミュニティセンター条例の施設利用に係

る部分であるため削除いたします。 

 それから、現行の第１９条は、改正案の９条

としてそのままということでございます。 

 以上、議案第１０８号・八代市龍峯農業研修

所条例を廃止する等の条例の制定についての説

明とさせていただきます。御審議方、よろしく

お願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 
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○委員（矢本善彦君） せっかくの機会ですの

で、土壌分析についてお尋ねいたします。私も

知らなくて、９項目、これから１０項目になる

ということで、実績はどれぐらいか、ちょっと

お知らせください。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 土壌分析

の実績でございますが、過去５年間ぐらいを申

し上げたいと思います。平成２３年度から２７

年度までの５年間を申し上げたいと思います。

現在、有料分析と無料分析がございますが、合

計の数値でございます。２３年度が４６１件、

それから２４年度が３５６件、２５年度が５２

９件、２６年度が７１４件、それから平成２７

年度、昨年度が８５２件ということで、右肩上

がりというような傾向にございます。（委員矢

本善彦君｢わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） ９条から全部削除なん

ですよね。９条じゃなかった、どこか。条がち

ょっとわからん。そうだ、９条やな。９条から

削除やな。削除でしょう、改正案については。

（農林水産政策課長小堀千年君｢はい」と呼

ぶ）ですね。土壌分析の手数料等については改

正案の中で改正をずっとされる、それはもう改

正案のとおりだと思いますけれども、今の施設

のコミュニティーの利用の中で、土壌分析をさ

れて、今までには研修等もあったと思うんです

よね、研修等も含めてから。年間の、はっきり

言ってから農事センターの業務というのは、以

前と変わらないような体制でいかれるというこ

とですか。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 今回、農

事研修センターとコミュニティセンターの２つ

の施設が併設という形になるわけでございます

が、農事研修センターにおきましては、柱とな

る土壌分析はもとよりでございますが、後継者

育成とか生活改善グループの支援とか、食育推

進事業なんかも行っておりますが、こういった

事業も、いわゆる施設管理の部分以外は従来ど

おり行っていくということとしているところで

ございます。 

 こうした活動をするに当たりましては、コミ

ュニティセンターとなりました現在の農事セン

ターの施設を活用していくといったことになり

ます。 

○委員（山本幸廣君） 支障はないのかな。年

間のスケジュール等を検討された結果、こうい

う改正をされると思うんですが。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） 住民の方

が御利用いただくに当たっては、これまでどお

りということで支障はないものというふうに認

識しております。 

○委員（山本幸廣君） 住民じゃなくしてか

ら、その農事研修センターの年間の行事を含め

て、そういうところに支障はないのかと。住民

というのは支障はないと思うんです。かえって

コミセンで都合がよくなったと思うんですけ

ど。 

○農林水産政策課長（小堀千年君） この農事

センターが従来やってきている事業につきまし

ては、そういう農業者の部分についても、これ

までどおり行っていくと、利用していくと。こ

の施設を利用して行っていくということで、支

障はないというふうに考えております。 

○農林水産政策課副主幹兼農事研修センター所

長（柿本光明君） 農事研修センターの柿本で

す。よろしくお願いします。 

 コミュニティセンターと農事研修センターを

並立ということで、概要は課長が説明したとお

りでございますが、農業関係の利用はこれまで

どおりに行うということで、農事研修センター

だけではございませんで、農村婦人の家と龍峯

農業研修所ともですけれども、従来の農業利用

のほうは従来どおり利用させていただく、もち

ろん減免とかいろいろ使えるのもそうですけれ
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ども、その辺を、コミュニティセンター側の所

管であります市民環境部のほうで覚書等を交わ

しましてですね、農業関係のこれまでの利用に

支障のないような形で運営をしていきたいと思

います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 常に私は、農事研修セ

ンターの充実を図れということを常に言ってき

ました。コミセンとのあなた方の折衝という

か、コミセンの担当部局の考え方と農業関係の

あなた方の考え方というのをですね、整理をさ

れて、この廃止をしたりですね、条例案を改正

されたと思うんですよ。そこあたりについて

は、これからのやっぱり八代の、この八代市が

どういう方向性でいくのか、コミセンを優先し

たのか、それとも農事研修センターと農業関係

を鈍化させていくのかという、そういうです

ね、極端な話なんですが、そういうふうに私は

感じるんですよね。 

 なぜそういう、農事研修センター、農事セン

ターを充実してから、どういうふうにこれから

やらないかぬのかということ。単なる土壌分析

云々じゃいけないんですね、農業後継者を含め

て。じゃあ、どういうのを核としてから、農業

後継者というのをですね、位置づけて、後継者

の育成をしていくのかと。それは、そこによっ

て後継者育成の中でですよ、農事研修センター

の中で、夜間についてはですよ、後継者がそこ

で遊んだり、体力づくりをしたり、そしてまた

コミュニケーションをとったり、そういうのが

これからの、やっぱり八代市の農業振興という

のは私は図っていく必要があると思うんです

よ。 

 何でコミセンなんですか。場所はコミセンは

どこにもあるんじゃないですか、あえて言わせ

れば。コミセンの見直しもしていいんですよ。

誰でも一般質問しとるじゃない、公民館なり出

張所の活用というのは。だけどその方向性も、

市政協力員の方向性も整理もしないで、その方

向性を言っとる。その中にまた農業関係のとこ

ろの施設にですよ、コミセンば配置して、コミ

センだけで八代市の発展がどこにありますか。

農業関係がどんどん縮小されていくような感じ

がしている。 

 体育館ので農業関係のとん、体力づくりやで

すよ、後継者のいろんな交流をする場というの

は、あれぐらいの施設なんか、農業関係が１つ

全部持っとっていいんですよ。その計画をやっ

ぱり立ててほしい。絶対それは今回考えてくだ

さいよ。そうしなければですね、農業後継者の

遊べる場所もありませんよ、今。パチンコ屋に

行ってよろしいんですか。交流の場がないじゃ

ないですか。土壌分析に何人来ますか。だから

こそ、農業後継者の育成なり、いろんな勉強

会、研修等をしながらですね、それは卓球をす

る人もおるかもしれません。テニスをする人も

おるかもしれない。そういうスポーツを交流し

た農業後継者の育成というのを図っていただき

たい。 

 あえて言わせれば、このような改正を見る中

でですよ、私はそれは龍峯であろうが、龍峯で

廃止されるところは、私はそれはあんまり関係

ないんですけど、農事研修センターをコミセン

と一緒にしてくれということ自体が間違ってい

ると私は思っている、この条例改正というの

は。あれぐらいの施設は農業関係で持っとって

いいんですよ。今、本当、後継者の方々、毎日

のように汗を流して、村川委員もおられますけ

ども、後継者はですね、一生懸命ですよ。もう

真夏の暑いのに、そしてまた台風が来れば心配

するしですね、やはり一生懸命、土を交えてか

ら頑張っとるじゃないですか。 

 その中で税収を見てくださいよ、固定資産税

から。市民税、固定資産税を含めて。ハウスな

んて固定資産税をですね、流動資産じゃなくて

固定資産税を払っとるんですから。あの面積を
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ですよ、あえて言わせれば。いかに１次産業が

貢献しとるかですよ。うちの税収にはね返って

きとるのかと、農業関係者の方々が、農業とい

うのが。そういう中で、コミセンで、こういう

農事研修センターをですね、コミセンに一緒に

なってから並立していきましょうなんて、そん

なことありますか。八代市のこの１次産業の、

基幹産業である。それだけは強調して言ってお

きますけんでから。 

 かえってあなた方は、はっきり言ってコミセ

ンでいいですよと、だからこそこういうことで

方針を決めましたと、それでいいんじゃないで

すか。私は本当に認められない、こういうのは

大体。もう少し、やはり部としてですね、考え

ていただきたい。農事研修センターだけはです

ね、譲らんでほしかった、あえて言わせれば。

農業後継者がいなくなったらどうしますか。い

ないから今、外国の実習生をほとんどうちは雇

用してから、何千人も、千何人も把握してい

る。実習生が、はっきり言ってから、今いろん

なトラブルを起こして、八代警察署も全部、そ

の生活提案からお願いしてから、私たちは対応

している。 

 そういう中でですよ、八代農業の位置づけ

を、農業というのは、農家の所得向上を一生懸

命頑張っている後継者に対しては、ある程度こ

ちらから仕掛けて、夜間についてはこういう一

つのプログラムをつくりましたよって。卓球で

もいいし、何でもいいんじゃないですか。それ

から若者との触れ合いの場所だってですね、そ

ういうのはやっぱり計画してくださいよ。そう

しなければ大変なまちに、行政が税収が落ち込

んで、もうはっきり言ってから、財政負担、財

政難になっていきますよ。夕張みたいになって

いくのは間違いありません。２０年したらそう

なりますから。あえて、今回についての改正案

については指摘をしておきます。それについて

何か部長の意気込みはありませんか、私の今の

質問に対して。 

○農林水産部長（黒木信夫君） ただいまの山

本委員からの御質問でありますが、今回のコミ

ュニティセンター化に伴っての、農事研修セン

ターが機能が縮まるんじゃないか、今後の農業

振興に差しさわりがあるんじゃないかというよ

うなお話でありましたが、確かに農業振興は大

事なものであって、私たちもこれに関して滞る

ことがあってはならないと思っております。た

だ今回に関しては、私たちも影響のない範囲で

努力をしていかなければならないし、そういう

判断のもとで今回は提案させてもらっています

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 部長がそういう考え方

をですね、言われた中で、私もあえてから、今

度、市長、副市長には、このことについてはで

すね、物申したいと思っているんですよ。それ

はやっぱり、コミセンはコミセンのですね、考

え方の中で位置づけをしていくという執行部の

方針ですから、それはそれでいいんですけど、

余りにも農業関係の、この農事研修センターと

いうのはですね、甘く見てもらうと困ります。 

 それだけは部長、部長の今の説明の中で私は

納得いかないような状況で、理解はしますけど

ですね、しっかり捉えとってください。農事研

修センターはですね、本当にこれからはです

ね、大変な時期に入ってくる中でですね、一番

の核となるところだけはですね、忘れんどって

ください。別にこれからまた方針として、農事

研修センターを別につくるとかですね、そうい

うことを今度１２月に提案しますから、私のほ

うからですね。それも考えとってください。 

○委員長（大倉裕一君） はい、ほかにありま

せんか。 

○委員（村川清則君） 農家でおりながら、ち

ょっと私の出荷組合が違うところに土壌分析を

頼むもんですから、農事センターを利用しとら

んとが非常に恐縮しておるんですけれども、現



 

－43－ 

行、土壌分析、土を出して、今の制度で細か

く、ｐＨ、ＥＣ腐食、石灰、値段が書いてあり

ますけど、例えばｐＨとＥＣだけ調べてくれと

言ったら３５０円で済むわけですか。というこ

とでしょうか。 

○農林水産政策課副主幹兼農事研修センター所

長（柿本光明君） 従前の条例ではですね、細

かく項目ごとに何か出しておりましたけれど

も、項目別に分析できなくはないんですけれど

も、いっぱいですね、持ち込みがありますと、

それぞれ、これは２項目だけ、これは６項目と

かなってくると、非常に煩雑になってきて間違

いも起こるということで、もう今はセットのほ

うでですね、やらせていただいているというの

が現状でございます。 

○委員（村川清則君） この２０００円という

のは、消費税は抜き。込みですか。 

○農林水産政策課副主幹兼農事研修センター所

長（柿本光明君） その辺も込んでのところの

単価設定ということでございます。 

○委員長（大倉裕一君） よろしいですか。ほ

かにありませんか。 

○委員（笹本サエ子君） １ページのところ

で、第７条、必要があると認めるときは前条第

３項の手数料を減額し、または免除することが

できると書いてありますけど、この必要がある

と認めるとき、何か基準があるんじゃないかと

思うんですけど、具体的に。 

○農林水産政策課副主幹兼農事研修センター所

長（柿本光明君） 土壌分析に関しましては、

数年前、原油が非常に高騰しまして、それに連

動して肥料代が上がったというようなこともご

ざいまして、まあ農業振興の側面もありまし

て、農業者の負担を軽くするという意味で、通

常は３検体まで無料としておったところを、検

体数の制限なく無料にしておりますので、そう

いった場合にですね、減額というのはなかな

か、そこも込んでというのは難しいと思います

ので、減免という形で、そういった形でとらせ

ていただいております。 

 以上です。（委員笹本サエ子君｢はい、わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０８号・八代市龍峯農事研修所条例

の廃止等については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午後２時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２６分 本会） 

◎議案第１０７号・八代市文化センター条例の

一部改正について 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１０７号・八代市文化センター

条例の一部改正についてを議題とし、説明を求

めます。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） お世話に

なります。議案第１０７号・八代市文化センタ

ー条例の一部改正について、担当課であります

吉永文化振興課長に説明させますので、よろし

くお願いいたします。 

○文化振興課長（吉永 明君） 議案第１０７

号・八代市文化センター条例の一部改正につい

て、着座にて説明をさせていただきます。 

 議案書の７９ページをお願いします。 
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 提案理由につきましては、八代市公民館の現

千丁文化センター内への移転により、八代市千

丁文化センターを廃止することに伴い、文化セ

ンターに係る設置及び管理に関する条例を改正

する必要があるため、提案を行うものです。 

 この八代市公民館の位置づけにつきまして

は、平成２７年、昨年６月の政策会議におい

て、既存施設の有効活用を視野に入れ、位置、

利便性、機能などを総合的に判断し、千丁文化

センターと千丁地域福祉保健センターを八代市

公民館とする方針が決定されております。去る

８月には、市長の諮問機関であります八代市厚

生会館・八代市文化センター運営審議会におい

て、千丁文化センターの八代市公民館への移行

について承認していただいております。 

 それでは、八代市文化センター条例の一部改

正の詳細につきましては、別添資料の１ペー

ジ、八代市文化センター条例新旧対照表を使っ

て説明をさせていただきます。表の右側が現行

で、左側に改正案を示しております。 

 まず、条例の名称が、現行では八代市文化セ

ンターとなっておりますが、千丁文化センター

廃止に伴い、鏡文化センターのみになることか

ら、八代市鏡文化センター条例とします。 

 次に、文化センターの名称及び位置は、文化

センターが鏡のみになりますことから、改正案

では本則第２条に、八代市鏡文化センターの名

称及び位置を明記しております。 

 以下、アンダーライン部分につきましては、

ほかの公の施設と合わせた字句の整理を行って

おります。 

 次に、資料３ページから５ページまでの別表

第２（第９条関係）にあります、千丁文化セン

ターと鏡文化センターの現行の使用料の規定を

削除し、改正案では鏡文化センターの使用料と

して、別表（第９条関係）に明記しておりま

す。この使用料につきましては、利用者への影

響がないよう、現行の鏡文化センターの料金を

そのまま据え置いております。 

 最後に、資料の５ページになりますが、本条

例の改正に伴い、関係する条例の一部を改正す

る必要があり、現行の八代市厚生会館・八代市

文化センター運営審議会設置条例の名称を、八

代市厚生会館・八代市鏡文化センター運営審議

会設置条例に、また条文中、八代市文化センタ

ーとありますのを八代市鏡文化センターに改め

ております。 

 以上で、議案第１０７号・八代市文化センタ

ー条例の一部改正についての説明を終わりま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですので、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０７号・八代市文化センター条例の

一部改正については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかわりのため小会いたします。 

（午後２時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４０分 本会） 

◎議案第８８号・平成２７年度八代市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定について 

○委員長（大倉裕一君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、決算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第８８号・平成２７年度八代市水

道事業会計利益の処分及び決算の認定について
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を議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） こんにちは。水道

局の宮本でございます。（｢こんにちは」と呼

ぶ者あり）着座にて説明させていただきます。 

 それでは、議案第８８号・平成２７年度八代

市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて御説明いたします。 

 別冊の平成２７年度八代市水道事業決算書を

お願いいたします。 

 １７ページから２８ページが事業報告書でご

ざいます。 

 ２１ページから２２ページに２００万円以上

の建設改良工事を、２３ページに平成２６年度

からの繰越工事を掲載いたしております。 

 参考までに、別紙にて位置図をお配りいたし

ております。 

 建設改良事業につきましては、本年度も、配

水管整備事業といたしまして、幹線配水管の２

系統化のため、上野町において配水本管４５０

ミリの布設を行うとともに、公共下水道工事と

同時施工により、太田郷、松高、八千把及び宮

地地区の配水管未整備地区への配水管布設工事

を施工いたしました。 

 一方、配水管改良事業としましては、大島

町、宮地町及び日奈久地区において老朽管更新

工事を行っております。 

 なお、建設改良費のうち、配水管整備事業６

３８５万５０００円が年度内に完了できず、次

年度へ繰り越しました。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 給水普及状況でございますが、給水区域内の

戸数及び人口がそれぞれ３万５１１戸、６万９

９７６人に対しまして、給水実績は、戸数が１

万５１４４戸、人口が４万９７４人でございま

して、戸数は１８６戸増加したものの、人口は

１３４人減少し、給水区域内の普及率は５８.

５５％となりました。 

 配水量、有収水量及び電力使用量でございま

すが、配水量が４３８万８５２５立方メート

ル、有収水量が３６６万５８５３立方メート

ル、有収率が８３.５３％、電力使用量が２０

２万８２１２キロワットアワーでございまし

た。効率的な水道水の供給に努めるべく、本年

度も配水管等の漏水調査を行い、有収率は前年

度に比べまして０.６６ポイント上がりまし

た。 

 次に、２５ページの給水量でございますが、

１日平均・１日最大水量等、各項目ともわずか

ではありますが伸びております。 

 水道料金調定及び収入でございますが、調定

額４億６０２８万２００３円、収入済額４億２

３９８万７５５５円、未収額が３６２９万４４

４８円、徴収率が９２.１１％となっておりま

すが、これは３月３１日時点では３月分水道料

金の口座振替分が収納されておりません。７月

末現在では徴収率は９９.９％でございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 供給単価及び給水原価でございますが、供給

単価が１２５円５６銭、給水原価は９７円７２

銭でございました。 

 次の事業収入に関する事項、事業費に関する

事項及び２９ページ以降の附属明細書につきま

しては、後ほど別表にて説明いたしますので省

略させていただきます。 

 ２８ページ、企業債及び一時借入金の概況で

ございますが、平成２７年度は企業債の借り入

れは行わず、７７４５万８６０２円償還し、残

高は１１億４９５５万２１６０円となりまし

た。 

 ページを戻りまして、３ページから６ページ

が決算報告書でございます。 

 企業会計では、当該年度の損益取引に係る収

入・支出の収益的収支、また、資産、負債及び

資本の増減に関する取引に係る収入・支出の資

本的収支の二本立ての予算になっております。 

 決算の内容につきましては、前年度との比較
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をいたしております別添の資料にて御説明させ

ていただきます。資料をお願いいたします。 

 収益的収支につきましては、経営成績をあら

わします損益計算書に合わせまして、消費税抜

きの数値で作成いたしております。 

 まず、収益的収支の収入でございますが、項

１・営業収益４億６８３４万２６７５円。 

 内訳としまして、目１・給水収益４億６０２

８万２００３円、これは料金収入でございま

す。 

 目２・受託工事収益６０２万８９７２円、こ

れは給水工事収益と修繕工事収益でございま

す。 

 目３・その他の営業収益２０３万１７００

円、主に諸手数料でございます。 

 項２・営業外収益１６２３万１１６１円。 

 内訳としまして、目１・受取利息５９万５２

５２円。 

 目２・他会計補助金１１９万６１２８円、こ

れは第３工区企業誘致に係る配水管布設工事に

要した企業債の利子補給４９万５０００円と、

企業職員の児童手当６６万４０００円に係る一

般会計補助金が主なものでございます。 

 目３・長期前受金戻入１２４３万６０６１

円、これは会計基準見直しによります資本剰余

金等により取得した償却資産の平成２７年度減

価償却見合い分でございます。 

 目４・雑収益２００万３７２０円、これは主

に量水器の取替評価差額でございます。 

 項３・特別利益１万３４７９円。これは、過

年度分の調定増などの過年度損益修正益でござ

います。 

 収入合計４億８４５８万７３１５円となって

おります。 

 次に、収益的支出でございますが、項１・営

業費用３億５９５４万９９５８円。 

 内訳としまして、目１・原水及び浄水費５９

６１万５６２２円、これは水源地関係の費用で

ございます。その主なものとしまして、一般職

２名の人件費、水源地運転管理業務委託、水源

地動力費などでございます。 

 目２・配水及び給水費５５３１万１１２４円

でございまして、これは配水及び給水施設に係

る費用でございます。その主なものとしまして

は、一般職３名の人件費、外港船舶給水所管理

非常勤職員１名の賃金、配水管及び給水管の修

繕費、漏水調査委託料などでございます。 

 目３・受託工事費１５１３万４２７円、これ

は新規給水工事の管理及び既設給配水管切替工

事等の受託に要する費用でございます。その主

なものは、一般職２名の人件費、給配水管の切

替工事などの工事請負費などでございます。 

 目４・総係費８４５５万６６１１円、これは

一般業務関係の費用でございます。その主なも

のは、一般職６名の人件費、水道料金滞納整理

事務非常勤職員等３名の賃金、検針業務委託

料、料金システム・会計システムの保守料など

でございます。 

 目５・減価償却費１億４４９３万６１１４円

でございます。 

 項２・営業外費用２６２５万２２４１円。主

なものは目１・支払利息２６２５万２１０７円

でございます。 

 項３・特別損失８万８６３１円。これは過年

度分の調定減などの過年度損益修正損でござい

ます。 

 支出合計３億８５８９万８３０円となり、資

料右下の欄になりますが、収益的収支は９８６

９万６４８５円の当年度純利益が生じました。 

 次に、資本的収支の収入でございますが、項

１・工事負担金４７１万４２００円。これは、

消火栓設置に係る一般会計負担金の他会計負担

金でございます。 

 項２・出資金２１２５万９０００円、これは

第４次拡張事業に伴う一般会計からの出資金で

ございます。 
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 収入合計２５９７万３２００円となっており

ます。 

 次に、資本的支出でございますが、項１・建

設改良費２億４１万１８９２円。 

 内訳といたしまして、目１・配水設備拡張費

１億５３８８万９２８３円、これは給水区域内

に配水管２９５３メートルを布設いたしており

ます。 

 目２・配水設備改良費３９０７万６７５９

円、老朽管更新工事８７０メートルを施工いた

しております。 

 営業設備費７４４万５８５０円、これは企業

会計システム、水道料金システム及び地図情報

システムの改修及び新規給水に係る量水器の購

入に要した経費でございます。 

 項２・企業債償還金７７４５万８６０２円で

ございます。 

 支出合計２億７７８７万４９４円となり、下

の欄でございますが、資本的収支は２億５１８

９万７２９４円が不足いたしますが、これは、

減債積立金取り崩し額７７４５万８６０２円、

過年度分損益勘定留保資金１億５９６６万６６

５８円及び当年度分消費税資本的収支調整額１

４７７万２０３４円で補塡いたしております。 

 次に財務諸表でございますが、決算書９ペー

ジから１０ページが損益計算書でございまし

て、平成２７年度は９８６９万６４８５円の純

利益を生じました。これに、平成２７年度の起

債償還のために減債積立金を取り崩した額、そ

の他、未処分利益剰余金変動額７７４５万８６

０２円を足しまして、当年度未処分利益剰余金

は１億７６１５万５０８７円となりました。 

 １１ページが剰余金計算書でございます。 

 前年度決算で議決いただきました利益の処分

により、未処分利益剰余金は、前年度末残高４

億６５７６万７７３４円のうち３億７２７４万

４５７２円を資本金へ組み入れ、９３０２万３

１６２円を減債積立金に積み立てたため、処分

後の残高はゼロ円となりましたが、当年度生じ

ました純利益９８６９万６４８５円と減債積立

金７７４５万８６０２円の取り崩しにより、当

年度末残高は１億７６１５万５０８７円となり

ました。 

 １２ページは剰余金処分計算書でございま

す。 

 これは本議案の議決事項である利益の処分で

ございまして、当年度未処分利益剰余金１億７

６１５万５０８７円を減債積立金に６５１５万

８７５５円、建設改良積立金に３３５３万７７

３０円を積み立て、減債積立金を取り崩し企業

債償還金に充当いたしました７７４５万８６０

２円を資本金へ組み入れる予定でございます。 

 １３ページから１６ページが貸借対照表でご

ざいます。この表は、平成２７年度末における

企業の財政状態を明らかにするもので、事業年

度内における損益や資産、負債及び資本の増減

結果を反映し、資産合計と、負債と資本の合計

が一致するようになっております。 

 平成２７年度中における増減と期末残高は、

資産が４２２５万４０６９円の増加で４４億７

６９０万３５３８円、負債が５６４４万２４１

６円の減少で１６億３３１３万４３８１円、資

本が９８６９万６４８５円の増加で２８億４３

７６万９１５７円となりました。 

 １４ページの資産合計及び１６ページの負債

資本合計は４４億７６９０万３５３８円となっ

ております。 

 なお、平成１９年６月に公布されました地方

公共団体の財政の健全化に関する法律により、

公表すべき健全化判断比率であります企業会計

資金不足比率につきましては、資金不足を生じ

ておりません。 

 しかしながら、普及率向上のためには、さら

に配水管の整備が必要でございます。また、老

朽管・水源設備の更新など、今後も継続的な設

備投資が必要であり、健全経営を維持していけ
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ますよう、なお一層効率的な事業運営を行って

まいる所存でございます。 

 以上、説明を終わります。御審議方よろしく

お願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 今、決算説明がありま

したが、一番、今後の業務の実績から経営成

績、さらには固定費等々を含めた中でですね、

先ほど言われましたけども、給水人口あたりの

普及にはどのような努力をされるという気持ち

ですか。 

○水道局長（宮本誠司君） 今後も下水道工事

と同時施工によりまして、配水管の未普及地域

において水道の普及を図っていきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 普及率を含めてから、

これからは、今のところはどうにか、黒字経営

というと、言っていないんですけれども、そう

いう状況でありますけれども、自然環境という

のはもっと変わってきますよね。そういう状況

の中で、ことしは特に暑い日が夏は続きました

ですよね。ですから、こういう状況の中で普及

というのは進めていかなければ、もしも寒い日

が必然的に来たときには、水道の、はっきり言

って、水道料金も含めてですけれども、なかな

か厳しいような状況になってくるし、よろしけ

れば給水人口の普及には努めていただきたい

と。今回は０.１％ぐらいしか上がっていない

んですよね、普及についてはね。そういう努力

をしてほしいなというふうに、きょうの決算状

況を見てから、説明の中で感じました。よろし

くお願いしておきます。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですので、

これより採決いたします。 

 議案第８８号・平成２７年度八代市水道事業

会計利益の処分及び決算の認定については、原

案のとおり可決及び認定するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

件は原案のとおり可決及び認定することと決し

ました。 

                              

◎議案第８９号・平成２７年度八代市病院事業

会計決算の認定について 

○委員長（大倉裕一君） 次に、議案第８９号

・平成２７年度八代市病院事業会計決算の認定

についてを議題とし、説明を求めます。 

○市立病院事務部事務長（田中智樹君） 市立

病院、田中でございます。よろしくお願いいた

します。お世話になります。座って説明させて

いただきます。 

 それでは、議案第８９号・平成２７年度八代

市病院事業会計決算の認定につきまして、御説

明いたします。決算書のほうをごらんくださ

い。 

 決算書の３ページの決算報告書から、１３ペ

ージの貸借対照表までにつきましては、先日の

本会議で病院長より御説明させていただきまし

たので、本日の説明の中では省略させていただ

きます。 

 １７ページをお願いいたします。平成２７年

度八代市病院事業報告書でございます。 

 まず、概況の総括事項ですが、中段までを読

み上げさせていただきます。 

 自治体病院の使命と役割は、地域住民の医療

を確保し、住民の健康を保持することにより福
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祉の増進に寄与するとともに、採算性の面か

ら、民間医療機関による提供が困難な医療を提

供することにあります。このような観点から、

自治体病院として八代市立病院が担っていくべ

き主な医療としては、急性期医療や開業医を初

めとする地域の医療機関や、介護福祉施設との

連携による後方支援機能の充実、僻地医療、結

核治療などの政策医療の実践が挙げられます。 

 近年、市立病院を取り巻く環境は大きく変化

しつつあります。地域医療構想や新しい公立病

院改革プランなど、今後の病院運営のあり方に

大きく関与する問題が山積しています。また、

国の政策として平成３７年をめどに整備が進め

られている地域包括ケアシステムについても、

市立病院が政策的な医療体制の中で、病院の存

続価値を見出すことが可能であるかについて、

十分検討していかなければなりません。 

 このような状況を踏まえた上で、市立病院は

現有する診療環境のもと、可能な限り地域住民

のニーズに応えるとともに、施設の維持整備や

経営改善に向けた取り組みを行ってまいりまし

た。 

 初めに決算内容でございますが、こちらは７

ページの損益計算書をごらんください。７ペー

ジをお願いいたします。 

 まず、本業であります医業収益は、入院、外

来、その他医業収益を合わせて、５億３５０６

万９９８０円でありました。医業費用は総額６

億３９５５万２０５８円であり、差し引きます

と、１億４４８万２０７８円の医業損失となり

ます。 

 一方、３の医業外収益では、一般会計からの

負担金や長期前受金戻入など、総額１億８５６

３万９９０９円となり、次のページ、医業外費

用の合計は４８１８万７８４０円となり、これ

を差し引きますと、１億３７４５万２０６９円

の医業外利益となります。 

 先ほどの医業損失１億４４８万２０７８円

と、この医業外利益１億３７４５万２０６９円

を合わせました３２９６万９９９１円が、当年

度の経常利益となります。 

 これに、６の特別損失６１万３５３０円を差

し引きまして、当年度の純利益が３２３５万６

４６１円となります。 

 よって、前年度からの繰越欠損金４０７９万

９４１８円から当年度の純利益を差し引きます

と、当年度末の未処理欠損金は８４４万２９５

７円に減少いたしました。 

 以上が２７年度の総括事項でございます。 

 ページを戻りまして、１８ページをお願いい

たします。 

 議会の議決事項につきましては、昨年９月の

決算認定及び本年３月の当初予算の議決でござ

います。次の行政官庁認可事項については、ご

ざいませんでした。 

 １９ページの職員に関する事項については、

後ほどごらんいただければと思います。 

 ２０ページをお願いいたします。料金その他

供給条件の設定、変更に関する事項も、該当事

項はございませんでした。 

 ２１ページの工事及び備品の購入状況です。 

 主な内容は、寝たきりの入院患者様が多いた

め、３階病棟の浴室を、これまでの浴槽タイプ

から、専用ストレッチャーを使って寝たままの

状態で入浴ができる浴室に改修をしました。ま

た、病棟の入院ベッド１５台を電動式のベッド

に入れかえました。以下、ごらんの備品を購入

いたしました。 

 ２２ページからは業務でございます。 

 まず業務量ですが、１つ目の表は、患者数と

診療収入を前年度と比較したものです。 

 平成２７年度の患者数は、入院で年間２万７

９６人、１日平均にしますと５６.８人でござ

います。外来では、年間７９３２人、１日平均

３２.６人でございます。 

 入院、外来合わせました患者数は、年間２万
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８７２８人となり、１日平均８９.４人でござ

います。 

 表右側の診療収入では、入院収益で４億８０

８万２４２９円、１人１日平均１万９６２３円

でございます。外来収益では、１億１３３４万

２１７４円、１人１日平均１万４２８９円でご

ざいます。合わせますと、５億２１４２万４６

０３円の収入となり、１人１日平均１万８１５

０円となりました。 

 平成２６年度と比較しますと、患者数、診療

収入ともに減少しております。 

 主な要因としては、入院では、一部の病棟で

重症による長期入院の患者様がふえたことによ

り、思ったようにベッドコントロールができ

ず、結果的に患者数、診療収入ともに減少とな

りました。 

 外来では、周辺地域の人口の減少や特化した

診療科目を持たないことから、１日平均１.４

人の患者数の減少となってしまいました。 

 なお、当院では１回の診療における投薬期間

が比較的長いために、診療収入は前年並みとな

っております。 

 ２３ページの下段の表、（ハ）は、入院ベッ

ドの利用状況でございます。一般病床では、年

間延べ患者数が２万２４８人、１日平均では５

５.３人となり、前年度と比較しますと、年間

で８９９人、１日平均で２.６人減少した結果

となりました。病床利用率は、前年より４ポイ

ント減の８３.８％となりました。 

 一方、結核病床では、年間延べ患者数５４８

人、１日平均１.５人でありまして、前年度よ

り年間で２２１人、１日平均０.６人とわずか

な増加となりました。病床利用率も、前年より

２ポイント増の５％となりました。 

 一般病床では、前年度より患者数は若干減少

したものの、目標としております病床利用率８

０％以上をキープすることができました。結核

病床においては、わずかに増加はしたものの、

ここ数年、入院患者数は非常に少なくなってお

ります。 

 ２４ページは、事業収入の項目別の決算状況

を前年度と比較したものです。項１の医業収益

から項３の特別利益までを合わせた事業収入の

合計は、７億２０７０万９８８９円でございま

して、前年度より５９１万１９００円の増加と

なっております。 

 特に増減が大きかった項目は、項１の（１）

入院収益において、病床利用率が前年度よりマ

イナス４ポイント低下したことにより、２３６

３万６９３１円の減収となったことと、項２の

（５）その他医業外収益において、収益増加に

伴い当院が消費税の課税業者となったことか

ら、簡易課税方式の財務処理上、消費税相当分

を本項目で仕分けすることとなり、１９２７万

３３８２円の増加となりました。 

 ２５ページは、事業費に係る項目別決算状況

を示しております。収入と同様に御説明いたし

ます。 

 項１の医業費用から項３の特別損失までを合

わせた事業費の合計は、６億８８３５万３４２

８円でございまして、前年度より１億５７９１

万１６２３円の減少となっております。 

 増減が大きかった項目としては、項２の医業

外費用、（３）雑損失として、消費税相当分３

５１７万７５１１円を新たに仕分けしたことに

よるものです。これによりまして、各項目の決

算数値が税抜きの金額となるため、その相当分

が減少した形となっております。 

 また、項３の（４）その他特別損失がゼロ円

となり、１億７８７５万１０５７円の大幅な減

少となりました。これは、前年度において、会

計基準の見直しに伴う過年度分の各種引当金を

一括計上したことによる影響でございまして、

結果的に事業費総額の減少の要因となったもの

でございます。 

 以上、事業収入の合計から事業費の合計を差
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し引きますと、３２３５万６４６１円となり、

先ほど御説明しました８ページの損益計算書、

下から３行目に記載しております当年度の純利

益と一致するところでございます。これによ

り、経常利益ベースでは３年連続の黒字決算と

なりました。 

 ただいま御説明しました各項目の内訳につい

ては、３０ページから３４ページにかけて収益

費用明細書に記載しておりますので、後ほどご

らんいただきたいと思います。 

 最後に、２６ページをお願いいたします。 

 ４・会計（１）企業債及び一時借入金の概況

でございます。 

 まず、（イ）の企業債では、表のとおり、今

回、電動ベッド１５台購入に伴う借り入れ４１

０万円を行いましたので、年度末の元金残高合

計は、１０１３万６８７１円となりました。内

訳につきましては３６ページで御確認をお願い

いたしたいと思います。 

 次の（ロ）一時借入金につきましては、これ

までの借り入れ、また本年度の借り入れもあり

ませんでしたので、全てゼロでございます。 

 なお、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律により、公表すべき２７年度決算に基づく

企業会計資金不足比率につきましては、資金不

足を生じておりませんことを、あわせて報告さ

せていただきます。 

 以上が、２７年度の病院事業会計決算につい

て説明を申し上げました。 

 なお、今年度は熊本地震の影響によりまし

て、入院診療を休止した状態が続いておりま

す。ただいま御説明しましたとおり、当院の収

益の機軸は入院診療でありますので、大幅な収

益悪化が予想されます。八代圏域における地域

医療構想の策定を踏まえ、今後の病院事業の方

向性を判断していくところでございます。それ

までの間、収支の悪化を最小限にとどめるとと

もに、仮設診療棟による外来診療を継続し、地

域の医療を守っていく所存でございます。 

 以上、御審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長（大倉裕一君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 事務長から決算書の説

明をいただきました。本当にこの決算書を見な

がらですね、大変、院長を初め事務長、看護師

さん関係の職員の方々の御努力にですね、この

場でありますけれども敬意を表したい、そうい

う念で今発言をしているところであります。 

 報告書を見る中でですね、やはり私は、再三

となく、いろんな議会からもですね、累積で４

０００万ぐらいあるんじゃないかと、これから

の病院経営はどうするんだということをです

ね、たくさんの方々からですね、指摘があっ

た、そういう中でですね、大変努力をなされ

て、３年連続黒字を出し、そしてまた今回につ

いてはですね、３２００万円以上のですね、黒

字経営を、利益を上げられたという中で、本当

に日ごろからの努力に対して改めて敬意を表し

たいと思います。 

 ただ、今後の課題として残っているのが、先

ほど来病院長が言われたようにですね、今回の

熊本地震で、病院棟があのような状況になりま

したので、今、外来の棟だけ入院棟については

休止状態の状況でありますので、今後の課題と

して、熊本県が地域医療構想という構想の中で

と言われておりますけれども、それはそれとし

て、公立病院の役割というのをですね、しっか

りこれから私は検討してほしいと思うんです

よ。なぜ今、公立病院が必要なのかと。 

 これから公立病院の、地域医療を含めてです

ね、その役割というのは果たさなければいけな

い、そういう一つの時代に来るんだろうと思い

ます。それはなぜかというと、高齢化社会がど

んどんどんどん進んでいくからこそ、公立病院

の位置づけ、地域の医療体制の中でですね、や

はり開業医等々のですね、支援をどうやってし
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ていくのかというのもですね、公立病院の使命

だと思うんですよ。そういうことをですね、ま

ず私は、この総括の中で病院長がされた中でで

すね、私はそういうふうに思いました。 

 そういうことで、収支悪化が最小限に努める

ということでありますけれども、我々議員とし

てもですね、この委員会としてもですね、入院

棟についてはですね、一日でも再開できるよう

な体制を、やはりいち早くすべきだと私は思い

ます。そこあたりについてですね、病院長に求

めることはいたしません。これはもう私の要望

でありますので、委員長、ぜひともですね、こ

の委員会等でもですね、公立病院のあり方と、

そしてまた今後の市立病院のですね、課題とし

て、収支悪化に最小限の努力をすることをです

ね、私は申し添えて、要望といたしたいと思い

ます。 

○委員長（大倉裕一君） ほかに質疑ありませ

んか。 

○委員（笹本サエ子君） 今、山本委員から非

常に感動的な発言、要請があったと思うんです

ね。やっぱり八代市立病院は自治体立の病院と

して地域医療圏に貢献している。ずっと綿々と

報告の中でもありましたように、急性期の病

院、それから開業医の先生方、それから介護福

祉、そして老人施設ですね、そういうところか

らの再建への要望は非常に強く出ていると思い

ますね。それに応えるべく自治体が、やっぱり

住民の命、健康を守るため、第一義的な目標が

ありますので、それを果たすべくですね、やっ

ぱり真剣に考える必要があると思います。 

 地域医療構想というのは一つありますけれど

も、この一般質問で言いましたが、地域医療構

想そのものは国が医療費抑制のために方針を打

ち出して、そして急性期の病院の患者さんをで

きるだけ早く退院に持っていくと、そういう方

針のもとに打ち出したんですね。だから、県が

その調整役として役割を今目指しているところ

なんだけど、やっぱり自治体としてはですね、

この市立病院がどうあるべきかと、八代市域医

療圏にとってどうあるべきかということをね、

きちんと考えていただきたいと思うんです。 

 収支状況を見るとですね、あれだけ古い、も

う本当に地震に耐えないというような状況の中

でですね、やっぱり努力をされて、経営も黒字

にされてきたと。これが本当にもっとね、病院

としての施設として、清潔感があったりいろい

ろしていればですね、もっと第二次的な受け入

れ体制だけじゃなくて、入院患者さんもあった

であろうと私は想像するんです。この病床利用

率からいくと、熊本労災とか熊本総合とかも負

けるようなね、利用率になっているんですね。 

 国も公立病院の改革ガイドラインというのが

あって、過去３年間、病床利用率が７０％を超

えていれば病床を減らしたり、それから診療所

化に持っていく必要はないと、国も言っている

わけです。だから市立病院はそれに合致してい

ますので、そういう診療所化したりしなくても

いいわけですから、ぜひこれを機会にですね、

再建をされるように願っています。山本委員の

言葉、本当にありがたく承りました。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） 要望という形でよろ

しいですね。（委員笹本サエ子君｢はい、要望

で」と呼ぶ）ほかに質疑ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） もう一回、意見でよろ

しいですか。 

○委員長（大倉裕一君） じゃあ、この後、意

見をお願いしたいと思います。 

 質疑はほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（山本幸廣君） 今回、決算審査の意見

書が監査委員から出されております。特に監査
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の意見としてはですね、経営状況の改善を図ら

れたと、そしてまた今後はですね、市立病院の

病床再開などを含めた病院運営については、市

立病院の役割や経営の形態に十分検討してほし

いと。その中でもですね、地域医療構想もあり

ますけども、やはり病床の再開というのを一日

も早くすべきだというような監査の意見書もあ

ります。内容的にはまだまだあるわけですけ

ど、私はこの監査の意見というのは十分に、き

ょうは上村監査委員が、今現在監査におられま

すけど、その意見書をですね、我々は反映しな

がらですね、院長、事務長もしっかりですね、

病床再開に向けてですね、頑張っていただきた

いと思います。意見としてしっかり述べておき

ます。 

○委員長（大倉裕一君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） ないようですので、

これより採決いたします。 

 議案第８９号・平成２７年度八代市病院事業

会計決算の認定については、認定するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

件は認定することに決しました。 

 執行部退室のため小会いたします。 

（午後３時２２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２５分 本会） 

◎請願第３号・八代市武道館建設について 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。 

 審査に入ります前に、郵送にて届いておりま

す要望書については、写しをお手元に配付して

おりますので、御一読いただければと存じま

す。 

 今回、当委員会に付託となりましたのは、新

規の請願１件と陳情２件、それから継続審査の

請願１件です。 

 それではまず、新規に付託となりました請願

第３号・八代市武道館建設についてを議題とし

ます。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（大倉裕一君） 本件について御意見

などはありませんか。 

○委員（矢本善彦君） 担当部署が来ておれ

ば、ちょっと中に入っていただいて聞きたいこ

とがあります。 

○委員長（大倉裕一君） ただいま、本件に関

して執行部に説明を求めるとの意見が出ました

が、これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 異議なしと認め、執

行部に説明を求めることにいたします。 

 小会します。 

（午後３時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２９分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

○委員（矢本善彦君） 担当課が来られました

ので、少し質問したいと思います。 

 これまでですね、長年、私も議員生活をする

中で、随分いろんな周辺地域の方からも苦情な

んかいただいてですね、早う武道館ばつくって

くれんばあかんぞという話を聞いておりまし

た。特にですね、雨が降る日なんかは、あそこ

の路上にですね、車がとまってですね、まあ事

故がなかったから、大きい事故がないからいい

ものですけれども、私は本当に以前から、この

武道館というのは懸案でありました。 

 その中でですね、今どのような進捗状態にな

っているのか、土地のいろんな問題とか、そう

いう問題に、どのぐらいの進捗状況になってい
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るのか、ちょっと教えてください。 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） 失礼しま

す。スポーツ振興課、下村と申します。よろし

くお願いします。 

 今、委員のほうからありましたけれども、経

過を含めてですね、これまでどういった経過で

来ているかということまで申し上げまして、回

答としたいと思います。 

 今回の武道館に関して請願が出されました中

で、施設の課題、利用状況と、駐車場の不足、

それと空調設備の未整備等がございまして、平

成２４年度におきましては、八代市のスポーツ

施設整備及び充実等に関する指針というのをス

ポーツ振興課のほうで策定したところでござい

ます。 

 そして、２５年度に武道協議会との協議を開

始しました。また、新武道館建設調査業務委託

の実施、市職員による他市武道施設の視察等を

行っております。 

 平成２６年度におきましては、新武道館建設

の庁内検討委員会の実施を行っております。ま

た、武道協議会と市職員によります他武道施設

の視察等も行っているというところでございま

す。 

 平成２７年、昨年度ですけれども、本市の体

育施設、２５施設ございますけれども、武道館

を含めた施設の将来的な活用方針についての検

討ということで、このあり方検討会を開始いた

しました。これにつきましては、２７年度、２

８年度、そして２９年度、３カ年でですね、現

在の市体育施設の、合併後は２５の体育施設が

ございますけれども、施設状況と利用者等が多

い少ないとか、地域の中の体育施設であるのか

全体的な部分の拠点施設であること等を、この

際洗い直してしまおうと。その上で、武道協議

会のおっしゃいます新武道館建設も含んだとこ

ろでですね、総合的な整備計画を検討していこ

うということで、今日まで来ているところでご

ざいます。 

 以上でございます。（委員矢本善彦君｢わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 今の矢本委員の質問に

対して執行部から説明いただきました。私は今

回、請願・陳情の文書表をしっかり見させてい

ただきました。陳情者、武道協会の会長の増田

会長のほうからですね、強い要望が内容があっ

ております。私の視点も含めて、私ごとも含め

てでありますけれども、これは委員長にお許し

いただきたいと思いますが、私も毎日あの通り

を、武道館を見て帰っておりますし、また、中

にも何回も入りました。 

 ちょうど３年前に私の友人といいますか、相

撲をしている旭天鵬から白鵬からですね、来た

ときに、あそこでちょうど小さい子供の声がす

るもんですから、その大相撲の力士が、小学校

ですかということで言われて、いや、小学校じ

ゃありませんということで、その武道館の中に

入って、ちょうど私の知り合いの柔道を教える

方がおられてから、三、四十人ぐらい子供さん

がおられてですね、そのときは大変暑かったん

ですね。 

 そういう状況を見ながら、子供の声の中でで

すね、その力士が大変感動しまして、帰ってく

るときに言われたのが、大変古いですねと。同

時に、入り口がどこか、ちょうど私たちは裏か

ら上がっていきましたからですね、声がしたも

んですから。駐車場がないですねとかですね、

本当にそういう、全然初めて八代に来た人が武

道館を見て言われたし、私も毎日のようにあそ

こを通り、そしてまた、あそこで私の友人もい

ろんな武道をしております、あそこで一緒に。 

 この趣旨の中で１番目から５番目までをしっ

かりですね、建築の４０年というのは、先ほど

私が申し上げましたように古い。駐車場がな
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い。そしてまた近隣住民からのですね、駐車場

の問題、騒音関係でいろんな苦情があっている

というのもお聞きしております。４番目の、本

市は熊本県第２の都市と言われている。県内市

の武道館を比較し、今では県下でも最もこのよ

うな状況の武道館になっていると。そしてまた

５番目でありますけれども、小規模な大会すら

開催できないということで、もう本当にこの趣

旨を私はしっかり理解をしてですね、この文書

表に理解をし、私はこの請願にはですね、賛成

をする、そういう立場の中で今発言をしており

ます。 

 特に武道関係をなされる方々のリーダーとい

うのは大変苦労なされている現状を見ながらで

すね、私たちも議員もしっかり、この委員会で

この趣旨を了としながらですね、どういう、今

執行部が説明したように、２７年では総合的な

整備の計画を今検討しているということであり

ますので、早期的なですね、完成を目指して、

私たちも努力すべきだと。私も常に今、空手等

を習っておりますけれども、やっぱり指導者の

方々の苦労というのは、露天でですね、するよ

うな状況もありました。あっております。そう

いうことで、一日も早い武道館の建設をしてほ

しいと、そういうふうに。 

 もう執行部からのですね、答えは要りませ

ん。強い強い要望だということで御理解をして

いただきたいと思います。 

○委員（上村哲三君） ちょっとスポーツ振興

課長、前回までにね、何か場所の検討ぐらいま

ではしたんじゃなかろうかということだったと

思うんだけど、その結果報告はどのようになっ

とるかな。候補地を何か一回探ってみたという

ふうに聞いとったんだけど、それは何もあとは

ないのかな。 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） お答えい

たします。確かに具体的な候補地までは申し上

げていないようでございます。現時点での公的

施設、また一般質問等にもありましたけれど

も、新駅周辺でありますとか、そういった部分

について、１１カ所の場所の名前を出しました

けれども、実はどれほどの規模の武道館を建設

したらいいかというような部分について、もう

ちょっと詳しく協議されておかなければならな

かった部分がございますけれども、そこがまず

できなかったところがありまして、先にそこの

候補地だけを具体的に述べてしまいますと、そ

この話だけが何かひとり歩きしてしまうという

ような部分が多分に考えられましたもんですか

ら、前回の際にはそこの部分は省いて御報告申

し上げたというところがあります。 

 以上です。 

○委員（上村哲三君） はい、わかりました。

候補地がある程度見えてくると、ひとり歩きし

てね、いろんな問題が民間の場合も出てくると

いうことだけん、気持ちはよくわかります。以

前いろいろ話があったときには、大体、運動系

の施設はどこかに集約したがいいんじゃないか

と。県営野球場、あの周辺にというような話も

ですね、伺ったことがあるような気がします。

しかしながら、なかなか難しい点があると。 

 私たちも、委員会やったかな、会派で、帯広

の武道館やったかな、あそこを見に行ったとき

にですね、あそこは北海道は土地が豊かだか

ら、緑の中にね、陸上競技場から武道館からあ

ったとを研修をしてきました。でも、今の八代

の現状じゃそういうのは無理だけど、今さっ

き、ここにもありますが、大きな大会をするに

もね、駐車場がスペースがないとかいうことで

あればね、やっぱり広大な駐車場スペースもと

らなきゃいけないということでですね、これは

街中心部にはちょっと無理な状態があるのかな

というようなことも考えながら、やっぱり武道

協会の方々とね、どのような状態の、まあ上屋

の問題が一番大きいとは思うんだけど、それに

対してどのような駐車場整備をするのかちゅう



 

－56－ 

のを、やっぱり早期に検討してね、今の、今ま

での苦しい状況を、合併してからもう１１年た

っとだからですね、ずっと当時から言われとっ

た話だから、やはりもうちょっとスピード感を

持ってね、早目にどんどん進めていくというよ

うなことが必要じゃなかろうかというふうに私

も感じます。 

 それと、こういう市有施設になれば財源の問

題がかかってきますね。あとの維持管理もかか

ってきます。委託事業もかかってくるでしょ

う。そういう面から言うたら、やっぱり、今一

番チャンスは合併特例債の利用で、今回の一般

質問もあっとったけどね、そういう形を利用す

るなら、平成３２年までにつくらにゃいけぬわ

けだから、そうなったらもう、よっぽど急ピッ

チでやらないといけないという部分も出てきま

すよね。もうちょっとしっかりした、執行部に

対してですね、やっぱり話し合いを持ってです

ね、今回の請願が通る通らないは今からの議決

だけど、そこのところも含めてですね、通った

ら、早急な対応をですね、していかぬと、絵に

描いた餅になってしまうから。余り長く置くわ

けにはいかぬでしょう、今の状態を。さっき山

本委員も言われたとおりですよ、本当に。だか

ら、そういう面からしたらですね、やはり早急

な対応を求めなきゃいけないなというふうに私

も思っております。 

 どうですか、部長。意見があったらお願いし

ます。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 意見とい

うわけではございませんけれども、私も子供さ

ん方を中心として、あそこで武道を、体を鍛え

ていらっしゃる姿を見て、大変申しわけない

と。特に夏ですね、閉め切られた中でやってい

らっしゃることに対しては、もう少し環境をよ

くしなきゃいけないということは痛感しており

ますし、夜あの前を通りますと、お母さん方

が、お母さんに限りませんけど、保護者の方々

がお迎えされていると。で、通路で邪魔したり

とかされていると。市営駐車場は開放している

ものの、やっぱりどうしても近いところがいい

というようなこともありまして、非常に御迷惑

をかけていることは、きょう増田会長もお見え

でございますけど、十分承知しております。一

日も早い改善をしたいと思いますので、よろし

くどうぞお願いいたします。 

○委員（上村哲三君） きのうかな、きょうの

新聞だったかな、八代白百合出身の剣道の正代

さん、今は嫁に行って正代さんになっておられ

るけどね、すばらしい成績の報告が新聞紙上で

あっとったけど、やっぱりああいう優秀な、昔

から剣道は強かったですね、東高の時代からで

すね。今はほかの武道もいろいろ、秀岳館の空

手だ何だというのがあってね、いい方向に向か

っているというふうに思うんですが、やっぱり

それを本当に環境整備をしてやることが、この

スポーツの育成に最低つながっていくんじゃな

かろうかというような気持ちがしますので、今

後の検討方をよろしく、強く進めていただきま

すようにお願いしたいと思います。この件につ

いてはですね、精いっぱい後押しをしていきた

いというふうに思っております。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） あえて執行部にお聞き

したいんだけども、先ほど来説明の中で、２７

・２８・２９、３カ年、その中で利用者数とか

等々というのは、もう既に把握しておられると

思うんですよね。その中で、洗い直す中で、そ

の武道館という施設をどのような、利用者の中

で総合的に考えていくのかということを考えて

いただきたい。まずは、種目別もあるわけです

ね。種目別の中で、どういう種目をその総合武

道館の中に入れるのかという。そしてやっぱ

り、おのずとそのキャパもでき上がってくるわ

けですね。 
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 そういう中で一番の問題が、先ほど来から出

ている財源の問題。財源の問題は、どのような

財源の組み合わせというのをしっかりですね、

財政部と検討しながらですね、まあ上村委員が

言われた合併特例債、いろんな施設等の、やっ

ぱり今、二十幾つも説明があったんですけれど

も、じゃあ、財源、財源って言ったら到底でき

ませんよ。財源をどうやって有効に財源を組み

合わせていくかということをですね、考えて、

いち早く私は財政部と財源については、もうそ

ろそろいいんじゃないですか。これだけ一般質

問をされて、そしてまたいろんな武道館を建て

てほしいという、小さい子供からですね、本当

に大人って大人ですよ、高齢者の方だって７０

歳だって武道をされている方がたくさんいるわ

けでしょう、剣道だって柔道だって。それは弓

道だって一緒ですよ。 

 そういうことを考えればですね、私はもう一

日も早く、２０２０には必ずオリンピックが来

るわけでしょう。それには何かの形をですね、

してくださいよ。したほうがいいと思います

よ。八代のシンボルになるような、やっぱり総

合的な武道館を建設するという、その何かので

すね、やっぱり旗印を、ビジョンをですね、目

標を、何かのモーションピクチャーじゃありま

せんで、絵を描いてくださいよ。そうしなき

ゃ、いつまでも言ってですね、一般質問であろ

うが、はっきり言って職員の庁内のところの中

でですね、いつまで検討していても同じなんで

すよ。誰かが決断せないかぬ。それだけはです

よ私、強く強調しておきます。強調しておきま

すから、それに向かっての意気込みをひとつ、

部長よかにゃ、担当は誰やったかな。（｢はっ

きり意気込みを言え」と呼ぶ者あり） 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） 頑張りま

す。 

○委員（山本幸廣君） よっしゃ、部長。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） それぞれ

の委員さんたちがおっしゃったとおり、私の手

元の資料によりますと、武道館建設に関しまし

ては、平成２５年３月から約１０人近くの方々

が延べ質問をいただいておりますし、きょう増

田会長ほか、このようにですね、請願書を出さ

せてしまったことに対して、大変申しわけない

なというふうに思っております。同じ言葉で申

しわけございませんが、一日も早い環境改善に

努めたいと思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 私もあと１年しかない

んですよね、我々は、議員は。だからこそ強調

して言ったんですから。任期は１年、来年９月

までなんです、私たちは。まだこの委員会にお

るわけですから、しっかり計画してください。 

○委員長（大倉裕一君） 委員長からよろしい

でしょうか。皆さんの御意見をといいますか、

お二方の意見を聞いておりますと、この本会で

もう採択をしたらどうかというような意向が強

いような気がしますけれども、その採決の方向

でよろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、これより

採決をいたします。 

 請願第３号・八代市武道館建設については、

採択と決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

件は採択とすることに決しました。 

 ただいま採択と決しました本請願について

は、これを市長に送付の上、その処理の経過並

びに結果について報告を求めることにいたした

いが、これに御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎陳情第１５号・やまびこ公園上流砂防ダムと
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公園横の貯砂池について・第１項・第２項 

○委員長（大倉裕一君） 次に、陳情第１５号

・やまびこ公園上流砂防ダムと公園横の貯砂池

について・第１項・第２項を議題とします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（大倉裕一君） 書記のほうからは３

項まで読み上げましたが、第１項と第２項が議

題となっております。本件について御意見はご

ざいませんでしょうか。 

○委員（橋本隆一君） 済みません、確認させ

ていただいて、特に３のやまびこ公園の駐車ス

ペース拡大についてなんですけども、――。 

○委員長（大倉裕一君） 橋本委員、この場で

は３項は議論の対象外になっておりますので。

（委員橋本隆一君｢ああ、ならないんですか。

ああ、そうですか。はい、わかりました。じゃ

あ、撤回します」と呼ぶ） 

○委員（矢本善彦君） この議案もですね、担

当課ばちょっと呼んでいただかぬと、みんな知

らないと思いますから、どういう状態か。（委

員橋本隆一君「ああ、そのことを言いたかっ

た」と呼ぶ）ああ、ごめんごめん。 

○委員長（大倉裕一君） ただいま、本件に関

して執行部に説明を求めたいとの意見が出まし

たが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 御異議なしと認め、

執行部に説明を求めることといたします。 

 小会いたします。 

（午後３時５２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５４分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 それでは、本件に関し執行部が来ましたの

で、矢本委員から質問をお願いいたします。 

○委員（矢本善彦君） 私も今度の陳情です

ね、初めて文書を見たんですけど、少し沖田課

長から説明をお願いします。 

○農地整備課長（沖田良三君） それでは、お

手元に配付しました資料で説明をしたいと思い

ます。 

 まず位置図をごらんいただきますと、今回陳

情が上がっております箇所が、左上のやまびこ

公園のすぐ横に隣接する箇所でございます。こ

れは上流は、山間部からの土石流危険渓流から

の末端部の排水路の中に築造されたものでござ

いますが、これまで土砂の流出も多かったとい

うことで、昭和４６年に、右手下側にございま

すが、砂防ダムが建設されております。 

 それ以来６０年ぐらい経過しておりますけれ

ども、現在、砂防ダムの状況は、次の２枚目の

写真のほう、②でございますが、もう満杯状態

になっておりまして、例年そこからの土砂の流

出があるということで、同じく写真の後につけ

ておりますが、４番、４・５・６・７ございま

すが、例年この沈砂池の中にたまった土砂を、

梅雨が明けると同時に業者のほうに撤去すると

いうのが例年の農地整備課の対応でございまし

たが、今年度に関しましては、まあ地震の影響

もあったのかなというふうに思いますが、例年

より約５割増しほどの土砂が流出をしてしまい

まして、隣接する農地のほうにまで入ってしま

ったということで、現在は、一番最後のほうの

写真がございますが、撤去を完了しておりま

す。しかしながら、隣接する農地のほうにはま

だ堆積土砂が残っておりますので、地権者と協

議の上、稲刈り後の撤去をするということで、

今のところ対策を講じるようにしております。 

 それと、被害の原因にもなっております砂防

ダムの現在満杯になった状態、これにつきまし

ては、昨年度から県のほうにも土砂の撤去とい

うことで要望を継続して行っているところでご

ざいまして、それとあわせて、また監視体制も

強化しながら対応していきたいというふうに考



 

－59－ 

えております。 

 以上でございます。（｢はい、わかりまし

た」と呼ぶ者あり） 

○委員（上村哲三君） じゃあ、この陳情にあ

るような内容に関しては、もう、すぐ対応でき

ていくということ。 

○農地整備課長（沖田良三君） まずはです

ね、既存の施設内で対応したいと。今回の要望

は沈砂池の拡大ということで要望が上がってお

りますが、用地の問題とかもありますので、急

急な対応ができるかもわかりませんが、まずは

県の砂防ダムの土砂の撤去、あわせて、うちが

管理しております沈砂池の堆積の状況等をです

ね、見ながら、緊急対応も含めて、例年１回し

ておりますが、梅雨前にもう一回取るとかです

ね、その辺の対応をしていきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○委員（上村哲三君） 小会をお願いします。 

○委員長（大倉裕一君） 小会します。 

（午後３時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時００分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 御意見ありませんか。 

○委員（上村哲三君） 担当課からの事情はよ

くわかりまして、もう私たちも校区のほうに入

ってもらってですね、一応調べてきたところで

すが、この内容が把握できましたのでですね、

緊急にこの１・２についてはですね、具体的な

ものは別としてですね、なるべく取りかかりが

できて、早い不安感を取り除くような方法をで

すね、担当課で十分精査してもらって、できる

ことからやってもらうということで、採択のほ

うに向かっていきたいというふうに思います

が、いかがでしょうか。 

○委員（山本幸廣君） 上村委員が言われた内

容で、同じ考えであります。ただ、私がつけ加

えておきたいのは、砂防ダムの土砂の撤去とい

うのは、ちょうどうちの、今、敷川内の砂防ダ

ムを撤去して仮設道路をつくってから実施をし

ております。長い長い月日の中でようやく実現

したというのが現状でありますので、よろしけ

ればですね、この陳情・請願書の有馬さんです

か、町内会長さんの陳情を出されておりますほ

か３名の方が出されておりますので、県に強く

要望していただきたい。これが私のお願いで

す。 

 そして市のできるところから市はということ

で、上村委員が言われたようにですね、ぜひと

も、県の管轄でありますから、県については強

く強く要望していただくように切にお願いをし

て、執行部の考えの説明の中で私たちも理解を

しながら、陳情者に対してはですね、賛成を私

もさせていただきたいと思います。採択の中で

はですね。 

○委員（村川清則君） あと龍峯の中でも、あ

と何カ所か、ちょっと似たような場所があると

いうことで、その辺もちょっと住民の方と話し

て、調べておいてください。 

○委員長（大倉裕一君） じゃあ、委員長のほ

うから御相談ですが、この第１５号につきまし

ては継続ではなく、この場で判断をするという

ことで、お諮りをさせていただくということで

よろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） それでは、陳情第１

５号・やまびこ公園上流砂防ダムと公園横の貯

砂池について・第１項・第２項は、採択と決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 挙手全員と認め、本

件は採択とすることに決しました。 

 ただいま採択と決しました本陳情について

は、これを市長に送付の上、その処理の経過並

びに結果について報告を求めることにいたした
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いと思いますが、これに御異議ございません

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎陳情第１６号・八代市立病院の早期再建につ

いて 

○委員長（大倉裕一君） 次に、陳情第１６号

・八代市立病院の早期再建についてを議題とし

ます。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため書記

に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（大倉裕一君） 本件について御意見

などはありませんか。 

○委員（矢本善彦君） これも同じく、担当部

をお呼びいただければと思っています。お願い

します。 

○委員長（大倉裕一君） ただいま、本件に関

して執行部に説明を求めるとの意見が出ました

が、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 異議なしと認め、執

行部に説明を求めることとします。 

 小会します。 

（午後４時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０６分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 質疑はありませんか。 

○委員（矢本善彦君） 今回、労災病院から陳

情が出ていますけども、これまでのあり方検討

委員会とか、いろんな進捗状況をちょっと―

―。 

○市立病院事務部事務長（田中智樹君） 委員

御質問の、あり方検討会等の進捗状況というこ

となんですけども、御案内のように、その前

に、あり方検討会というところから市長のほう

に、病院の提言書という形で市長のほうに出さ

れた経緯がございます。 

 その中におきまして、その提言の中において

は、市立病院については、今回の決算書にも記

載しておりますとおり、後方支援機能を充実さ

せて、今後の八代地域を守ってくれということ

が書いてございます。そのためには、まず経営

の再建が第一であるということで、経営再建を

まずは行わなければいけないという部分での条

件がついた上での、そういうニュアンスという

ことで提言をいただいております。 

 それにつきましては、外部の委員さん方から

の提言書でありまして、その提言書を受けて、

市役所の庁内、また病院の内部の職員で組織し

ましたあり方検討会の中身をチェックする、あ

り方検討プラン委員会というのを立ち上げまし

た。そちらのほうの内容については、一応、提

言書の内容のとおりということで、特段変わっ

た状況はございません。 

 その後、病院事業検討委員会という事業委員

会を立ち上げたところで、これまで出された提

言書、また役所内で検討した内容、それを踏ま

えた上での今後の病院の方向性というものを探

ったところでございます。その方向性について

も、１つに絞った方向性はなくて、このまま今

の病院の同規模で事業を継続した場合のメリッ

ト・デメリット、また病院事業を縮小した場合

のメリット・デメリット、３つ目は病院事業を

廃止した場合の今後のメリット・デメリットと

いうパターンの３パターンを提案したところ

で、会議のほうは終わっております。１つに絞

った経緯はございません。 

 以上です。 

○委員（矢本善彦君） 私としてはですね、こ

の陳情の文面を見ましてですね、労災病院から

こういうふうに陳情していただいて本当にあり

がたいなと思っております。いつも笹本委員が
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言われますように、急性期医療としてですね、

後方支援をしていくという、一般質問でも申さ

れておりますから、これを継続していただけれ

ばいいかなという意見でございます。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） 再建するとなったとき

の財源とか、どういうお考えでしょうか。何か

有利な国からのあれがあるのか。（｢建てか

え」と呼ぶ者あり）建てかえ。 

○市立病院事務部事務長（田中智樹君） 財源

については、現在ははっきり申し上げて何もな

いという部分です。再三申し上げております地

域医療構想、この協議の結果に基づいたところ

で、市立病院に求められる機能が定まったとき

には、財源が、交付税措置を行うという条件が

ついております。それがない状況での再建、建

てかえという部分については、いわゆる市単

独。 

 ただ、本市の病院は国保直診の施設でござい

ますので、国保財政の部分である程度、ほんの

わずかだと思いますけれども、補助金等はメニ

ューの中にはございます。ただ、額的にそんな

大きい部分ではございません。 

 以上です。 

○委員（村川清則君） そしたら、県からの地

域医療構想が出てからでも遅くはないと思いま

すので、ここはちょっと時期尚早じゃないかな

という気がしますので、私とすれば継続でお願

いしたいと思います。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（上村哲三君） きょうは決算審査だっ

たんで、意見書を書いておりましたので、意見

を言えませんでした。（笑声） 

 建てかえをすると決まったら、それで悪いこ

とではないと思いますが、その建てかえをする

場合のですね、先ほど地域医療圏構想の話が出

ていましたが、直近のやつでしてですね、やっ

ぱり八代市管内では７４９床、今より減らすと

いうような内容になっておりますよね。これを

どうするかというのが、今からの最終的な年度

末たいな、今年度末に向けての調整だというふ

うに思います。 

 きのう、ちょっと宇城のほうの事務官と話し

たら、宇城のほうは主導してやっておりますの

でということでですね、やっぱり大分固まって

きてはいるようなんですが、問題は、今の八代

市立病院がですね、今、決算を見ていただくと

わかると思うんですがね、結核医療の３０床

が、基準内繰り入れだけど交付措置された中

で、稼働率は５％でもですね、総額１億５７６

７万来ているんですよ。これで、いわゆる黒字

の要因がここなんですよ。５％しかやっていな

くてもですね、１億５千数百万の基準内の交付

措置がされていると。ここで利益が出ているん

ですね。 

 それともう一つの要因は、企業会計に移行し

てですね、今まで積み立てておかなければなら

なかったお金をですね、利益剰余金として処分

することができたという、この２つが大きく

て、残念ながら今年度、この震災によるです

ね、今のような現状の中で、事業はほとんどや

っていないんだけど、やはり人件費は払わにゃ

いかぬと。一番大きいのが人件費ですので、４

億弱の人件費が毎年かかっていますので、この

ことを考えると、もうほとんど利益剰余金の処

分が今年度で終わってしまうんじゃなかろう

か、２８年度でというのを一番心配しますよ

ね。 

 そして新しい建設をするとなったら、その財

源がないということで、私もちょっと調べさせ

てもらったら、ほとんどありませんね。一番い

いやつが２５％の何かですね、ありましたね。

厚生労働省関係かな、あれは。それしかないと
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いうことであればですね、大きな、やっぱり建

設に当たっては市の持ち出しが必要になってく

るというようなことになるのでですね、恐らく

企業会計では、本来は自己財源でやらなきゃい

けないんだけど、そこが借金という形になるの

かどうかわからないんだけど、そこのところも

考えればですね、やっぱり地域医療圏構想の中

でどのような形になるのか、また、つくるとき

に、回復期が今、八代に一番足らないと言われ

ていますね、回復期病棟が。回復期を６０床、

今までどおりつくれるのか、つくって採算がと

れていくのか、そこのところもやっぱり、今か

ら一番検討していってもらいたいというふうな

思いがするわけですよ。地域医療圏構想の病床

数がまとまってからですね、もしやれるキャパ

があった場合にですね。 

 そのようなことを考えればですね、時期尚早

とまでは言いませんが、もうちょっと検討の余

地があるのかなと。私たちも一緒になって検討

していく余地があるんじゃなかろうかなという

ふうに思いますのでですね、ずっと、もうちょ

っと委員会でも内容を聞きながらですね、よそ

の事例も聞きながら、やっぱり継続審査として

ですね、勉強していく時間が必要じゃなかろう

かなというふうに思いますので、さっきも村川

委員のほうから継続という話が出ましたが、私

もちょっと継続のほうで今の意見を言ったとこ

ろでございます。総合的に大分考えなきゃいけ

ない部分があると思いますので、心情だけでで

すね、何かできない部分があるのかなと。 

 今のままでいって、じゃあ、赤字を市は補塡

しながらずっと経営をやっていくのかという問

題にまでなっていきますので、そこを覚悟して

議会が認めたということであれば、それはそれ

で結構なことですけどですね。ほとんどの九州

管内の公立病院は、余り黒が出ているところは

見えないんでですね。でも、その負担をどこま

で抑えるのかということも、どこまでなら認め

るというようなこともですね、最終的には議決

したほうがいいんじゃないか。議会の責任とい

うような部分が出てくると思いますので、やは

り慎重にもうちょっと取り扱って、継続審査で

お願いしたいなというふうに思います。 

○委員（山本幸廣君） 今、陳情文書表の趣旨

をしっかりと見る中でですね、病院長から説明

があったんですが、３０床の結核病棟、今、上

村委員も３０床の１億何千万と。これは私は結

論から言わせれば、熊本地震があったからこそ

ですね、今後の一つの入院等についてもです

ね、外来棟だけでいくというのは当たり前なこ

と、赤字になるのが当たり前なんですね。それ

を努力していこうという、その姿勢というのは

私は評価したいと思います。 

 この熊本地震がなければですね、赤字解消と

いうのは、黒字は３年間連続やっているわけで

しょう。そういう中で、もしこの地震がなかっ

たときには、３年間、５年間、６年間、本当に

すばらしい公立病院のですね、位置づけと役割

とを果たして、来たし行くと、私はそういうふ

うな見解をしているんですよ。 

 だからこそ今回の文書表についてはですね、

わざわざ独法の熊本労災病院の金子さんです

か、院長代理の方が、その陳情なされている。

この趣旨は物すごく私は理解しますよ。回復期

でですね、御存じのように、それは大きな病院

とか総合病院も一緒ですよ、労災も一緒です

よ、必ずですね、１週間もたたないうちに、心

臓の手術だってですね、１週間から１０日でで

すね、退院させられているんです。この前ある

ところの総合と労災との中で、心臓外科でです

よ、１週間、１０日だったですかね、私の身

内、親戚とか。それは何時間したと思います、

手術の時間というのは。朝９時に行ってから夜

の７時に上がってきましたから、私はうちの家

内も一緒に行ってから。 

 そういう中で、あとはどこにやられるのかと
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いうことなんですね。やはり、それは市立病院

なり、そしてまたいろんな総合的な開病院な

り、そしてまた鶴田病院なり、そういうところ

しかないんですよね。開業医のところはです

ね、本当に市立病院を早くもとに返してくださ

いという、開業医の先生からも、私のところに

もう四、五件ぐらいは先生が陳情に来ておられ

ますよ。 

 そういう状況下をすれば、私はこれはもう、

この趣旨を了としてですね、一日も早く建設を

ですね、早期再建を願うということですから。

そういう中で、私たちがその期間というのをで

すね、やはり入院棟、外来棟だけでありますか

ら、入院棟の建設をですよ、私たちは早く執行

部に対してお願いをせないかぬ。これが私たち

の役割と思うんですよ。 

 今まで３年間黒字をですね、しっかりした黒

字経営をやってきて、努力してですよ、これは

熊本地震の影響ですからね、今の現状というの

は。あとは今、上村委員が言われたように財政

の問題。財政の問題は、しかるに一緒なんです

よ、庁舎も。熊本地震なんですよ。その中で合

併特例債というのは今までずっと議論してきま

した。市立病院も武道館も一緒ですよ。あとは

もう財源ですよ。財源はどうするかって。市立

病院も特例債を活用できないとかできるとか、

あえて言えば、今回の地震についてはですよ。

災害の特交の地方債があるじゃないですか、事

業債が。ああいうのも使えるんじゃないです

か。使ったらどうなんですか。 

○市立病院事務部事務長（田中智樹君） 医療

施設の災害復旧という形での補助のメニューは

確かにあるんですけれども、こちらのほうも、

当方も八代保健所を通じて県のほうに問い合わ

せをしたんですけども、状態が状態、当院のほ

うからすれば、いわゆる耐震性の問題で、予防

的に患者様を出したという形で、極端に言えば

施設自体は、先ほど申し上げた医療施設の災害

復旧という部分には当たらないという見解なん

ですよね、県のほうはですね。 

○委員（山本幸廣君） ええ、当たらないから

いいんですよ。特例債を充てなさいよ。特例債

を充てたら、うちははっきり言ってから災害の

でできますよ、地方債で、事業債で。それがや

っぱり行政ですよ。そういう工夫をやっぱりし

ていただければ。私はそういうふうな工夫をせ

ないかぬと。だから、これはやっぱり採択をし

て、しっかりした中で再建に向けてですよ、中

身を検討、精査しながらですね、まずは了しな

きゃいけないんですよ。私はそれは再建をする

という。公立病院のあり方というのは、先ほど

言ったですね、決算の中で。 

 私も今、各公立病院のですね、自治体病院の

部分で、全国議長会でこれを議論、協議会があ

るんですよ、やっぱり。協議会があってです

ね、これはもう絶対交付税を上げろということ

で、ずっと今までやってきました。最終的には

国も公立病院のやっぱり位置づけを出さないか

ぬということで、今進んでいるんですよ。た

だ、地域医療圏の構想の問題かれこれは別の問

題でですね、それは医療費の抑制だけのことな

んですね。 

 そういうことを総合的に考えた中では、私は

今回の陳情第１６号については賛成をいたした

いと思います。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（笹本サエ子君） 今、財源の問題が出

ましたけど、熊本市民病院、一応、企画が出ま

したよね。で、今、財源をどうするかというこ

とで、国に要請をしていくということになって

いるんです。震災特別復興財源を使わせていた

だく。それから、宮城県の石巻市民病院も、こ

としの９月１日に再開いたしました。再建して

ね、再開したけれども、ここもですね、実際に

は原状復帰ということだったけれども、場所を
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変えてつくることによって、やはり国の特別な

資金が出たところです。かなりたくさん出てい

るんですね。 

 だから今回、今、山本委員もおっしゃったよ

うに、やっぱりこの地震という、本来ならね、

もう再建、建てかえにゃいかぬときだったの

ね。だけど、それをそのまましてきていたと。

こういうのが一つあるわけだから、本来なら、

今回の地震によって原状復帰すれば、外来棟、

病棟をね、仮設棟をつくっていくというのが本

来の姿だと。そしてつくった上で、預けた方た

ちを迎えるというのが本来の姿だと。そうすれ

ば職員もやめさせることはなかったというのが

実際の経過としてあるんだけれども、もうやっ

たことは仕方ないとして、これからどうするか

ということでは、地域医療構想というのはある

けれども、この地域医療構想、八代市内におけ

る構想はどうあるべきか、地域医療圏としてど

うあるべきかということを真剣に考えることが

大事だと。 

 そうであれば、やっぱり急性期の病院が求め

ている回復期的なベッドをね、病院をつくって

ほしいというのが、強い願いになっている。そ

れから介護福祉施設もそうだし、医療老人施設

等もそうだし、それから所得の少ない人たち、

低い人たちがね、やっぱりある程度安心して療

養できる場所にもなるということで、そこが自

治体病院の役割だと思うんですよ。自治体病院

というのは地域の命、健康を守るところだと思

うんですね。そこがもうけ主義というのは、私

はもうかっちゃいけない、資本主義社会だから

もうけちゃいけないとは言いません。やはり利

潤は生み出さなくちゃいけないけれども、自治

体病院がね、利潤追求だけでいいのかというの

も一つ大きな柱となっていると思います。 

 だから国からの支援とか、いろいろね、研究

していく必要があると思うので、私はこの陳情

は本当に切実な陳情だと思うし、市民の命を預

かる病院としてね、ぜひこうあってほしいとい

うのを出されているわけだから、これは上げた

いと思います。そして財源についてどうするか

というのをね、やっぱりみんなで研究していけ

ばいいんじゃないかなと思っています。 

 以上です。 

○委員長（大倉裕一君） はい、そろそろ意見

も出尽くしたころかなと思いますので、お諮り

をしたいというふうに思いますが、よろしいで

しょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 今回のこの陳情につ

きましては、継続審査を望む声と採決を望む声

がございますので、先に継続審査を諮らせてい

ただきたいというふうに思います。採決は挙手

により行いますが、挙手しない者は反対とみな

させていただきます。 

 本陳情については継続審査とするに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 可否同数でありま

す。よって、八代市議会委員会条例第１７条第

１項の規定により、委員長が本陳情を裁決いた

します。 

 本陳情について委員長は、継続審査としない

ことに裁決いたします。 

 よって、本件は継続審査としないことに決し

ました。 

 それでは、採決いたします。採決は挙手によ

り行いますが、挙手しない者は反対とみなしま

す。 

 本陳情については採択と決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 可否同数でありま

す。よって、八代市議会委員会条例第１７条第

１項の規定により、委員長が本陳情を裁決いた

します。 
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 本陳情について委員長は、採択と裁決いたし

ます。 

 よって、本件は採択と決しました。 

 ただいま採択と決しました本陳情について

は、これを市長に送付の上、その処理の経過並

びに結果について報告を求めることにいたした

いが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

                              

◎請願第１号・２０１６年熊本地震に伴う八代

地域圃場被害に対する公的整備による早期復旧

について 

○委員長（大倉裕一君） 次に、継続審査とな

っております請願第１号・２０１６年熊本地震

に伴う八代地域圃場被害に対する公的整備によ

る早期復旧についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりです。 

 本件について御意見などはございませんでし

ょうか。 

○委員（上村哲三君） この件については、前

回、継続審査となっておりましたが、担当課の

情報を聞いてですね。もう現実的には圃場関係

はですね、農林水産部、それからいろんな形で

土地改良にも、して進んで、震災のあれが進ん

でいるようでございますのでですね、もうその

中の１つとして、現在もう計画をいろいろです

ね、見直しているという段階ですので、審議未

了ということでいいんじゃないだろうかという

ふうに私は思います。 

 以上です。だけん何か、ほかにあれば言えば

よか。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 審議未了と出ました意

見がありましたので。 

 請願・陳情の、この前執行部から説明をいた

だいた中でですね、継続で来ました。そういう

中で、私はこの趣旨の中でですね、このような

状況に公的な復旧整備が急務であるということ

で、早急な復旧を願うということで、この地域

ばかりじゃなくてですね、このときにはいろん

なところも出ているんですね、昭和、郡築あた

りもですね。 

 そういうことを鑑みしながらですね、私はひ

とつ、そういうのをしっかり受けとめて執行部

がいただければですね、私はこれはもう了とし

て採択をお願いしたいというふうに思うんです

よね。と思います、はい。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにございません

か。（｢よかたい、また委員長が裁決すればよ

か。私は審議未了でよか」と呼ぶ者あり）

（｢小会して」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午後４時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３２分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 それでは、御意見も出尽くしたようで、審議

未了と採決を諮ってほしいというような声があ

りますので、お諮りをさせていただきたいと思

います。（｢どうぞ」と呼ぶ者あり） 

 審議未了を求める意見と採決を求める意見が

ありますので、まず、審議未了についてお諮り

いたします。採決は挙手により行いますが、挙

手しない者は反対とみなします。 

 本請願については、閉会中継続審査の申し出

をしないこと並びに結論を得るに至らなかった

こと、すなわち審議未了とするに賛成の方の挙

手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 可否同数でありま

す。よって、八代市議会委員会条例第１７条第

１項の規定により、委員長が本請願を裁決いた

します。 
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 本請願については、委員長は審議未了としな

いことに裁決いたします。 

 よって、本件は審議未了としないことに決し

ました。 

 それでは、引き続き採決いたします。採決は

挙手により行いますが、挙手しない者は反対と

みなします。 

 本請願については、採択と決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（大倉裕一君） 可否同数でありま

す。よって、八代市議会委員会条例第１７条第

１項の規定により、委員長が本請願を裁決いた

します。 

 本請願について、委員長は採択と裁決いたし

ます。 

 よって、本件は採択と決しました。 

 ただいま採択と決しました本陳情について

は、これを市長に送付の上、その処理の経過並

びに結果について報告を求めることにいたした

いが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会します。 

（午後４時３４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３６分 本会） 

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上２件です。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（指

定管理者の募集について） 

 このうち、産業・経済の振興に関する諸問題

の調査に関連して２件、執行部から発言の申し

出があっておりますので、これを許します。 

 それでは、まず指定管理者の募集について執

行部の説明をお願いします。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 引き続き

お世話になります。 

 今回の所管事務調査で御報告させていただき

ます内容は、指定管理者の募集でございます。

平成２８年度をもって指定管理の期間満了とな

ります施設が、皆様方にＡ３の１枚の資料をお

渡ししておりますが、八代高等職業訓練校、そ

れから八代市日奈久温泉施設ばんぺい湯と東

湯、それから八代市産地形成促進施設東陽交流

センターせせらぎ並びに、八代市農林産物等直

売施設菜摘館、それから八代市体育施設の８施

設というようなことでございますので、桑原次

長をもって内容の説明をさせますので、よろし

くお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（桑原真澄君） お世話

になります。経済文化交流部の桑原でございま

す。座らせていただきまして御説明、御報告を

申し上げます。よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいま部長のほうからも若干御

説明がございましたが、Ａ３の横の一覧のほう

をごらんいただきたいと存じます。今、部長の

ほうから４施設について、今回更新を迎えると
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いうことでございます。 

 上のほうから順に御説明を申し上げますが、

まず商工政策課所管の八代高等職業訓練校でご

ざいます。 

 この表の真ん中、指定管理開始年度の隣でご

ざいますが、直近の募集、委託内容のところを

ごらんいただければと思いますが、委託先につ

きまして、職業訓練法人八代職業訓練運営会で

ございます。指定期間は５年間でございまし

た。非公募で、委託料は無料というところで管

理を行っていただいております。 

 今回の募集内容でございますけれども、同様

に非公募というところでお願いをできればと思

っております。 

 こちらの非公募につきまして若干御説明を申

し上げますけれども、本施設につきましては、

職業能力開発促進法による認定職業訓練を行う

施設でございまして、県知事の認可を受け、認

定職業訓練を実施することができるとされた者

のみが管理運営できるというものでございま

す。現管理団体でございます八代職業訓練運営

会でございますが、八代市で唯一、当該職業訓

練を実施することができるということで、県知

事の認可を受けておられまして、設立当初から

管理受託者としてこの施設を管理しておられる

ところでございます。今回もそのように非公募

でお願いをしたいということでございます。 

 指定管理期間は同様に５年、委託料のほうは

無料ということでございます。 

 次に、その下段でございますが、観光振興課

所管の八代市日奈久温泉施設ばんぺい湯、東湯

でございます。 

 同様に直近の募集、委託内容のところをごら

んいただければと存じますが、現在の委託先が

九州綜合サービス株式会社でございまして、５

年間の期間で今運営を行っていただいておりま

す。 

 これは公募ということで、納付金につきまし

て２４０万円としているところでございます。

２４年からの昨年度まで、この納付金２４０万

円は納付をいただいているというところでござ

います。 

 今回の募集というところで、また公募で、指

定期間も５年。納付金につきましては、現在、

財政サイドと調整を行っているところでござい

ます。 

 続きまして、その下でございます。八代市産

地形成促進施設東陽交流センターせせらぎ並び

に、八代市農林産物等直売施設菜摘館について

でございます。 

 同様に直近の募集、委託内容のところでござ

いますが、委託先が株式会社東陽地区ふるさと

公社でございます。 

 指定期間につきましては、２７年度から２８

年度の２年間としておりますが、これにつきま

してはバイオマスチップボイラー等の導入とい

うことで、暫定的に２年間としているところで

ございます。募集のほうは公募で、委託料のほ

うは１２９６万円というところで結ばさせてい

ただいております。 

 今回、公募ということで、ガイドライン、運

用指針に基づきまして、５年間の指定期間とい

たしまして、委託料のほうは現在調整中でござ

います。 

 それから、一番下段でございますが、スポー

ツ振興課所管の八代市体育施設、ごらんのスポ

ーツ・コミュニティ広場から８施設についてで

ございます。これについて、今現在の委託先と

してＮＰＯ法人八代市体育協会でございます。 

 まず委託先として、初年度ということで３カ

年、２６年度から２８年度の指定期間で運営を

していただいております。募集のほうは非公募

で、委託料のほうが６７１５万円としていると

ころでございます。 

 今回の募集につきまして、同様に非公募とさ

せていただければと思っております。 
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 これにつきましては、別添資料のほうをです

ね、お配りをしているかと存じますが、そちら

をですね、ごらんいただければと思いますが、

Ａ４の縦で、ホチキスどめでですね、一番上が

総括評価表、モニタリングあたりの表がついて

いるやつでございますが、ございますですか

ね。本日お配りはしてあると思います。（｢ど

うぞ」と呼ぶ者あり）ああ、よろしいでしょう

か。 

 それでは、１枚あけていただいて、済みませ

ん、スポーツ振興課作成分の資料ということ

で、体育施設指定管理者の非公募による選定理

由についてという資料でございますが、よろし

ゅうございますでしょうか。（｢はい」と呼ぶ

者あり） 

 まず１番目で、非公募で候補者として選定す

る理由についてということで、４項目挙げさせ

ていただいております。 

 まず１番目に、本市のスポーツ振興と体育施

設の管理を一体的に行うことが、住民・利用者

ニーズ及び経費の節減に、より効率的・効果的

に対応できること。 

 そして２番目に、体育施設利用者である体育

協会加盟団体、各競技協会等と、市も含めてで

ございますが、連携することにより、利用者ニ

ーズが的確に把握でき、専門的知識を生かした

施設の管理運営ができること。 

 ３番目といたしまして、体育協会は、スポー

ツ振興事業、――いわゆる市民体育祭、校区民

体育祭等でございますけれども――の実施を通

じまして、行政と連携し、市民の健康増進、体

力向上を担ってきた公益団体、――収益団体で

はなく公益団体であるということ。 

 ４番目に、市の総合計画後期基本計画におき

まして、体育協会に対して本市のスポーツ振興

を推進する担い手として支援に努める必要があ

るとしていることでございます。 

 ２番目のほうで、現在の体育施設指定管理者

についてでございますが、その（４）でござい

ますが、運営状況でございます。ごらんいただ

ければわかりますとおり、平成２５年度は市の

直営でございましたけれども、２６年度から体

協に委託しておりますが、施設利用者数、使用

料収入ともに増加が図られております。 

 その下の箱書きのほうで、２５年度と２７年

度との比較がございますが、利用者数で２万人

近く、増減率１０７％、使用料収入におきまし

ては、５３４万円程度で１２１％の増というと

ころでございます。 

 その下の丸でございますが、自主事業の取り

組みとして、２６年度が一番下で１２４３名

と、裏面をごらんいただければと思いますが、

２７年度につきましては、自主事業実施による

施設利用者数５６８６名と、格段にふえている

ところでございます。 

 それから、モニタリング実施の結果と、３番

でございますけれども、黒ポツの１つ目で、利

用者数及び使用料収入が増加したと、黒ポツの

３番目で、利用者アンケートによりまして、施

設管理に対する評価の声が高いというところで

ございます。 

 これらのことから、先ほども申し上げました

が、市民の健康増進に着実につながっていると

いうことで、引き続きＮＰＯ法人八代市体育協

会にお願いをしたいと考えているところでござ

います。 

 今後のスケジュールでございますけれども、

公募のほうにつきましては１０月、来月に入り

まして募集のほうのホームページへの掲載等が

ございまして、これをして、１１月ぐらいに選

定委員会を開催し、非公募もあわせまして１２

月議会のほうにその結果について上程をして、

御承認を得られればというふうな日程を考えて

いるところでございます。どうぞよろしくお願

い申し上げます。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 済みませ
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ん、若干追加させていただきますが、今、１１

月に候補者選定委員会ということで説明させて

いただきましたが、これまで各委員会で御指摘

いただきまして、この委員会につきましては市

役所の内部の委員だけではなくて、過半数は外

部委員をお願いしているところでございます。 

 それから、例え非公募であったとしても、こ

の選定委員会の審査を経ることになります。そ

の選定委員会の審査で及第点をとらなければ対

象とならないということでございます。 

 以上、補足説明させていただきます。 

○委員長（大倉裕一君） 本件について、何か

質疑、御意見などはありませんか。 

○委員（橋本隆一君） 体育協会さん、別に反

対するわけじゃないんですが、ちょっと確認な

んですが、モニタリングの総合評価のところで

物すごく評価は高いんですけれども、この中で

やっぱり課題となる点も見えてきたと思うんで

すよね。こういったところを改善すればもっと

よくなるんじゃないかという課題についての、

ちょっとそこら辺の評価をいただきたいなと思

うんですけれども。 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） スポーツ

振興課、下村です。 

 ただいま、モニタリングにおける今後の課題

ということでございますけれども、今回モニタ

リングの対象となった施設は８、それぞれの施

設でそれぞれモニタリングをしておりますけれ

ども、施設によっては屋外に設置されたもの等

もありまして、天候にいろいろと左右されると

いう部分もございます。それで総括、全体的な

部分で言いますと、平成２６年度と比べまして

３ポイントほどアップしたわけでございますけ

れども、施設ごとによっては、天候で大会がで

きなかったとか何かで、ポイント数を下げてし

まったという部分もございます。天候が理由だ

ったために下がったという理由ではございます

けれども、これから将来的にもですね、このモ

ニタリングのポイントを、少しでも利用者数の

増等を目指しながらですね、ポイントのアップ

を目指していければなというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員（橋本隆一君） この評価ランクの最初

の１ページのＣとかＢとかいうのと、そこのモ

ニタリングのとは整合性はないということです

よね。これとはまた別の考えですよね。このモ

ニタリング総合評価と、１面のＣ・Ｂ・Ｄとか

あるじゃないですか。これとは関係ないという

ことで理解してよろしいですか。 

○商工政策課長（豊本昌二君） 商工政策課、

豊本でございます。 

 隣にありますＣ・Ｂとかの評価のランクはで

すね、点数によってということですので、その

下にございます、ランクＡは９０点以上、ラン

クのＢは８０点から９０点ということで、この

点数によってということになります。それがＡ

・Ｂ・Ｃということでございます。 

○委員（橋本隆一君） それとモニタリングの

評価は基本的に関係ないということで理解して

いいですか。 

○商工政策課長（豊本昌二君） いえ、モニタ

リングの評価が、この点数とこの評価のランク

になるということで、御理解いただければと思

います。 

○委員（橋本隆一君） それならばですね、今

課長が言われた、天候によってできなかったけ

んがＣというのは、ちょっと理解できないなと

思って。Ｂぐらいならわかるんですけれども。 

○スポーツ振興課長（下村孝志君） 済みませ

ん、申しわけありません。今申し上げたのはで

すね、うちでモニタリングしている施設は、先

ほど申し上げました８施設それぞれにモニタリ

ングしておりまして、総括すれば全体で３ポイ

ント上がったということを申し上げましたけれ

ども、それぞれのＣランクというところでは変
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わりはないんですけれども、ポイント数で若干

そういった、少し下がった施設というのが、こ

れは隣に書いてあります配点の点数が少し下が

った、しかし評価ランクとしてはＣだったとい

うことで及第点なんですけれども、そういっ

た、ここの合計得点をですね、少しでも上がっ

ていくように、今後いろいろと工夫していきた

いということで申し上げました。申しわけござ

いません。 

○委員（橋本隆一君） はい、理解できまし

た。ありがとうございました。 

○委員（上村哲三君） 勉強不足でお尋ねです

が、東陽地区ふるさと公社、これはせせらぎと

菜摘館に特化してつくられた会社ですよね、当

時、東陽町の中で。それをやっぱり公募せんば

いかぬのかな。これは公募しなくても、非公募

でもできるあれがあるんじゃないの、何か。こ

れはさかもと温泉センター株式会社クレオンも

そうだけど、それに特化して当時、各町村でで

きた会社なのよね、株式会社も。まあ、坂本の

場合は株式会社、東陽の場合には公社になって

いるけど、これもやっぱり、どうしても公募し

なければならない団体なの。そこのところ、ち

ょっと教えてよ。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 私が理解

させていただいているところでは、指定管理者

制度を八代市が導入させていただいた時点で、

市が直接直営を施設管理をするか、あるいは指

定管理者制度を導入して指定管理者を公募する

か、まあ非公募もありますけれども、そのどち

らかを選択しなきゃいけないということでござ

いますので、委員がおっしゃったように、合併

前あるいは、――合併前が多いですね。管理す

るためにつくられた会社さん、第三セクターが

多いですけど、そこが引き続き管理することが

望ましいのではないかと。 

 何で指定管理者制度を導入をわざわざしなき

ゃいけないかという御意見も賜っているんです

けども、冒頭にお話ししましたように、市直営

か指定管理者制度か、どちらか二者択一だとい

うことで私どもは聞かせていただいて、指定管

理者制度を導入させていただいているというこ

とでございます。 

○委員長（大倉裕一君） 公募か非公募かとい

う。（委員上村哲三君｢いや、あんたは今、私

が言ったと聞いとらんと。指名してください」

と呼ぶ）ああ、上村委員。 

○委員（上村哲三君） 俺は公募に、どうして

も指定管理者制度の中で公募にせにゃんとか。

非公募の方法が特例、特例ちゅったらおかしい

けど、そういう形の分が特化してつくられた会

社だから、あるんじゃないのっていうことをお

尋ねしてるのよ。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 大変失礼

いたしました。基本的に、指定管理者制度を導

入させていただいたときには公募が原則という

ふうに書いてございます。しかしながら、一定

の要件を満たした場合には非公募もあり得ると

いうことでございます。 

○委員（上村哲三君） いや、もう答えはそれ

だけでよか。それだけでよかけど、特化してつ

くられたものがね、例えば公募になってとれな

かったと。それは公募の努力をするのは当たり

前という言い方があるかもしれんばってん。そ

のために公募するんだろうけど、公募してとれ

なくなった、特化してつくられた会社が落札で

きなかったら、その従業員さんから何からは路

頭に迷わぬといかぬということなんです。それ

以外に何かまた複合的な事業を営んでいるとい

うなら別だけど、そこのところをやはり、同じ

八代市民が従業員となって働いているというこ

とから考えればね、そういう特例はあってしか

るべきじゃないだろうかと思うんですが、どう

なんですかね。 

○商工政策課長（豊本昌二君） 済みません、

ちょっと説明をもう一回させていただきたいと
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思います。 

 平成１５年に自治法が改正になりまして、指

定管理者制度を平成１８年度から八代のほうも

入れております。その中におきまして、指定管

理者制度につきましては、最初のですね、指針

のほうではですね、こういった第三セクターと

かそういったものは優先的に指定管理者になる

ということで、当初はそういった流れをとって

おりました。ただ、この自治法の改正の意図す

るところはですね、民間の参入を求めるという

ことでございまして、そういったことからも、

その後は指針のほうも原則公募ということでさ

せていただいております。 

 民間が参入することでですね、より効率的・

効果的な施設の運営ができるということでの指

針の内容に基づいて、それぞれの課がですね、

動いていっているところで、若干そういった目

的を持ってですね、第三セクターとかもつくっ

てあるんですが、競争力がどうしても失われて

くると、第三セクターはいつまでもですね。だ

から、そういったのも含めて、やはり民間の力

をかりながら、民間の力をですね、生かしなが

ら、施設管理を行っていくという意味でも公募

ということでしてございます。 

 さらに、本来はあれなんですが、よその例え

ば違うところが指定管理になったといったとき

も、雇用の確保あたりのですね、お願いという

のは引き続きというようなお話もしているとこ

ろではございます。 

 以上でございます。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 済みませ

ん、資料を見つけきれなかったんですけれど

も、八代市公の施設に係る指定管理者の指定の

手続等に関する条例、その中に、公募によらな

い指定管理者の候補者の選定というものがござ

いまして、５つ書いてあるんですけど、その１

つとして、その他、市長等が公の施設の適正な

管理を確保するため必要な理由があると認める

ときということで、各施設ごとに公募であった

り非公募であったりを事務局のほうで提案させ

ていただきまして、委員会のほうで御判断いた

だくというふうにさせていただいているところ

でございます。 

○委員（上村哲三君） 今回出されているこの

総括評価表においても、だって、東陽地区ふる

さと公社は点数一番いいじゃないですか。ＮＰ

Ｏ法人体育協会よりも評価は高いじゃないです

か。で、片やは非公募にする、こっちはＮＰＯ

法人、こっちは三セクだから公募にする。そん

な理由が、偉いね、そんな理由をつけるのが。

という気持ちがしますと意見で言っておきま

す。ちょっと一考しかるべきと思う。 

○委員（山本幸廣君） まるっきり上村委員と

反対な質問をしますけども、ＮＰＯ法人八代の

体育協会等についての非公募、なぜ公募しない

のか、これについて執行部から説明がありまし

た。その説明に納得いかないというのが、私の

今の質問なんです。いいですか。上村委員の今

のその質問、発言をしっかり頭に入れてからで

すね、聞いてください。いいですか。 

 モニタリングの実施の結果を見てください。

なぜ体育協会がＮＰＯ法人になったのかという

ことをですね、あくまでＮＰＯ法人ですけんで

から、まあ最終的には私たちはボランティアと

いう考えを持っているんですけれども、そうい

う考え方を持たない人もおられるかもしれませ

ん。私はあくまでもＮＰＯ法人というのはボラ

ンティア精神のもとにですね、やっぱり、いか

に国民なり地域住民の方々に貢献できるかとい

う、そういう組織だと認識をしているんですけ

ど、間違いだったら間違いの方は挙手をしてい

ただきたいんですけど、要は直営で今までやっ

てきたんですね、３年前に。直営でやってきた

のは、直営を担当したのは誰かといいますと、

市長を初め担当の職員であります。いいです

か。八代市、行政であります。その中でこのよ
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うなモニタリングの評価をですね、総合評価を

なされた中で、この文字をずっと皆さんが分析

してください。じゃあ、市の直営のときの職員

担当というのは何をしたのかということのです

ね、逆転の発想の中に１８０度変えてくださ

い。 

 まず上から行きましょうか。まず、施設管理

に対する高い評価の声が多いからですね、多様

化する住民ニーズ、こういうことで総合の評価

をしたんですよということなんです。前の直営

時代の職員たちは評価していないという意味に

私は捉えるんですけどね、いかがですか。じゃ

あ、職員たちのときには数字を並べてから言わ

れたんですけども、数字を並べて言われました

ね。体育施設等の管理を非公募に関する選定の

理由について。じゃあ、これだけの使用料も含

めてからこれだけふえると、前のうちの職員の

諸君たちは何もしなかったという、逆転の発想

で考えればそういうふうに見れるじゃないです

か。そう思わないですか。こんな評価は余りし

たくないですね。 

 どうですか、宮村部長。私の今の質問。私

の、これは山本委員としての今の持論の中で、

あなた方がこの資料をやられたから、ずっと精

査した中でですね、私はそういうふうに見たん

ですね。なぜ非公募にするのかの中で、こうい

うふうな理由づけでしてきて、じゃあ、前の市

の職員たちが、しっかり一生懸命、直営を運営

してきた人たちに侮辱的なですね、私は評価だ

と思うんですよ。どうですか。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） ある意

味、職員が頑張ったということの評価をいただ

いたのかなというふうに思います。ありがとう

ございます。 

 ただ、職員は辞令をいただいて配属されて、

一生懸命そこに、その業務を一生懸命やるわけ

なんですけど、どうしても異動というものがご

ざいまして、専門的な知識を持った職員を育て

るというのはなかなか難しい。そういう中で、

このＮＰＯ法人体育協会さんが、専門的な知識

を持った方がいらっしゃるほうが、よりスポー

ツ振興、健康づくりに寄与するのかなというふ

うに思っている次第が一つ。それから、そうい

うノウハウを生かすことができるのが一つと、

それからどうしても経費の問題がございまし

て、職員がそこでいるよりか民間さんのほうが

経費が削減することができるという２点から、

指定管理者制度を導入させていただいたという

ふうに思っております。 

○委員（山本幸廣君） 宮村部長の説明の中

で、まあ半分は理解しましょう。半分は理解で

きないのを今から質問します。 

 先ほど来、豊本課長かな、説明した中で、民

間の参入という言葉が何回も出ましたね。民間

の参入ならば、はっきり言って公募の言葉にマ

ッチするんですよ、私から言わせれば。非公募

にはマッチしないですね、民間の参入というの

は。それは公募すべきじゃないですか。どうで

すか。それは見解の違いかもしれんけど、ちょ

っと答えてください。 

 委員長、よろしいですか。 

○委員長（大倉裕一君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 豊本課長が言われた説

明の中で聞く中で、私は今判断しただけです。

何も資料をいただいておりませんけんでから、

前もって誰から聞いたとか、誰がこういうこと

を言ったというのは一切ありません。これは委

員会の中で皆さん方が説明したから、私はそれ

に答える、質問するという、それだけの能力し

かないんですよ、私は。だからこそ聞くんです

から。わからないから質問しています。教えて

ください。 

○スポーツ振興課副主幹兼振興係長（本村秀記

君） こんにちは。スポーツ振興課の本村でご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 山本委員さんがですね、おっしゃるとおりで
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すね、貸し館業務だけの観点からいけばです

ね、確かに、極論、体協以外という民間団体も

考えられないことはないんですけども、ただ、

体育協会というのはですね、資料にもあります

ように、八代市のスポーツ振興を担う上でも非

常にですね、重要な役割を担っている公益団体

でございます。特にスポーツの振興の観点から

言えばですね、八代市のスポーツ振興を担い得

るＮＰＯ法人、体育協会がですね、スポーツの

振興を行う施設を管理するのがですね、非常に

効率よく運営ができるということで、スポーツ

の振興の観点からメリットがあるのかなという

ふうに考えているところでございます。 

 もう一つがですね、体育協会が５５のです

ね、加盟団体から組織されているところでござ

います。こういったことからですね、スポーツ

事業にも精通しておられましてですね、各種ス

ポーツイベントがですね、体協を中心に協力的

に行われるというところもございます。 

 それと、もう一つ大きなところでございまし

て、体協さんがですね、日本体育協会だったり

県の体育協会だったりに加盟されておりますの

で、そういったですね、それも含めていろんな

大きな大会がございますけれども、そういった

ところの運営のノウハウもあられるということ

からですね、スポーツの振興という観点から見

れば、体育協会さんに管理を任せるのが非常に

メリットがあるかなというふうに考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 本村係長、ノウハウと

いう言葉は使わないほうがいいと思います。じ

ゃあ、ノウハウがあるかないかという中で、私

から言わせれば、新駅の前の物産館、これは前

は九州綜合サービスさんだったかな。ノウハウ

って、今とってきたのは、今の業者はノウハウ

があったんかな。全然ノウハウがない中で、あ

の方は何か、ござ屋さんか何かわからんけど

も、千丁の。じゃあ、完全ノウハウがあったの

かという。 

 私たちは議会人って、議会というところは、

そういうところをチェックしながらですね、

今、本村係長が言ったスポーツ振興は当たり前

のことなんですよ。それは私は高く評価します

よ。高く評価する。ただ、公募と非公募になっ

たときには、そういう言葉はですね、私たちに

は通じないですよ。なぜ通じないかというの

は、公募と非公募という、この３つの言葉と２

つの言葉でですね、我々は判断しなきゃいけな

いんですよ。内容も審査しますよ。事例が、そ

ういう事例があるじゃないですか。ノウハウは

あそこにあったんですか。 

 いろんな問題が、あそこで議論が議会でもあ

ったでしょう、九州サービスの会社と、今の会

社はわかりませんけども。その中で、この運営

に関する総合評価等についても、いろいろと問

題があって、職員の評価で何か変わったとか、

変わっとらんとか、何か変なうわさばかり立っ

てからですよ。そういうのをやっぱり議員とい

うのはよく聞いておるわけですよね。そういう

ことがないためにも、私はあえて公募したほう

がいいじゃないかという思いなんですよ。 

 だから言ってますよ、今執行部が言われるよ

うに、それならばはっきり言ってからですよ、

今私が言いますけども、指定管理の期間、５年

にせんでいいじゃないですか。１０年しなさい

よ、非公募で。考え方で、２０年しなさいよ、

そういう捉え方で私たちに説明するならば。な

ぜしないの、５年なの。１０年でもいいんじゃ

ないですか。なぜそういうのを私たちにこうい

う中で、私から言わせれば１０年でいいじゃな

いですか。理論づけを、きちんとした理論をす

れば１０年でもいい。認めますよ。右の序列の

中に公募と非公募だけで、あとは５年じゃない

ですか。そんなに強調すれば１０年でいいんじ

ゃないですか。どうですか。いや、私の質問が
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悪ければ悪かで、いや、違いますと言ってくだ

さいよ。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 指定管理

者の委託の期間は３年または５年というふうに

基本なっていますものですから、長いものを５

年とさせていただいているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（山本幸廣君） 誰が決めたの、それ。

３年から５年。じゃあ、１０年は決められない

の。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 誰が決め

たというか、運営指針の中に書いてございます

ので。意見をお聞きしましたので、またその期

間につきましては検討させていただきます。 

○委員（山本幸廣君） そういうことです。そ

ういう説明をしてくださいよ。じゃあ、１０年

でもはっきり言って指針の中で示せばいいんじ

ゃないですか。ですね。 

 そこで、あと委託料の問題等についても、九

州サービスさん、納付金と書いてありますよ

ね。納付金。私はこれはここらあたりはあんま

り詳しくないもんですから、ちょっと教えてく

ださい。委託料の納付金というのは、どういう

ふうな中で納付していただくんですか。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 一般的に

指定管理制度を導入いたしました施設には、委

託料を払う施設がほとんどでございますが、著

しく、著しくといいますか、収入が非常に多い

施設の場合は、委託料を払うのではなくて納付

金をいただく施設も幾つかございます。その一

つが、この日奈久温泉施設でございます。納付

金の決め方、額の算出の方法といたしまして

は、収入に１００分の２を掛けるということで

算出をさせていただいているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） ならば、今回の非公募

にしたＮＰＯ法人、先ほど来しっかりした選定

の理由の中に、収入がこれだけ上がったんです

よということの説明の中の、この収入欄を見て

くださいよ、平成２７年。収入がふえとるでし

ょう。先ほど説明があったでしょう。これが５

０００万と仮定しますよ、収入が。これは納付

と委託料と、どういうふうなバランスの中で考

えているんですか、もしも５０００万だったと

き。例えの話ですよ。納付されますか、ＮＰＯ

法人が。 

○経済文化交流部長（宮村明彦君） 細かく数

字を見ていかないと、なかなか返事はしかねる

んですけども、収入と経費がありますので、そ

の差し引きした場合に、この体育施設に関して

は経費のほうがかかるということで、委託料と

いうふうに考えているところです。 

○委員（山本幸廣君） もう言いませんけど

も、この九州サービスについては、はっきり言

って収支決算、きちっと報告があったと思いま

す。私は記憶しております。それで盛況であっ

て、あんまりもうかっとるけんでから納付をも

う少し上げなさいよとか、そういう意見があっ

た経緯もあると思うんですよ、見直しなさいよ

と。そういう議論をした経緯があるから、私は

今言っているんですよね。 

 だから非公募にするならばそういうふうな状

態、先ほどの執行部が考えとる状況ならばです

ね、５年でも１０年でもいいというような考え

方で私も今思っています。ただ、その決算はし

っかりした決算のですね、決算書は我々に、や

っぱり委員会に報告する、これは義務。私はそ

ういうふうに要望したいと思うんですよ。そう

いうことの中で、その公募・非公募というのは

ですね、私ははっきり言って選択してほしい、

提案してほしいと思います。 

 ただスポーツ振興、スポーツ振興って言うな

ら、じゃあ、はっきり言ってから、一点支配に

なってしまうじゃないですか。スポーツは、勝
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負というのは相手がおるんですよ、スポーツ

は。わかりますか。１００人の、まあはっきり

言って、民間参入の中で選手がおるとします

よ。最終的にはやっぱり敵がおって、ずっと最

後には優勝と準優勝という、決戦で戦いをする

じゃないですか。そういうスポーツ精神にのっ

とったならば、やはり公募すべきだと、私はそ

ういうふうな考えということなんです。 

 そういうことを強く私のほうからですね、ま

あ指摘の中でも要望で、担当の職員が一生懸命

頑張っておられて、こういう提案をされたとい

うのは評価します。けれども、余りにも提案理

由を、そのＮＰＯ法人なり民間の一業者にです

ね、公平性が欠くようなことは、これはやめて

ください。いいですね。それだけはしっかり言

っておきます。そういうことで、私の意見なり

要望なり質問なりしましたが、まだ時間があり

ますので、考えといてください。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で、指定管理者

の募集についてを終了いたします。執行部のほ

うはしっかり御検討ください。 

 小会します。 

（午後５時１８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時１９分 本会） 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（株

式会社トーヨーについて） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

 次に、株式会社トーヨーについてお願いしま

す。 

○農林水産部長（黒木信夫君） それでは、株

式会社トーヨーにつきまして、東陽支所地域振

興課、松岡課長より説明を申し上げます。よろ

しくお願いいたします。 

○東陽支所地域振興課長（松岡 猛君） こん

にちは。東陽支所地域振興課の松岡でございま

す。株式会社トーヨーにつきまして、私のほう

から御説明をさせていただきます。 

 委員の皆様方に、１枚物でございますけれど

も、株式会社トーヨーについてという資料をお

配りさせていただいております。この表に沿い

まして説明のほうをさせていただきます。説明

は座らせてさせていただきます。 

 株式会社トーヨーは、地域農産物の活用と雇

用機会の拡大を目的として、平成２年８月に旧

東陽村で設立された第三セクターです。設立時

の資本金は８８００万円で、旧東陽村が６８１

０万円、――出資率７７.４％でございます―

―を出資しております。会社の営業年度は毎年

６月１日から翌年の５月３１日でございます。 

 主な取り扱い商品は、カット野菜と惣菜など

の製造販売ですが、設立当初より売上高が伸び

ず、赤字経営が続いておりました。懸命な経営

努力が行われ、第５期、平成６年から第１２

期、平成１３年までは売上高が伸び、７期連続

で黒字決算となり、累積赤字も減少してまいり

ました。 

 しかしながら、平成１３年１２月、大手取引

先でありました寿屋の倒産により、約２５００

万円の債権放棄と大手取引先の喪失により、再

び経営が悪化いたしました。 

 平成１９年に、悪化した経営改善のために、

資本金８８００万円を１７６０万円に、約５分

の１に減少を行い、市が４０００万円の追加投

資を行い、増資を行い、資本金５７６０万円、

市出資金５３５９万円、市の出資率９３％で経

営の立て直しを行いました。 

 １９期、平成２０年からは、イオングループ

を中心とした出荷を続け、売上高が伸び、２４

期、平成２５年までは６期連続の黒字決算、特

に第２０期、平成２１年は過去最高となる２４

６４万８０００円の純利益を上げるなどし、利

益剰余金も増加をしておりましたけれども、異
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常気象などによる原材料、野菜の高騰や、人手

不足による正社員の残業時間の増加、輸送コス

ト増などによる製造原価の増により、売上利益

が減少し、第２５期、平成２６年６月１日から

２７年５月３１日の決算ですけれども、２１１

万３０００円の赤字。前期になります第２６

期、平成２７年６月１日から平成２８年５月３

１日の決算は、熊本地震による売上高の減少、

製品や原材料の廃棄が重なり、２４３７万２０

００円の赤字決算となったところでございま

す。 

 第２５期より厳しい状況が続いておりました

ので、毎月経営会議を開催し、全役員で課題を

出し合い、改善策を協議し、会社一丸となって

経営改善に取り組んでいるところでございま

す。具体的には、製造原価を抑えながら売上高

を伸ばし、売上高を上げるために、原材料仕入

れにおいて特に品量が多い品目を安価で安定的

に確保すること、人件費の抑制と作業の効率を

上げること、利益率の高い商品の販売と新たな

大手取引先の開拓、仕入れ、製品、搬送、これ

らのバランスをとり、経費の効率化を図る取り

組みを行っております。 

 また、全国的に第三セクターを取り巻く環境

が厳しくなっておりまして、八代市におきまし

ても、先ほど申しましたこの株式会社トーヨー

への追加出資や、平成１９年、株式会社氷川が

倒産するなど、第三セクターの存続にかかわる

重大な案件が発生をいたしました。 

 そこで八代市も、平成２０年度に市が出資を

行っている第三セクターのあり方、市と第三セ

クターの役割を明確化する目的で、第三セクタ

ーへの関与に関する基本指針の策定を行いまし

た。その中で、抜本的見直し、今後の方向性と

して、１、自立化、２、健全化、３、民営化、

４、統合、５、廃止の５つの基本指針を掲げて

おります。対象の第三セクターにつきまして

は、指針に基づき、毎年度検討を行っていると

ころでございます。 

 株式会社トーヨーについては、今後の方向性

について、民営化に向けた取り組みと位置づけ

ていたところでございます。また、市の関与の

見直しとして、人的関与の見直しとしまして、

経営に専念することが極めて困難な市長等の特

別職の代表取締役への就任を、原則ではござい

ますが廃止することも指針で定めております。 

 株式会社トーヨーは、仕入れから商品販売ま

で、他業者との競争力、交渉力、営業力、こう

いったものが大変重要であります。また、単独

の中小企業でありますので、経営基盤も弱く、

新たな設備投資もなかなか行うことが困難な状

況でもあります。また、経営に当たりまして

は、情勢の正確な把握と分析、タイムリーな状

況判断と強いリーダーシップが求められている

ところでございます。 

 そこで、市が策定いたしました第三セクター

への関与に関する基本指針に沿った、民営化に

向けた取り組みと経営改善を行うために、しっ

かりとした経営基盤のある強い企業と経営力の

ある人材に経営に参加してもらう方策はないか

と模索をしていたところであります。 

 そのような状況の中、８月３日、フードバレ

ー構想に強い意欲を持たれている地場の大手企

業である松木運輸株式会社から、経営に参入し

たいという申し入れがあり、全社員の雇用の継

続、役員の継続、経営状態の継続を条件として

交渉を行いまして、その全てを了承していただ

きました。 

 具体的には１０月末を目標に、八代市が所有

する株式５３５９株の約９０％に当たる４８２

９株と、森林組合が保有する５０株のうち４０

株を松木運輸株式会社が取得、１１４人の個人

株主が保有する２５０株を株式会社トーヨーが

自社株として取得を行うことです。 

 今回の松木運輸株式会社の申し入れは、株式

会社トーヨーの経営改善並びに拡大、それと市
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の第三セクターに関する指針に沿った申し入れ

であり、八代市と松木運輸株式会社間におきま

して譲渡を行う基本合意書を締結し、現在手続

を進めているところでございます。 

 また、８月２６日、株式会社トーヨーの定時

株主総会と取締役会におきまして、永原辰秋代

表取締役社長と黒田正勝取締役常務が平の取締

役に、松木喜一氏と高崎正氏がそれぞれ代表取

締役社長と取締役常務に就任をされました。 

 松木喜一氏は幾つものグループ会社を経営さ

れており、八代地域経済界の顕著なリーダーで

あり、資金力のある地場大手企業である松木運

輸株式会社の経営参入により、株式会社トーヨ

ーの経営改善と拡大が図られ、東陽地域のみな

らず八代地域の活性化に貢献できる企業となる

ことを、八代市としても期待しているところで

ございます。 

 以上で、株式会社トーヨーについての御説明

を終わらせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（大倉裕一君） この件について質

疑、御意見はありませんか。 

○委員（矢本善彦君） 小会をお願いします。 

○委員長（大倉裕一君） 小会をお願いしま

す。 

（午後５時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時３３分 本会） 

○委員長（大倉裕一君） 本会に戻します。 

○委員（山本幸廣君） 今、説明を受けたんで

すが、説明の中で、いろんな過去の歴史を振り

返れば問題があったというのは、私たちも知る

べきところは知っておるんですが、要は今回の

譲渡の中で、１株８３００円ですよね。８３０

０円、１株。この１株、妥当と思いますか。今

までの経営の中で八代市から持ち出した部分等

を含めて。 

 部長、どうです。誰でも結構です。 

○農林水産部長（黒木信夫君） 先ほど松岡課

長も申し上げましたが、双方の税理士で算定さ

れております。その結果につきましては、私た

ちは妥当であるというふうに考えております。 

○委員（山本幸廣君） 妥当であれば公募して

くださいよ。なぜでしないの。なぜ事前に私た

ちに報告しないの。内密な中で進めているよう

な状況、そういう勘ぐるといかぬけど、そうい

うふうな状況に見られるんだけどもな。私は

今、松岡課長から１株８３００円って矢本委員

が言われたけん、初めて知ったんだけど。事前

説明が何でないの。 

○農林水産部長（黒木信夫君） ただいまの御

質問に関しましては、先ほど、先ほどじゃない

んですが、一般質問の中で副市長の答弁として

もお答えさせていただいておりましたが、一

応、正副議長、あわせて所管の正副委員長さん

には事前に副市長のほうから説明があったとい

うこと、あわせて全員協議会の中で説明をする

予定としておりましたが、それに関しては一般

質問であったもんですから、そのときに御報告

をさせていただいたということで、しかも８月

に始まっておりますので、期間、いろんな話し

合いを進めた中ということで御理解をいただき

たいと思います。 

○委員（山本幸廣君） 人のうわさが先立って

から、みんながそれを知ったんじゃないの、は

っきり言ってから。私もそういう状況で、人の

うわさから、松木さんがこうこうやってから譲

渡されるって、びっくりしたよ。 

 今までの経営状態を知っとる中でね、役員会

の中で、この役員の方々が、今、松岡課長が、

役員会をどれだけ進めてやってきましたと。役

員の報酬は８千何百万じゃなかった。８万幾ら

だったかね。会議は何回したの、会議は。どう

ぞ。 

○東陽支所地域振興課長（松岡 猛君） 経営

状況が悪くなりました第２５期から、毎月開催
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をされております。報酬が月３万円というとこ

ろでございます。以上です。（｢それは年」と

呼ぶ者あり）ああ、年３万円でございます。済

みません。 

○委員（山本幸廣君） 報酬のことじゃないん

ですよ。これだけの危機状態になって会社が倒

産状態になってですよ、じゃあ、役員会でこれ

だけの役員の方々、永原副市長を筆頭に、じゃ

あ、はっきり詳細に、永原副市長がその席に前

回出席したのかって、こういうところまで聞き

たくなるんですよ。副市長のもとに役員会が開

催されたの。と思うんだけども、それにどうで

すか、欠席はあった、永原副市長から。全回の

役員会で、全部永原副市長が役員会を招集して

から会議を重ねてきたということで、理解して

よろしいですか。 

○東陽支所地域振興課長（松岡 猛君） 役員

会のほうには永原副市長、私の記憶する限りは

出席されていたと思います、はい。 

○委員（山本幸廣君） それを調べとってくだ

さい。 

 そういう状況の中で、いろんな松岡課長が理

由を言われました。一番問題なのは、人件費関

係の抑制をしなきゃいけないという状況の中で

説明が今あったんですが、なぜ人手不足、人員

不足だったと言われるんですか。 

○東陽支所地域振興課長（松岡 猛君） 株式

会社トーヨーの人員につきましては、２１期が

２６名、２２期から２３期がやめられた方がお

られまして２４名になっております。２５期、

さらに２２名、２６期につきましては２１名体

制ということまで減りました。 

 これにつきましては再三、社員の募集という

のも会社のほうで行われたんですけれども、な

かなか募集、応募がない。応募があっても短期

間でやめられると、そういった状況も少し続き

ました。どうしても業務がこなせないというこ

とで、２６期、前期につきましては、少し経費

は高くついたんですけれども、人材派遣会社、

こちらから２名ないし３名、そういった派遣、

それとあと正社員、アルバイト、常勤パート、

３０時間パートの皆さんも含めまして、残業を

していただいて業務をこなすと、そういった状

況が続いたというところでございます。 

○委員（山本幸廣君） これだけのメンバーが

おってね、おられて、はっきり言って人手不足

の解消もできなかったのかという。これは役員

の責任なんですよ、はっきり言いますけども。

責任ですよ。あえて言わせれば、報酬をもらっ

ている以上は責任感があるわけ、役員としての

ですね。それはもう事務局長が一生懸命頑張っ

て、松岡課長が頑張ってこられたのは評価した

いんだけども、ここらあたりが一番、会社とい

うのはやっぱりトップが全責任をとるわけです

よね。とらなきゃいけない。 

 ということで、そこらあたりは、その点につ

いてはやめますけども、じゃあ、今回新しく提

案された中で、永原副市長は役員と非常勤とし

て残られる。役員の名簿を見たんですが、それ

に澤村さん、山田さん、小林さん、黒田さん、

山本嘉一さんの名前が残っている。全員が居残

り組ですよね。以前の会社をよその会社に、民

間に譲渡をするというような状況になって、そ

の役員の方々がそのまま、ぬけぬけとじゃない

ですけども、そのままにやっぱり貫いとるとい

うのはいかがなもんかなと思うんです。 

 問うても部長は答弁できないと思うんですけ

れども、それでいいのかなということをです

ね、まず指摘をしておきます。そんな会社の、

譲渡するまで会社が倒産になっとって、その役

員の方々が横並びに顔を並べるということは、

大変なことですよ。許しがたいことであって。

私はそう思います。皆さんもそう思っているん

じゃないですか、ほとんどの方々が。 

 それに２５期のときに、相談役の橋本幸一

君、橋本幸一、これは以前のことをずっと私が
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振り返っていったら大変なことになるから言わ

ないんですけども、問題があったことも確か

に、今回については相談役はあっておりません

ね。 

○東陽支所地域振興課長（松岡 猛君） 済み

ません、私が表に載せております役員構成、こ

れは済みません、登記上の定款の役員だけを載

せています。実際は橋本議員につきましては、

引き続き相談役という、登記上の役員ではあり

ませんけれども、相談役ということで、会社と

してはそのようにされております。 

○委員（山本幸廣君） ２７期も一緒かな。

（東陽支所地域振興課長松岡猛君｢はい」と呼

ぶ）２７期も。なぜここに載せないの。（東陽

支所地域振興課長松岡猛君｢済みません」と呼

ぶ）なぜ載せないの。じゃあ、あれで、ネット

で拾ったよ。ネットで拾った中に出てきていま

すよ。 

 それとね、株主の中で八代市とＪＡやつしろ

と八代森林組合、八代商工会、ほか１７名。株

の比率の中でも。今、もうＪＡやつしろは関係

ないの。 

○東陽支所地域振興課長（松岡 猛君） 当

初、松木運輸株式会社のほうからは、ＪＡやつ

しろがお持ちの５０株、これにつきましても森

林組合さんと同じように、４０株を譲ってほし

いという意向を持っておられました。ＪＡやつ

しろさんのほうはこのお話を相談に社長が行か

れたんですけども、ＪＡやつしろさんのほう

は、株式会社トーヨーさんとはこれまでどおり

の取引、おつき合いもしたいということで、５

０株そのまま持っていきたい、持ち続けたいと

いう意向だったということで聞いております。 

○委員（山本幸廣君） 確認はしとったけど、

そのとおりよ。だからＪＡやつしろはまだ５０

株持ってるんですから。ＪＡやつしろを何でこ

の役員に入れないの。あなたに言ってもしよう

がないけどもね、やっぱり株主は非常勤でも、

ＪＡやつしろからでもですよ。 

○東陽支所地域振興課長（松岡 猛君） ここ

の取締役の澤村修治さんがＪＡやつしろの東陽

地区の理事ということで、澤村修治さんがＪＡ

やつしろからの役員の就任といいますか、そう

いうことだと、私は会社のほうから聞いており

ます。 

○委員（山本幸廣君） あえて言いますけれど

も、私はそれを知っとってから質問したんだけ

どもね。なぜならば、もうはっきり言って、そ

のときの責任というのは多々あるわけですか

ら、横並びにね、これをすること自体がおかし

いんですよ、役員さんを。部長、しっかり聞い

とってくださいよ。それはですね、どこの会社

だって、会社が倒産しとっとにたい、また新し

く会社をつくったけんでから、そこに同じ役員

ば載せる、それを決めるなんて、もう本当に許

しがたいことですよ。あり得ないですよ。 

 特に今回は経営改善という形の中で言われ

て、松岡課長が説明したけども、やはりいろい

ろと資料等の提出の中でもですね、あなた方が

この事業報告の中で言われたのと、あなたがき

ょう言った説明というのは、本当に抜粋の中で

も、抜粋じゃなくてから詳細に報告なされて、

前段のときの報告というのがさっきあったんで

すね。５年から１３年。で、一番危機にあった

ときに、ある人はどこのポジションにおったの

かって私は言いたいんだけども、きょうはあえ

て言いません。次に私がとっておきますから。

そういう危機になったときには、役所にははっ

きり言って繰り入れをしてくれ、してくれと言

ってからですよ、１年間で４０００万なんです

よ、これはうちが出したの。今、説明が松岡課

長、あったでしょう。４０００万繰り入れてい

るんですから、うちは。 

 それは寿屋の理由というのは、そのときも大

変議論しましたよ。絶対、取引先はしっかりし

た中で精査しながらしなきゃいけないというこ
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とで。今回もはっきり言ってから、理由はしっ

かり理由があるんですけども、はっきり言っ

て、譲渡の中、提案された松木さんがその社長

としてですよ、頑張られると思うんですけれど

も、役員も一緒なんですよね。だから、ノウハ

ウがあるからって、地元業者だからって言われ

たんですけれども、役員は、これはもうはっき

り言ってから全員ですよ、交代するのが当たり

前であって、それが交代できないということ自

体がおかしいと。何かのやっぱりあったんだな

という、疑いたくなるわけですよ。それだけは

強調して言っておきますから。あとはよろしい

です。 

○委員長（大倉裕一君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。要望も何もしま

せん。 

○委員長（大倉裕一君） じゃあ、済みませ

ん。委員長をかわっていいですか。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、委員長を

交代します。 

○委員（大倉裕一君） 部長。先ほど、何で事

前に委員会に説明がないんですかという山本委

員の質問に対して、議長、各委員会の委員長、

（｢ああ、所管」と呼ぶ者あり）所管の委員長

とおっしゃったですかね、に説明があったから

というような話をされました。私は、その言葉

は非常に心外です。それだけで本当に事が済む

話なのかということをですね、強く言いたいで

す。 

 副市長が本来はきょう来てですよ、今部長が

座っておられるその席に座って、もしくは立っ

て、一連の経過と経緯、そしておわびをされる

べきだと。経済企業委員会がきょうあるのはわ

かっておられるはずです。昼からどっか行きよ

んなったですね。そもそも経済企業委員会で説

明するような思いはなかった。非常に残念で

す。全協でという話も確かにしておりますが、

本当に今度また全協でさすとかなって。一般質

問でしたけんよかっじゃなかですかというよう

な考えば持っとんなっとやなかろうかって思い

ます。きょう来て、本来は副市長が説明をすべ

きだったって私が言いよったですって、伝えと

ってください。 

 じゃあ、委員長交代します。 

○副委員長（笹本サエ子君） はい、委員長を

交代します。 

○委員（山本幸廣君） 部長、これは真剣に捉

えてくださいよ。あなたの今言われた言葉、

今、委員長がその発言をされる中でですよ、我

々は全然聞いていないんですから。委員長に報

告したなら、委員長は必ず委員会なりでです

よ、報告すべきじゃないですか。報告してから

委員長が報告していなければ、大倉委員長に私

は苦言を言いますよ、はっきり言ってから。こ

の大事な。 

 マスコミが報道したのは、第三セクターで赤

字譲渡って書いてあるんですよ。赤字譲渡で。

こんな紙面まで出てですよ、我々議会が、それ

をはいって言うと思いますか。思えないでしょ

う。誰が会社の社長なんですか。甚だ遺憾であ

る。何も今から協力できんけん、こういう状態

の中で。何も陳謝で済むというような格好じゃ

ないですよ。 

 以上。 

○委員長（大倉裕一君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で、株式会社ト

ーヨーについてを終了します。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 以上で、所管事務調

査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 
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 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き閉会

中の継続審査の申し出をしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 最後に、派遣承認要求の件についてお諮りい

たします。 

 当委員会の委員長である私に、１０月２９日

から１１月２日までの５日間、中華人民共和国

の北海市へ、産業・経済の振興に関する諸問題

の調査、病院・水道事業に関する諸問題の調査

及び八代市・北海市友好都市締結２０周年記念

事業出席のため、執行部より同行依頼がありま

した。 

 このことについて、議長宛て派遣承認要求の

手続をとらせていただきたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（大倉裕一君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって経済企業委員会を散会

いたします。 

（午後５時５１分 閉会） 
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